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＜追加資料＞  

 

 

 

 

 

国が整備する近鉄四日市駅周辺における交通結節点（バスターミナル）については、

民間事業者に運営権を設定し、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること

で、効率的かつ効果的な維持管理・運営事業の実施を図ることを目的に運営事業者の

公募が実施された。 

下表のスケジュールのとおり、令和６年３月に株式会社ディア四日市を代表企業と

するバスタ四日市パートナーズが優先交渉権者として選定されている。 

市としては引き続き国と連携し、バスタを含む中央通り再編に遅れが生じないよう

協力しながら取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、運営事業者が実施する業務内容については以下のとおりとなっている。 

出典：第１１回近鉄四日市駅バスターミナル検討部会資料 

近鉄四日市駅バスターミナルの運営等事業について 

令和７年 11 月定例月議会 

市街地整備課 

補正予算書(２)P13、65 

【１１月補正予算参考資料(第８号)(追加分)Ｐ.１６ 再掲】 
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提出議案参考資料（追加分） 

＜議案資料＞ 

議案第８５号  工事請負契約の締結について 

―三重橋垂坂線道路改良工事― 
 

三重橋垂坂線道路改良事業について 
 

１．事業概要 

当事業は、臨海部と内陸部を繋ぐ新たな東西方向の軸として、中心市街地を迂回する環状

道路としての機能と合わせて、慢性的に混雑している国道１号や国道２３号の交通の分散を

図るとともに、津波被害が想定される臨海部から内陸部への避難路としての機能を確保する

ものである。（延長７２０ｍ、標準幅員１２ｍ［２車線］） 
 

２．計画平面図 

 
 
３．事業スケジュール（予定） 

 令和２年度から測量設計に着手し、令和５年５月に都市計画決定の変更を行い、令和６年

度から工事を進め、令和１５年度の国道２３号交差点改良後に全線の供用を予定している。 

 なお、工事のスケジュールは下記のとおり。 
工区 期間 内容 

１工区 

（国道２３号～JR関西本線跨線橋） 

令和６年度～令和９年度 

令和１３年度～令和１４年度 

令和１５年度 

本線道路工、取付道路工 

本線道路工（橋梁架設後） 

国道２３号交差点改良 

２工区 

（JR 関西本線跨線橋） 

令和１０年度～令和１２年度 

令和１４年度 

橋梁工 

本線道路工（橋面） 

３工区 

（JR関西本線跨線橋～新開橋西側） 
令和１３年度～令和１４年度 本線道路工（橋梁架設後） 

※工事のスケジュールは予算配分や現場施工の進捗などにより変更となる場合がある。 

 

４．古新田における開発行為に伴う洪水調整池について 

開発計画は事業者によって決定するものであり、羽津古新田において、現時点で開発行為

に関する相談及び手続等は行われていないことから、洪水調整池の位置及び規模について示

すことはできない。 

四日市市は三重県より厳しい基準を設けており、今後、事業者が計画するにあたっては、

開発面積が１０,０００㎡以上、または洪水調整容量が５００㎥以上の場合は洪水調整池を

設置するように指導する。 

なお、洪水調整容量の計算は、開発区域の面積が４,０００㎡以上の場合は洪水調整池の

必要性について検討を求めている。 

【提出議案参考資料(追加分)Ｐ.４ 再掲】 
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提出議案参考資料（追加分） 

 

報告第１０号 市長専決処分事項の報告について 

 

南部丘陵公園における枯損木の対策について 

 

■現状 

 ・南部丘陵公園ではコナラ、栗等、多くの樹木が自然に生育しており、これら

の樹木の一部は老木化や衰弱化が進み、倒木等による家屋等への影響が懸

念されることから伐採等の対応が必要となっている。 

・このような状況は他の公園や緑地においても同じ状況となっていることか

ら市職員が現場確認の際、枯損木等の調査を行っている。 

 ・さらに近年、倒木等により被害が発生している南部丘陵公園においては、昨

年度から造園業者による現場調査や伐採等に関する委託業務を行っている。 

  

■今後の対応 

 ・南部丘陵公園では、このような取り組みを行っているものの、令和７年度に

発生した実害を踏まえ、広範囲を早期に対応するため、現場調査、伐採に係

る委託業務の拡充を検討している。 

 ・さらに、南部丘陵公園を含めた市内の公園や緑地については、今後５年を目

標に枯損木に関する調査も検討していく。 

・引き続き、市職員が現場確認の際、枯損木等の調査を行い、必要に応じて伐

採等の対応を行っていく。 

 

枯木倒木箇所（波木町） 樹木倒木箇所（西日野町） 

【提出議案参考資料(追加分)Ｐ.７ 再掲】 
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令和７年度第２回四日市市営住宅入居者選考委員会について 
 
令和７年度第２回四日市市営住宅入居者選考委員会を下記のとおり行いましたので報告します。 

 
記 

１．開催日   令和７年１０月２２日(水) 午前９時 

２．場 所   四日市市役所 ６階 本部員会議室 

３．議 事 

議題Ⅰ．令和７年度第２回定期募集応募者の選考及び抽選会について 

(１) 募集期間  令和７年１０月６日（月）から１０月１０日（金） 

 

(２) 公開抽選会 令和７年１１月５日（水）午前１０時～ （総合会館８階 視聴覚室） 

 
※ 参考 部屋抽選とは、公募戸数と申込者数が同数以下で、入居する部屋を決める抽選方法。 

 

 

 

申込区分 公募団地 構造 公募戸数 申込者数 申込倍率 特記事項

三重 中層耐火構造 3 3 1.0 部屋抽選

西伊倉町 中層耐火構造 1 5 5.0 一斉抽選

大瀬古新町（２DK） 中層耐火構造 2 15 7.5 一斉抽選

前田町 中層耐火構造 1 2 2.0 一斉抽選

多人数（子育
て）世帯 坂部が丘 簡易耐火構造二階建 1 0 0.0

三重・簡平 簡易耐火構造平屋建 2 3 1.5 一斉抽選

三重・１階 中層耐火構造 1 1 1.0 無抽選

坂部が丘・１階 中層耐火構造 1 2 2.0 一斉抽選

三重 簡易耐火構造平屋建 1 0 0.0

曙町 中層耐火構造 1 1 1.0 無抽選

前田町・１階 中層耐火構造 1 16 16.0 一斉抽選

大瀬古新町（１DK） 中層耐火構造 1 20 20.0 一斉抽選

曙町 中層耐火構造 1 18 18.0 一斉抽選

あさけが丘 中層耐火構造 1 0 0.0

高花平 中層耐火構造 1 0 0.0

坂部が丘 中層耐火構造 1 2 2.0 一斉抽選

合　　計 20 88 4.4

一般世帯/
単身者

一般世帯

高齢者世帯

障害者世帯

若年単身者
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議題Ⅱ．随時受付団地の申込状況について 

 
 

 

議題Ⅲ．その他 
 

≪質疑≫ 

Ｑ：入居申込者のうち高齢者の割合はどの程度か。 

Ａ：申込者８８人のうち６０歳以上が５７人で割合としては６４．８％、６５歳以上が４８人で割合

としては５４．５％となっている。 

 

Ｑ：入居時点から何らかの事情で世帯状況が変わった場合は、市営住宅を退去する必要があるのか。 

Ａ：世帯状況が変わり、親族などの転入がある場合は同居承認手続き後、入居許可を得たのちに同居

可能となる。一方、転出等により入居者が減少する場合は、同居者異動報告をしていただくこと

で継続して入居することができる。 

なお、名義人の死亡等により世帯構成員が減少した場合は、退去してもらう必要がある。ただし、

入居承継の要件を備えている同居人がいる場合は、継続して入居することができる。 

 

Ｑ：随時募集はすぐに入居することは可能か。 

Ａ：申し込み時点で提供できる部屋がある場合は、速やかに入居していただいている。ただし、近

年単身高齢者などの申し込みが多い１階や平屋等では、提供できる空き部屋がないことから入

居までに時間がかかっている。 

申込件数
(B)

辞退件数
（C)

入居件数
（D)

登城山 1 1 0 2 0

高花平 0 2 0 0 2

あさけが丘 2 2 2 1 1

坂部が丘 3 2 0 3 2

茂福 3 1 0 3 1

小牧 0 1 0 1 0

赤堀 0 1 0 0 1

計 9 10 2 10 7

R7.6.1～R7.9.30の状況 R7.9.30時点
入居待ち件数
（A+B-C-D）

団地名
R7.5.31時点
入居待ち件数

（A）
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１．自転車等駐車場等における料金の改定について 

 

（１）  現状 

本市は、自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置

の防止に資するため、「四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場」及び「四

日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場」を設置している。 

また、自転車を近距離公共交通機関の 1 つとして市民及び本市を訪れ

る方の利用に供するため、レンタサイクルポート近鉄四日市駅及びレン

タサイクルポート JR 四日市駅において、自転車の貸出を行っている。  

平成 18 年度から「四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場」を指定管

理者にて管理運営を行っており、その後平成 26 年度から「四日市市近鉄

四日市駅北自転車等駐車場」およびレンタサイクル事業を加えた契約と

している。 

現在の指定管理者による契約期間は令和 4 年度から令和 8 年度までと

なっている。 

 

（２）  管理運営の仕組み 

  本市では指定管理者を公募しており、応募者からは、施設の運営体制

や事業への具体的な取り組み方などの事業計画を含めた提案内容及び市

からの委託料である提案価格に関する書類が提出される。 

次に、応募者から提出された提案内容と提案価格をもとに、四日市市

指定管理者選定委員会が総合的に審査し、指定管理者の選定を行ってい

る。 

  令和 9 年度から新たな指定管理期間が始まることから、過去に応募の

あった事業者にヒアリングを行ったところ、近年の人件費等の高騰に伴

い、施設の管理運営費が大幅に増加する見込みであるとのことであり、

現在の自転車等駐車場等の利用料金のまま管理運営を行おうとすると、

市からの委託料が大幅に増加することがわかった。 

 

（３） 方針 

近年の人件費等の高騰に伴う管理運営費の増加分については、利用者か

らも一定のご負担をいただく必要があると考えるため、料金の改定につい

て検討をしていく。今後、料金の改定に伴う条例改正や次期指定管理者の

選定を行う予定である。 
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＜参考＞現行の自転車等駐車場に係る料金上限額 

利用の区分 料金の上限額 

一時利用 定期利用 

（1 か月） 

定期利用 

（３か月） 

自転車 一般 120 円 2,200 円 6,600 円 

自転車 学生 120 円 1,760 円 5,280 円 

原動機付自転車 220 円 3,080 円 9,240 円 

自動二輪車 50 ㏄超 

125 ㏄以下 

330 円 3,740 円 11,220 円 

自動二輪車 125 ㏄超 440 円 4,730 円 14,190 円 

 

＜参考＞現行のレンタサイクルに係る料金上限額 

利用の区分 料金の上限額 

一日利用 定期利用（１ヶ月） 

自転車（電動アシス

ト自転車を除く。） 

一般 120 円 2,200 円 

学生 120 円 1,760 円 

電動アシスト自転車 240 円  
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２．四日市市都市計画マスタープラン全体構想及び四日市市立地適正化計画の見直しについて 

１）見直しの経緯 

時 期 内 容 

令和 7年 5月 23日 ▽議員説明会（見直し素案） 

令和 7年 7月 30日 ★都市計画審議会への報告（見直し素案） 

令和 7年 8月 1日 

～9月 30日 
●24地区市民センター説明会（見直し素案） 

令和 7年 9月～10月 ▲関係機関・関係団体等への意見聴取（見直し素案） 

令和 7年 10月～11月 ◇学識者への意見聴取（第 4回）（見直し案） 

令和 7年 11月 26日 ★都市計画審議会への報告（見直し案） 

令和 7年 12月 11日～12日 ▽都市・環境常任委員会への説明（見直し案） 

令和 7年 12月 12日 

～令和 8年 1月 9日 
●見直し案の市民意見募集（パブリックコメント） 

令和 8年 2月上旬 
★都市計画審議会意見聴取（立地適正化計画）、 

都市計画審議会への報告（都市計画マスタープラン全体構想） 

令和 8年 3月 
▽議決・改定告示（都市計画マスタープラン全体構想）、 

公表（立地適正化計画） 

 

２）24地区市民センター説明会について  

見直し素案の作成に併せて、市ホームページで公開するとともに、24地区市民センターにて説明

会を開催。 

■説明会の概要※各会場 19時から開始 

月日 対象地区 
参加 
人数 

月日 対象地区 
参加 
人数 

８/１(金) 共同・同和・中央・港・浜田 8 ９/９(火) 県 8 
８/４(月) 下野 2 ９/10(水) 神前 13 
８/５(火) 富洲原 21 ９/16(火) 小山田 9 
８/６(水) 大矢知 10 ９/17(水) 水沢 8 
８/７(木) 富田 7 ９/18(木) 三重 3 
８/８(金) 八郷 12 ９/19(金) 四郷 18 
８/12(火) 保々 8 ９/22(月) 常磐 15 
８/18(月) 橋北 10 ９/24(水) 内部 10 
８/19(火) 羽津 16 ９/25(木) 日永 11 
８/20(水) 海蔵 18 ９/26(金) 塩浜 11 
８/21(木) 川島 10 ９/29(月) 河原田 7 
９/８(月) 桜 4 ９/30(火) 楠 23 

    計 262 

  

（★:都市計画審議会関連 ▽:市議会関連 ●:市民関連 ◇学識者関連 ▲関係機関・関係団体等関連） 
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３）関係機関・関係団体等への意見聴取について  

24地区市民センター説明会と併行して、国や県などの関係機関、関係団体、庁内の関係部局を対

象に意見聴取を実施。 

■主な関係機関（国・三重県関係） 

主 分 野 大別 機 関 名 称 備 考 

計画全般 国 中部地整建政部計画管理課 都市計画法、都市再生特別措置法との整合等 

計画全般 県 三重県県土整備部都市政策課 四日市都市計画区域マスタープランとの整合等 

施  設 国 中部地整北勢国道事務所 国道の計画・事業との整合等 

施  設 国 中部地整三重河川国道事務所 バスタや国管理河川の計画・事業との整合等 

施  設 県 三重県四日市建設事務所 県道や県管理河川、下水等の事業との整合等 

施  設 県 三重県企業庁北勢水道事務所 工業用水の計画・事業との整合等 

港・施設 国 四日市港湾事務所 四日市港の計画・事業との整合等 

港・施設 県 四日市港管理組合 四日市港の計画・事業との整合等 

■関係団体 

主 分 野 団 体 名 称 

土  木 一般社団法人三重県建設業協会 

建  築 一般社団法人三重県建築士事務所協会、一般社団法人三重県建築士会 

不 動 産 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会 

商 工 業 四日市商工会議所 

農  水 農業委員会事務局（商工農水部への意見聴取にて確認） 

緑・環境 四日市自然保護推進委員会 

防  災 四日市市地区防災組織連絡協議会 

４）学識者への意見聴取について  

24地区市民センター説明会、関係機関・関係団体等への意見聴取などを踏まえて見直し案を作成

するとともに、学識者への意見聴取を実施。 

■学識者の概要                            ※順不同敬称略 

主 分 野 氏 名 所属、役職等 

都市計画 村山 顕人★△ 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

区域区分 浅野 純一郎※◆ 豊橋技術科学大学 建築･都市システム学系 教授 

交  通 松本 幸正△※ 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科 教授 

防  災 中居 楓子 東京大学 空間情報科学研究センター 講師 

★総合計画策定委員会委員 △立地適正化計画検討会議委員 ※四日市市都市計画審議会委員 ◆三重県都市計画審議会委員 

 

  

24地区市民センター説明会、関係機関、関係団体、学識者などの意見を踏まえ、 

必要な見直しを行い、見直し案として市民意見募集（パブリックコメント）を実施 
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５）24 地区市民センター説明会、関係機関、関係団体、学識者などへの意見聴取における

意見について  

主な意見は以下のとおり。（※●:市民関連 ◇学識者関連 ▲関係機関・関係団体等関連） 

都市計画マスタープラン全体構想 

No 意見要旨 
該当箇所 

※本編頁 

２．策定の背景 P4～ 

1 
▲土地利用の基本方針などに脱炭素に係る内容があるため、策定背景としてカーボ

ンニュートラルに関する記載をした方がよい 

P4 

３．まちづくりの基本的な考え方 P5～ 

2 

●道路整備に関して「既存道路や新設道路について右折車線や歩道の付加等の交差

点改良、既存及び新設交差点の集約、都市計画道路の着実な整備（暫定整備のた

めに交差点に歩道が無い都市計画道路を含む）」等の対策の記載を提案する 

P6(3) 

3 

◇安全・安心なまちづくりに関して、ハード対策をしっかりと進めるとともに、ハ

ード対策だけで対応しきれない災害リスクについて、リスクを認識したうえでソ

フト対策で対応していくというような記載としてはどうか 

P7(5) 

4 

●安全・安心なまちづくりに関して、災害危険度の高い区域の都市的土地利用の規

制や森林の土地利用規制（風致地区等の指定による土地の区画形質変更の制限

等）といった自然災害防止のための土地利用規制の記載を提案する 

P7(5) 

４．土地利用の基本方針（P8） P8～ 

5 
▲以降の内容を踏まえ災害リスクを踏まえたまちづくりに関する記載をした方がよ 

いのではないか 

P8(1)① 

6 
●増加する空き家の対策をどう考えているか、個人情報の取扱もある中で行政も連

携して対応してほしい 

P8(1)① 

7 
◇市街化区域においても鉄道を軸に駅周辺の活用を中心としたまちづくりを進める

べき 

P9(2) 

8 ◇土地利用の基本方針に記載の図がわかりにくいので凡例などで補足してはどうか P9(2) 

9 
●中心市街地再開発が進められているが再開発の効果はどのようなものか、災害リ

スクが高い中で中心市街地ばかりに投資していいのか、郊外部には恩恵もない 

P10③ 

10 ●中心市街地について、中央通りを港まで延伸することを記載するよう提案する P10③ 

11 

●中心市街地について、現行の中心市街地の範囲を越えて、店舗・事務所等が郊外

へ連坦している区域を範囲に含めることとし、都市を形作っていく民間活力を活

用して、都市機能の集積や中心市街地としての魅力向上等を図るよう提案する 

P10③ 

12 
●住宅団地においても鉄道駅や公共交通拠点へ商業・業務機能を再配置することを

記載するよう提案する 

P10④ 

13 
●市街化調整区域について、農業の担い手不足や土地利用規制の厳しさなどから維

持をしていくのが難しく何らかの手を打ってほしい 

P12(3)

①,② 
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14 

▲総合計画で内陸部において産業系土地利用を誘導することとしており、『事業用

地としての開発機運の高まりも考えられることから、既存の道路などの都市基盤

に大きく負荷がかからないように配慮しながら土地利用を促し』としてはどうか 

P12(3)③ 

15 
◇産業系土地利用を進める際には自然的土地利用とのバランスを取る必要がある P12(3)

③,P13④ 

16 

◇産業系土地利用の誘導にあたってハイテク工業団地周辺の渋滞がひどいことから

専用道路を整備するなど従業者の車通勤による渋滞を抑制するような対策も考え

る必要がある 

P12(3)

③,P13④ 

17 
◇市街化調整区域の開発予備地に地区計画の活用が位置付けられているが、コンパ

クトシティの方針と整合しているか 

P13④ 

18 ●防災機能のバランスの取れた防災に強い場所への道の駅整備の記載を提案する P13④ 

19 

●川島地区の土地改良区は、浸水の危険がなく、全市的な配置もバランスが取れ、

農業基盤を活用した農業公園と一体化した道の駅が可能となることから、北勢バ

イパス沿いの川島地区土地改良区に道の駅を整備することを提案する 

P13④ 

20 
●土地の高度利用や空き家対策としてマンションやアパートなどの共同住宅が立地

し、人口は流入するが地域のコミュニティへの関わりといった面では課題もある 

P14(4)① 

５．都市基盤施設整備の基本方針 P17～ 

21 

●北勢バイパスは環状道路でもあり、郊外に新たな地域間交流をもたらし、郊外の

既存産業の活性化や新たな産業の立地等のポテンシャルを有するため、既存道路

と北勢バイパス本線を最短経路でつなぐ必要があることを記載するよう提案する 

P17(1) 

22 
▲近鉄富田駅前の県道四日市鈴鹿環状線整備に関連して、近鉄富田駅周辺の土地利

用、まちづくり、交通施設等の考え方や基本方針を本文章の記載に盛り込むこと 

P17(1) 

23 
●道路整備に関連して、渋滞対策をしっかり進めてほしい、未整備の都市計画道路

の整備を進めてほしい 

P17(1) 

24 
●公共交通ネットワークについて、乗り継ぎ環境など利便性の向上を図るととも

に、郊外部や高齢者の移動手段の確保を進めてほしい 

P17(1) 

25 
▲自転車で移動しやすいネットワークの整備について、どのような整備を行うのか

もう少し具体的に記載してはどうか 

P17(1) 

26 
▲R7.9.12の豪雨で発生した地下駐車場の浸水に係る内容に触れておく必要はない

か、豪雨により浸水被害があった区域についての対策にも言及すべきではないか 

P18(2) 

27 
◇排水処理施設に関して下水道整備と河川整備がひとまとめになっているので整理

し直してはどうか 

P18(2) 

28 
◇地下駐車場の浸水に関連して中心市街地の雨水排水対策を国とも連携しながら速

やかに進めていくべき 

P18(2) 

29 ●市立四日市病院の運営は大丈夫か、施設更新や移転はどうしていくのか P18(3) 

30 

●市立四日市病院の建て替え等に合わせ、中央通り未整備区間の整備を進めるとと

もに、立体道路制度を活用し、1階は道路、2階以上は病院に重層的に有効活用

し道路と公共施設等の同時整備を中央通り等で進める方針を記載するよう提案す

る 

P17(1), 

P18(3) 
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６．自然や緑の保全・創出の基本方針 P19～ 

31 
●メガソーラーについて、環境対策として必要性は理解するが災害リスクへの影響

等踏まえると規制等かけられないか 

P19(1) 

32 ◇メガソーラーは景観の面でも問題となるため防災面とともに取り組む必要がある P19(1) 

７．安全・安心なまちづくりの基本方針 P20～ 

33 

●大地の成り立ちを理解し、なぜ自分達が住む地域がこのような自然災害に気をつ

けねばならないのかを構造的に理解してもらう取組を進める旨を記載するよう提

案する 

P20(1) 

34 

 

▲R7.9.12の豪雨被害から排水が追い付かないことによる浸水に対する対策も必要

ではないか 

P20(3) 

35 
▲想定を超えた記録的な大雨による災害が全国で起きており何らかの対策が必要で

はないか 

P20(3) 

36 ▲「雨水浸水対策」を「雨水排水対策」に修正すること P20(3) 

９．土地利用方針図 P23～ 

37 
●現況と異なる土地利用が記されていてもよいが、あまりにも現実離れした土地利

用の図示は誤解や混乱を招くので、現実の土地利用に近づけるよう提案する 

P23 

10．将来都市構造図 P24～ 

38 ▲各拠点等の定義付けが必要ではないか P24 

39 
▲鉄道の凡例を国土地理院の地図記号に合わせるなど見やすくしてはどうか、ま

た、鉄道、高速道路等、都市計画道路の凡例をもう少し明確にしてはどうか 

P24 

その他  

40 ◇ＤＸやビッグデータなどの活用は位置付けられているか  

41 

▲コンパクトシティの考えは良いが、人だけが人中心に生活を考えていてはダメ

で、人が住むところ以外は立ち入るべきではなく、そのための交通、コミュニテ

ィ整備を進めて、車を使わずとも生活に必要な移動は公共交通機関でできるよう

にすべき 

 

42 
●意見聴取で提出された意見の内容とそれに対する市の考え方を計画の巻末資料と

して掲載するよう提案する 

 

43 ●文言等がわかりにくく計画全体の理解も進みにくいので工夫が必要ではないか  
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立地適正化計画 

No 意見要旨 
該当箇所 

※本編頁 

第 2章 課題の抽出及び分析 P3～ 

1 ▲現状と見通しについてデータを精査し再整理すること P5～P12 

2 ●地域特性別の数値について確認すること P6～P12 

第 3章 基本的な方針 P15～ 

3 

▲目指すべき将来都市構造イメージについて富田周辺の買い物拠点と交通拠点を図

示すべき、また、都市計画マスタープラン全体構想の将来都市構造図と整合を図

ること 

P16 3-2 

4 
●立地適正化計画の将来都市構造イメージは、都市計画マスタープラン全体構想の

「10.将来都市構造図」と同じ図とするよう提案する 

P16 3-2 

5 

●「方針 2 住み慣れた場所で…」「方針 3 子育てしながら…」を基本的な方針に掲

げるなら、「身近な道路の整備」「身近な道路の交差点改良（右左折回数削減・右

折車線付加等）」「身近な場で基礎的な生活が完結できる土地利用誘導（買物・医

療・福祉・教育等の各地区への配置）」を記載するよう提案する 

P17 3-3 

第 4章 都市機能誘導区域について P18～ 

6 
●子育てや介護等を支える各地区の都市機能が維持・誘導されるよう、各地区に都

市機能誘導区域を設定するよう提案する 

P18(1) 

7 
●富田について、将来的に都市機能誘導区域の設定をするとのことだが、まちづく

りの方向性をどのように考えているか 

P20(3) 

8 

●市立四日市病院は、近鉄四日市駅から 1 .1kmの距離にあり、徒歩での回遊が十

分可能な場所にあるため、企業や市民のまちづくり投資が盛んな湯の山街道沿い

及び市立四日市病院を都市機能誘導区域に含むことを提案する 

P19(2) 

9 

●市立四日市病院が提供する医療サービスは三次医療であり、拠点性・集客性が高

いことから、都市機能誘導区域に含めるとともに、誘導施設として位置づけるこ

とを提案する 

P21(1), 

P22(2) 

第 5章 居住誘導区域について P24～ 

10 ◇居住誘導区域内の人口密度が維持できるよう取り組んでいくことが必要 P24(1) 

11 ▲鉄道の凡例を国土地理院の地図記号に合わせるなど見やすくしてはどうか P32,33 

第 6章 誘導施策について P35～ 

12 
▲冒頭の文章を「目指すべき都市構造の実現に向け、…居住誘導、交通ネットワー

クに係る施策に取り組みます。」と記載いただきたい 

P35 

第 7章 防災指針 P42～ 

13 
▲水防法改正(R3)に伴う雨水出水浸水想定区域の公表を令和 7年 10月に予定して

おり、内水浸水想定区域図を更新すること（浸水深や浸水継続に相違なし） 

P43～ 

14 
▲春雨川や内部川（指定区間）、鎌谷川、足見川などの災害ハザード情報に記載す

ること 

P43 
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15 
▲図示されている災害ハザードエリアは理論上最大規模や想定最大規模のものであ

るが、過去最大規模や計画規模等のデータはどのように考えているか 

P46～ 

16 ◇防災指針において計画規模の災害リスクもわかりやすく示す必要がある P47～ 

17 ◇多段階の浸水リスクにおいて 10年確率で浸水するところにも留意が必要 P52 

18 
◇防災まちづくりの取組方針は、①リスクの回避、②リスク低減（ハード）、③リ

スク低減（ソフト）の順の方がいいのではないか 

P60 

19 
▲方針を策定するのはいいが行政側で行うべき具体的な取組をしっかり進めること

が重要 

P60,67, 

68 

20 

▲砂防事業の個別補助メニューで「まちづくり連携砂防等事業」があり、立地適正

化計画に必要事項の記載があるものが採択要件となっている事業があるため、今

後の砂防事業を見据えて位置付けの検討をお願いしたい 

P60,67 

21 ◇誘導区域の考え方において AI等により予報精度が向上している旨記載すべき P65 

22 

●「洪水や高潮は事前に予測可能」とあるが、最近の豪雨で想定外の雨だったとい

う被災地の声があり、高潮は台風の予想進路が外れることもよくあることから、

洪水や高潮は事前予測が困難な場合もあるとして対策を記すことを提案する 

P65 

23 
▲誘導区域の考え方について、「…基本的に居住誘導区域から除外しないこととし

ます」とあるが、何を除外しないのかわかりづらく感じるため文章で記載すべき 

P65 

24 ▲家屋倒壊等氾濫想定区域は居住誘導区域から除外しないとなっているが良いか P65 

25 
◇災害リスクがある中でも誘導していくのであれば、それを上回るような利益、居

住するだけの利便性があるといった整理をしてはどうか 

P65 

26 

●JR四日市駅近傍は災害に対して脆弱であるが、人口や産業を移動させることも困

難であるため、JR四日市駅への大学整備等を記すのであれば、防災上の課題があ

る中で人口を増やしたり滞在者や来訪者を増やしたりする取組の妥当性を丁寧に

記すことを提案する 

P65 

27 
◇地区計画等による誘導について、居室地盤面の嵩上げはハード対策として整理す

べきではないか 

P67 

28 ▲実施主体における「民間」、「市民」、「地域」のそれぞれの違いは何か P67,68 

29 ◇地区防災計画は作成されているか P67,68 

30 
●名古屋市で行っているような、建築物の 1階の床の高さや構造などといった建築

構造規制も対策として記すことを提案する 

P67,68 

31 
●安全・安心なまちづくりに関連して、具体的な取組の詳細を教えてほしい、ま

た、取組を具体的にしっかりと進めることが重要 

P67,68 

32 
●災害発生時における広域避難に関連して、避難先のキャパシティや備蓄の過不足

など内陸部の地区への影響は考えられているか 

P68 

第 8章 計画の評価と進行管理 P69～ 

33 
◇基幹的公共交通の徒歩圏人口カバー率を目標とするのであれば、鉄道駅周辺にお

いて施策を打ってもいいのではないか 

P69 
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６）見直し案について（新旧対照表） 

・現行計画から変更及び追記した箇所を黒下線で表記、見直し素案説明会や関係機関の意見等を踏まえて変更及び追記した箇所を赤字・赤下線で表記 

※主に記載内容の修正や新たに追記した箇所について記載しており、文章や図表の時点更新や文言の修正箇所などの軽易なものは省略 

 

 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

   

市民主体のまちづくり
土地利用の規制・誘導

都市施設の整備

四日市市総合計画

即
す
る

地区から提案された「まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます

部門別計画
○立地適正化計画
○都市総合交通戦略
○地域公共交通計画
○緑の基本計画
○道路整備の方針
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市施設の整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】

反映

目標

都市計画の決定・変更

基づく

三重県都市計画区域マスタープラン

即
す
る

地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです

都市の形成

四日市市総合計画

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

即
す
る

地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです

地区から提案された「地区まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます部門別計画

○緑の基本計画
○道路整備計画
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】

反映

目標

都市計画の決定・変更

基づく

三重県都市マスタープラン

即
す
る

基本的
な指針

市民主体のまちづくり土地利用の規制・誘導 都市の整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画マスタープラン地域・地区別構想の策定状況】 

富田三重

橋北

県

内部 河
原
田

小山田

水沢

八郷

保々

羽津

富洲原

海
蔵

川島

四郷

日永

塩浜

神
前

桜

凡 例

地区まちづくり構想 提案済・
地域・地区別構想 策定済（１９地区）

地区まちづくり構想 提案済（２地区）

地区まちづくり構想 策定中（１地区）

地区まちづくり構想 未策定（６地区）

大矢知

楠

共同・同和・中央・港・浜田

下野

常磐

令和 7 年 2 月 14 日時点 

【都市計画マスタープランの構成】 

【都市計画マスタープラン地域・ 

地区別構想の策定状況】の図を追加 

【都市計画マスタープランの構成】 

の図を更新

現行計画から変更及び追記した箇所を下線で表記、見直し素案説明会や関係機関の意見等を踏まえて変更及び追記した箇所を赤字・赤下線で表記 

※主に記載内容の修正や新たに追記した箇所について記載しており、文章や図表の時点更新や文言の修正箇所など軽易なものは省略 
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

4 ２．策定の背景 

● わが国の社会は、これまでの成長社会の中で、経済や社会制度が発展し、便利で快適な生活を送れるよ

うになり、令和の時代を迎え、さらに今後は精神的豊かさや生活の質の向上、個人の自立やコミュニテ

ィの再生等を重視する「成熟社会」への移行が見込まれます。また、人口減少・少子高齢化社会の本格

到来、地球規模での環境問題、発生が危惧される南海トラフ地震や気候変動による豪雨等の自然災害へ

の対応などが、大きな課題となってきています。 

● このような、社会情勢等の変容は四日市市においても同様であり、人口増加を前提としたまちづくりで

はなく、「成熟型社会における人口減少・少子高齢化」という背景を踏まえ、本市の規模に見合った、

計画的かつ効率的な「まちづくり」（都市計画）により、多様化する市民、社会のニーズへの適切な対

応や、カーボンニュートラルや SDGsなどの持続可能な社会の実現に向けた取組が必要です。 

● …このため、時代の潮流や社会情勢が加速度的に変化している中であっても、市民一人ひとりが豊かで

幸せに暮らせる持続可能な都市を創造していくために、「ゼロからイチを生み出すちから イチから未

来を四日市」をまちづくりの最上位理念として掲げ、「子育て・教育安心都市」「産業・交流拠点都市」

「環境・防災先進都市」「健康・生活充実都市」の４つの将来都市像の実現に向け、共にまちづくりに

取り組んでいく必要があります。 

4 ２．策定の背景 

● ２１世紀を迎えたわが国の社会は、これまでの経済的な豊かさを追求した高度経済成長の時代から、安

定した成長のもとで、国民ひとりひとりの暮らしの充実やゆとりを求める時代へと変わりつつありま

す。また近年では、少子高齢社会の到来や地球規模での環境問題などが、大きな課題となってきていま

す。 

このような、社会・経済の変容は四日市市においても同様であり、これまでのように、急激に成長して

きた経済に引っ張られ、後追い的に住宅団地や産業用地の開発による市街地の拡大を行うのではなく、

本市の規模に見合った、計画的かつ効率的な「まちづくり」（都市計画）により、多様化する市民、社

会のニーズに適切に対応していくことが必要です。 

 

● …このため、市民や事業者など、本市に関わりを有するあらゆる主体が「住んで良かった」「住み続け

たい」と実感でき、市外からも「訪れたい」「住みたい」と思ってもらえる「みんなが誇りを持てるま

ち四日市」を目標として掲げ、共にまちづくりに取り組んでいかなくてはなりません。 

 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（１）生活者の視点に立つまちづくり 

⚫ これまでは、経済発展を優先するとともに都市化への対応に追われ、産業の振興や、都市の根幹的な

構造をつくることが中心となっていましたが、時代の変化とともに身近な居住環境の整備・改善など

にも取り組んできたところです。 

⚫ これからも、まちの活力の維持発展に加え、より市民が暮らしやすい四日市のまちをつくりあげるた

め、これまで育んできたまちづくりの経緯や歴史・文化、多様化する市民ニーズなども踏まえた生活

者の視点に立ったまちづくりを進めます。 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（１）生活者の視点に立つまちづくり 

● これまでは、経済発展を優先するとともに都市化への対応に追われ、産業の振興や、都市の根幹的な

構造をつくることが中心となり、身近な居住環境の整備・改善などには、行き届かないところもあり

ました。 

● これからは、まちの活力の維持発展に加え、より市民が暮らし易い四日市のまちをつくりあげるため、

生活者の視点に立ったまちづくりを進めます。 

 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（２）既成市街地等の再整備と有効活用 

⚫ 既存の市街地や産業用地の中には、時代の変化とともに、生活や経済活動上、使いづらくなっている

部分があります。このような地域では、道路などの都市基盤を再整備し、土地の有効活用や土地利用

の転換を進めます。 

⚫ また、道路や下水道などの都市基盤整備が既に完了している地域において、既存ストックの有効活用、

公共空間の再編や遊休土地の活用により、住環境の向上を図ります。 

⚫ さらに、都市の活力の維持・創出に向け、市の玄関口である中心市街地を高次な都市機能が集積する

都市空間へ転換を進めるとともに、広域交通の利便性や土地利用状況などを踏まえ、製造業を中心と

した企業誘致に向けた産業用地の土地利用誘導を図ります。 

⚫ …なお、既成市街地において、将来のまちづくりに向けて土地利用計画の変更が必要となる場合は、

土地利用の動向や都市機能の状況などから都市全体への影響を検証したうえで、必要に応じて用途地

域の見直しを行います。 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（２）既成市街地等の再整備と有効活用 

⚫ 既存の市街地や産業用地の中には、時代の変化とともに、生活や経済活動上、使いづらくなっている

部分があります。このような地域では、道路などの都市基盤を再整備し、土地の有効活用や土地利用

の転換を進めるとともに、発生が危惧されている東海・東南海地震や地球温暖化などを背景とした異

常気象などを踏まえて都市防災機能の向上を図ります。 

⚫ また、道路や下水道などの都市基盤整備が既に完了しているにもかかわらず、利用されていない土地

を有効活用します。 

 

  

総合計画や社会情勢などを踏まえた記載の見直し等

時点更新等

総合計画や社会情勢などを踏まえた記載の見直し等
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

6 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（３）誰もが移動しやすい交通環境づくり 

⚫ 本市の都市形成の過程で整備されてきた幹線道路、生活道路などの交通基盤や鉄道、バスなどの公共

交通は、市民生活や産業活動を支える重要な役割を担っており、引き続きまちづくりと連携し、IoTを

活用した交通サービスの充実、地域交通拠点の整備、循環道路網の形成、渋滞箇所の改良などを組み

合わせながら、交通ネットワーク機能の維持・充実に向けた取組を進めます。 

⚫ また、高齢社会の到来の中で、鉄道、バスなどの公共交通の重要性が一層高まっていることから、こ

れらを活用した中心市街地と居住地や就業地を結ぶ公共交通ネットワークの構築による歩いて暮らせ

るまちを目指し、自動運転など新技術も活用して、歩行者や自転車にも配慮した誰もが移動しやすい

交通環境づくりに取り組みます。 

6 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（４）誰もが移動しやすい交通環境づくり 

⚫ 本市の都市形成の過程で整備されてきた幹線道路、生活道路などの交通基盤や鉄道、バスなどの公共

交通は、市民生活や産業活動を支える重要な役割を担っており、引き続き交通ネットワーク機能の維

持や強化を進めます。 

 

⚫ また、高齢社会の到来の中で、今後は鉄道、バスなどの公共交通の重要性がいっそう高まってくるこ

とから、これらを活用したまちづくりを目指し、歩行者や自転車にも配慮した誰もが移動しやすい交

通環境づくりに取り組みます。 

7 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（５）安全・安心なまちづくり 

⚫ 平成 23年 3月に発生した東日本大震災は、従来の想定を超える広範囲での大きな揺れと大津波により

未曽有の被害をもたらし、令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震では、家屋の倒壊や火災による被害

のほか、主要道路やライフラインにも甚大な被害が及びました。当地域においても、南海トラフで発

生する海溝型地震や内陸の活断層による直下型地震等の大規模地震の発生が危惧されており、地震・

津波災害に対応したまちづくりは切迫した課題です。 

⚫ また、近年、気候変動の影響により、水災害が激甚化・頻発化し、全国各地で度々大きな被害が発生

しており、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働によるハード・ソフト一体の水災

害対策「流域治水」の取組が進められています。 

⚫ 本市は、古くから港を中心に発展し、鉄道等の都市基盤の発達とあわせて臨海部から市街地が形成さ

れており、これまでも大規模な地震災害や自然災害が発生してきた中で、その対策を講じるなど災害

に強いまちづくりに取り組んできました。 

⚫ こうした経緯を踏まえ、大規模災害時においても人命・財産を守り、一定の生活が維持されるよう、

引き続き、社会インフラの耐震化や内水対策など必要なハード対策を推進するとともに、ハード対策

だけでは対応しきれない災害リスクの周知や自助・共助を促す取組をはじめとしたソフト対策を進め

るなど、ハード・ソフト両面から災害対応力のある安全・安心なまちづくりに取り組みます。 

－  

8 ４．土地利用の基本方針 

（１）全体的な方向 

①コンパクトシティ・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりに向けて 

● …このような都市構造の中で、市民が暮らし続けられる持続可能なまちを実現していくには、都市形

成の中で育んできた都市基盤や公共資本などの既存ストックを有効に活用しながら、交通ネットワー

クと連携した「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりや多様な災害リスクを踏ま

えた安全・安心なまちづくりを進めるとともに、無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊かな自然環境や

優良な農地の保全を図る必要があります。 

7 ４．土地利用の基本方針 

（１）全体的な方向 

①暮らし続けられる（持続可能な）まちづくりに向けて 

● …このような都市構造の中で、市民が暮らし続けられる持続可能なまちを実現していくには、既成市

街地の活性化を図るとともに、短期的な利益や市場原理に任せた無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊

かな自然環境や優良な農地の保全を図る必要があります。 

  

まちづくりの基本的な考え方に 

「安全・安心なまちづくり」を新たに追加

総合計画や交通関連計画などを踏まえた記載の見直し等

コンパクトシティ・プラス・ネットワークの明確化等
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

9 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

 

8 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

 

9～ 

13 

４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 （３）市街化調整区域の土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～ 

12 

４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 （３）市街化調整区域の土地利用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

②港及び臨海部工場地帯 

⚫ 四日市港では、こうした時代の変化に対応するため、高速道路と市中心部や臨海部を結ぶ道路ネット

ワークの強化によるインターアクセスの向上、新たな道路整備や産業空間の確保などにより、港湾物

流機能の高度化を進め、本市の活力の源として、港や臨海部工場地帯の十分な活用を図ります。 

⚫ 一方、臨港地区の中でも、四日市港発祥の地である四日市地区の再生に向け、国・県・四日市港管理

組合などと連携しながら取り組むほか、市民が安心して訪れ、出会い、交流することのできる、市民

に開かれた港づくりを促進します。 

⚫ また、霞ヶ浦地区における脱炭素化推進地区の指定や水素・アンモニアの受け入れ環境の整備等、脱

炭素化に向けた取組を促進します。 

8 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

②港及び臨海部工場地帯 

⚫ また、四日市港では、こうした時代の変化に対応するため港湾物流機能の高度化を進めています。このため、高

速交通網へのアクセス改善や都市基盤の再整備などにより、本市の活力の源として、港や臨海部工場地帯の十分

な活用を図ります。 

⚫ 一方、臨港地区の中でも、港を訪れる市民のためのサービス施設の立地など、四日市港管理組合などと連携して

分区規制のあり方の見直しなどにより、市民が安心して訪れることのできる、市民に開かれた港づくりを促進し

ます。 

  

凡例【例：①臨海部等の既成市街地】 
土地利用方針図凡例（P23） 

ゾーンと 
土地利用 
方針図の 
どの地域 
特性が該 
当するか 
を示す 

 

     

    
 

①臨海部等の既成市街地 ②港及び臨海部工場地帯 ③中心市街地【中心拠点】 ④既成の住宅団地等 ⑤住宅団地に隣接した既成市街地 

⑥部分的に市街化が 
進行している地域 

①保全地域 ②既存集落地域 ③内陸型産業用地 ④市街化調整区域内の開発予備地 

①臨海部等の既成市街地 ②港及び臨海部工場地帯 ③中心市街地【中心拠点】 ④既成の住宅団地等 ⑤住宅団地に隣接した既成市街地 

⑥部分的に市街化が 
進行している地域 

①保全地域 ②既存集落地域 ③内陸型産業用地 ④市街化調整区域内の開発予備地 

凡例を追加 

地域特性ごとの凡例を修正 

総合計画や港関連計画、社会情勢などを踏まえた記載の見直し 
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

10 ４．土地利用の基本方針 

③中心市街地【中心拠点】 

⚫ このため、近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等において、駅前広場やバスターミナル（バスタ四日市）、

歩行空間等の整備などによる交通結節機能の強化、公園の高質化等の整備を進めるとともに、民間投

資の誘導を図ります。 

⚫ また、新図書館等拠点施設や大学など広域的な都市機能の集積を図り、今後とも市民が集まり交流す

る場としての機能を維持しつつ、土地の高度利用や土地利用転換によって都心居住を進め、中心商業

地を支える人口を増やし、本市の中心市街地の活性化を推進します。 

⚫ また、JR四日市駅周辺では、交通結節機能の拡充に加え、港にいたる自転車、歩行者動線の整備を進め

ることで都市的土地利用への転換を促し、都市と港が一体となったまちづくりを進めます。 

⚫ なお、中央通りの再編にあわせ、沿道を含め一体的な景観形成を図るとともに、先端技術を取り入れた

中心市街地のスマート化に取り組みます。 

8～9 ４．土地利用の基本方針 

③中心市街地 

⚫ このため、今後とも市民が集まり・交流する場としての機能を維持しつつ、土地の高度利用や土地利

用転換によって都心居住を進め、中心商業地を支える人口を増やし、本市の中心市街地の活性化を推

進します。 

⚫ また、JR四日市駅周辺では、駅前広場の再整備などによる交通結節機能の拡充や旧港にいたる自転車、

歩行者動線の整備を進めることで都市的土地利用への転換を促し、都市と港が一体となったまちづく

りを進めます。 

 

10 ４．土地利用の基本方針 

④既成の住宅団地等 

● あわせて、公園など公共空間の再編や公共施設・公共用地の活用により、住環境の向上とともに新た

な住宅の供給を図ります。（新たに追記） 

9 ４．土地利用の基本方針 

④既成の住宅団地等 

 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

①保全地域 

● 自然共生ゾーン内の豊かな自然や優良な農地は、次の世代に引き継ぐべき重要な資産です。このため、

農業の健全な育成と樹林地や里山の保全に向けた土地利用を進めます。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

①保全地域 

● 自然共生ゾーン内の豊かな自然や優良な農地は、次の世代に引き継ぐべき重要な資産です。このため、

農林業の健全な育成と樹林地や里山の保全を中心とした土地利用を進めます。 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

②既存集落地域 

⚫ 今後、既存集落におけるさらなる高齢化などにより、地域コミュニティの維持が困難になることが懸

念されています。このため、地区計画制度の活用や空き家等の利活用の促進など、既存ストックを活

用しながら集落の維持・再生を図るほか、公共交通ネットワークの軸である鉄道駅周辺では一定の居

住を許容する土地利用制度の検討を進めます。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

③既存集落地域 

⚫ 今後、農村集落におけるさらなる高齢化などにより、地域コミュニティの維持が困難になることが懸

念されています。このため、必要に応じて、地区計画制度を活用し、定住促進などの対策を講じます。 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

③内陸型産業用地 

⚫ また、広域高速交通の I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近においては、開発機運の高まりも想定

されることから、既存の道路などの都市基盤に負荷がかからない範囲で土地利用を促し、周辺の自然や農

業環境との調和を図ります。 

⚫ なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の豊かな自然や農業環境を積極的に保

全していく観点から、本市の発展に寄与し、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

②内陸型産業用地 

⚫ また、広域高速交通の I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近においては、開発圧力の高まりも懸念

されることから、既存の道路などの都市基盤に負荷がかからない範囲に限定して土地利用を促し、周辺の

自然や農業環境との調和を図ります。 

⚫ なお、市街化調整区域の豊かな自然や農業環境を積極的に保全していく観点から、本市の発展に寄与

し、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

  

公共空間の再編等により住環境の向上や新たな住宅の供給を図る旨を追記

中心市街地再開発プロジェクトを踏まえた記載の見直し等 

農地などの保全に向けた土地利用を進める旨の記載の見直し

総合計画を踏まえた記載の見直し等

総合計画や社会情勢などを踏まえた記載の見直し等
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

13 ４．土地利用の基本方針 

④市街化調整区域内の開発予備地 

● 市街化調整区域は、無秩序な市街地の拡大を抑制する地域であり、都市活用ゾーンにあっても、自然

や農地の保全を基本とすることが望まれます。特に、農業振興地域内の農用地区域では、農業の健全

な育成に向けた土地利用を進めます。 

● …その際には、農地や自然環境を保全しつつ、将来の土地利用を計画し、都市的機能を導入する際には、

既存の道路などの都市基盤へ負荷がかからない範囲で、農地や自然環境と調和した緑を多く残した土地

利用を図ります。 

● 北勢バイパスの整備に伴い広域交通の利便性が高まる区域においては、産業政策と連携しながら、製

造業を中心とした新たな企業立地や再編に必要な土地利用を誘導するとともに、地方創生、観光、防

災など多様な機能を有する道の駅の設置に取り組みます。 

● なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の農地や自然環境を保全していく観点

から、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

11 ４．土地利用の基本方針 

④市街化調整区域内の開発予備地 

⚫ 市街化調整区域は、無秩序な市街地の拡大を抑制する地域であり、都市活用ゾーンにあっても、自然

や農地の保全を基本とすることが望まれます。特に、農業振興地域内の農用地区域では、農業の健全

な育成を中心とした土地利用を進めます。 

⚫ …その際には、農地や自然環境を保全しつつ、将来の土地利用を計画し、都市的機能を導入する際に

も、農地や自然環境と調和した緑を多く残した土地利用を図ります。 

15 ４．土地利用の基本方針 

②商業・業務地の方針 

リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、中心市街地において中央通りの再編をはじめとし

た再開発プロジェクトを進めるとともに、図書館や大学、大規模商業施設など多くの人が訪れ、学び、楽

しみ、交流するような機能を有する施設の新たな立地については、中心市街地への誘導を基本とします。 

【中心市街地におけるにぎわいの創出】 

近鉄四日市駅から JR四日市駅周辺等において、駅前広場や歩道、公園の高質化等の整備を進め、再開発な

ど民間投資を誘導し、商業・業務機能の強化や大規模集客施設の集積を図ります。 

また、都心居住の促進や図書館・大学をはじめとした教育文化施設などの公共公益施設の立地促進を図り、

多様な魅力ある商業・業務地の形成を目指します。 

あわせて、鉄道やバスなどの交通結節機能の強化や歩行空間、自転車通行空間の整備、JR四日市駅から港

への自由通路の計画の推進などにより、居心地が良く歩きたくなる魅力的なまちなかを形成するとともに、

にぎわいや回遊性の向上を図ります。 

13 ４．土地利用の基本方針 

② 商業・業務地の方針 

大規模な商業施設やアミューズメント施設などの大規模集客施設の新たな立地については、中心市街地へ

の誘導を基本とします。 

 

【中心市街地における賑わいの創出】 

市街地の再整備などによる商業・業務機能の強化や大規模集客施設の集積を図ります。また、都心居住の

促進や文化施設や福祉・医療施設などの公共公益施設の立地促進を図り、多様な魅力ある商業・業務地の

形成を目指します。 

 

併せて、鉄道やバスなどの交通結節機能の強化や歩行空間や自転車走行空間の整備を進め、にぎわいや回

遊性の向上を図ります。 

16 ４．土地利用の基本方針 

③ 工業地の方針 

【臨海部コンビナート地区の機能再編と機能強化】 

臨海部の産業空間については、現行の工業系の用途地域や臨港地区の指定を維持しつつ、霞ヶ浦地区にお

いて、コンテナ取扱機能の移転・集約化等により機能の効率化を図ります。 

さらに、大規模地震時等でも海上コンテナ物流機能を維持するため、耐震強化岸壁を備えた施設整備を促

進するとともに、臨港交通体系の南北軸の強化に向けた新たな道路整備や産業空間の確保を促進します。 

また、工場立地法に基づく緑地を市民に触れ合えるような場所に誘導するなど、企業や市民の協働による

緑地空間を創出し、良好な産業空間の形成を図るとともに、霞ヶ浦地区における脱炭素化推進地区の指定

や水素・アンモニアの受け入れ環境の整備等、脱炭素化に向けた取組を促進します。 

14 ４．土地利用の基本方針 

③ 工業地の方針 

【臨海部コンビナート地区の機能再編と機能強化】 

臨海部の産業空間については、現行の工業系の用途地域や臨港地区の指定を維持し、遊休地の利活用を含

めて産業機能の充実や高度化を図ります。 

 

 

また、工場立地法に基づく緑地を市民に触れ合えるような場所に誘導するなど、企業や市民の協働による

緑地空間を創出し、良好な産業空間の形成を図ります。 

 

  

総合計画や社会情勢などを踏まえた記載の見直し、 

新たな産業系土地利用誘導を図る旨を追記等

中心市街地再開発プロジェクトを踏まえた記載の見直し等

総合計画や港関連計画、社会情勢などを踏まえた記載の見直し 
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頁 見直し案 頁 現行計画 

17 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（１）交通施設 

⚫ モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生しています。道

路整備に対する市民の関心は常に高く、交通改善のためには道路整備が不可欠です。 

⚫ 円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する人・物の流動を支えるとともに、こうした交通が

生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要です。このため、交通量が多く慢性

的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化する幹線道路網や速やかな高速交通網への接続を

可能とする東西方向の幹線道路網の整備を促進します。 

⚫ また、こうした広域幹線道路の整備や市内の渋滞状況等を踏まえ、渋滞が顕著な交差点や中心部周辺

のネック点解消に必要な道路整備を進めます。 

⚫ さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各関係機関と連携しな

がら、各々の道路の役割を明確にし、交通の安全に配慮した整備を進めます。 

⚫ 一方、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大気汚染や騒音な

ど生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が減少し路線の減便や

廃止など重要な都市機能が失われます。 

⚫ このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会し、関係者相互

の調整により一体となった取組を「四日市市都市総合交通戦略」として取りまとめ、自動車交通を円

滑にするだけの道路整備にとどまらず、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの持続可能なまち

づくりを支える公共交通ネットワークの維持・再編を進めます。 

⚫ 市の玄関口となる近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等においては、駅前広場やバスターミナル（バスタ

四日市）、歩行空間等の整備など、交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業施設や駅などか

ら基幹的な公共交通に快適に乗り換えができる交通結節点の整備に取り組みます。 

⚫ また、ICT・IoT技術を活用しながら、環境にも配慮した低炭素な公共交通機関の利用促進や利便性の

向上を図るとともに、自動運転などの新技術の導入による多様な交通サービスの提供、デマンド交通

等による交通空白地域における交通手段の確保に取り組みます。 

⚫ さらに、ユニバーサルデザインを採り入れながら、歩いて暮らせるまちづくりを支える歩行空間や、

自転車で移動しやすいネットワークの整備など、公共交通や自転車・徒歩等を含めた多様な交通手段

が利用できる交通環境づくりを進めます。 

15 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（１）交通施設 

⚫ モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生しています。毎

年実施している、市政アンケートでも道路整備に対する市民の関心が常に上位を占めており、交通改

善のためには道路整備が不可欠です。 

⚫ しかし、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大気汚染や騒音

など生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が減少し、路線の廃

止などの重要な都市機能が失われます。 

⚫ このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会し、関係者相互

の調整により一体となった取り組みを四日市市都市総合交通戦略として取りまとめ、自動車交通を円

滑にするだけの道路整備にとどまらず、環境にも配慮した公共交通機関の利用促進や利便性の向上、

ユニバーサルデザインを採り入れた歩行空間や自転車で移動しやすい環境整備など、総合的な観点か

ら交通問題に対応していきます。 

⚫ さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各々の道路の役割を明

確にし、交通の安全に配慮した整備を進めます。 

⚫ また、円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する、人・物の流動を支えるとともに、こうし

た交通が生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要です。このため、交通量が

多く慢性的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化する幹線道路網や速やかな高速交通網へ

の接続を可能とする東西方向の幹線道路網の整備を進めます。 

18 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（２）排水処理施設 

⚫ また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状況にあり、大規

模な水害も発生しています。近年、気候変動の影響や開発等に伴う都市化の進展、集中豪雨等による

降雨量の増加等により、水路からの溢水や道路冠水、住宅への浸水被害の発生リスクが高まっており、

対応が必要となっています。 

⚫ このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の生命、財産を守るべく、調整池や貯留管、雨水

幹線の整備・延伸、ポンプ場の整備などの雨水排水対策を迅速に進めます。 

⚫ あわせて、国や県と連携しながら、河川の整備・改修を行うとともに、宅地からの雨水流出抑制策や

丘陵地や農地の保全による保水機能の確保を図るなど、市民や企業と市が一体となって総合的な治水

対策に取り組みます。 

15 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（２）排水処理施設 

⚫ また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状況にあり、大規

模な水害も発生しています。このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の命、財産を守るた

め、河川改修や下水道、調整池、ポンプ場の整備などと併せ、宅地からの雨水流出抑制策や丘陵地や

農地の保全による保水機能の確保など、市民や企業と市が一体となって取り組む総合的な雨水排水対

策を進めます。 

 

  

雨水管理総合計画や総合治水対策を踏まえた記載の見直し 

集中豪雨等踏まえた記載の見直し等

総合計画や交通関連計画などを踏まえ、交通ネットワークに 

係る記載の強化など全体を通して記載の見直し
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

18 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

⚫ なお、社会経済情勢の変化などに伴い、施設の規模や目的などの変更が見込まれる施設については、

その必要性やまちづくりへの影響などを検証したうえで、必要な見直しを行います。（新たに追記） 

16 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

 

19 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全 

⚫ …一方、樹林地や農地は、人口減少・高齢化の進展に伴う担い手不足や後継者不足などにより管理不

全の状況が見られるとともに、太陽光発電施設設置などの土地利用転換による減少が進んでいます。

（新たに追記） 

⚫ このため、景観計画の運用を継続しながら、関係部局・関係機関が連携し、樹林地や農地を保全する

とともに、市民が安全に自然に触れられる環境を整備するほか、都市的土地利用の際には自然環境に

配慮した土地利用を促進します。 

17 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全 

 

 

 

 

⚫ このため、樹林地や農地を保全するとともに、市民が安全に自然に触れられる環境を整備します。 

 

 

19 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（２）市街地における緑の保全と創出 

⚫ …さらに、市街地では、地区のまちづくりやニーズにあわせた身近な公園が不足する地域への公園整

備や利用の低下している小規模な既存公園等の集約・統合を進めます。（新たに追記） 

⚫ また、臨海部地域の市街地では、工場地帯や物流港湾地域との間に、市民の憩いの場となり、防災機

能や緩衝的な役割を果たす連続した緑の保全・創出に努めます。 

⚫ …このため、公園緑地や道路等の公共空間におけるグリーンインフラの維持管理や創出を図るととも

に、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者などとの役割分担を明確にし、連携

した取組により自然環境の保全と創出に努めます。 

17 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（２）市街地における緑の保全と創出 

 

 

⚫ また、臨海部地域の市街地では、工場地帯や物流港湾地域との間に、市民の憩いの場となり、防災機

能や緩衝的な役割を果たす連続した緑の創出に努めます。 

⚫ …このため、市民・市民活動団体、企業との役割分担を明確にし、連携した取り組みにより、自然環

境の保全と創出に努めます。 

  

社会情勢などを踏まえて都市計画 

施設の必要な見直しを行う旨を追加

メガソーラーの立地に関連する 

樹林地・農地の課題や対応方針を追加

総合計画などを踏まえて公園整備に関する方針を追加等

32



 

 

 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

20 ７．安全・安心なまちづくりの基本方針 

（１）災害リスクを踏まえたまちづくり 

⚫ 本市では、昭和 19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和 49 年集中豪雨、東海豪

雨等の自然災害などにより度々大きな被害を受けてきましたが、道路及び鉄道施設の耐震化や河川・

海岸・下水道等の整備を進めるなどまちの安全性の向上に取り組んできました。 

⚫ 近年においても、南海トラフ地震や内陸等における直下型地震などの大規模地震や、気候変動の影響

等により激甚化する自然災害の発生が危惧されており、大規模災害が発生しても、市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害を負わないよう、災害を未然に防ぐ「防災」と被害を軽減する「減

災」の取組が必要となります。 

⚫ また、被災時に迅速かつ的確に復興に取り組めるよう、地籍調査や復興事前準備などの対策も進める

必要があります。 

⚫ このため、災害対応力のあるまちに向けて、国土強靱化地域計画や地域防災計画などの防災関連計画

に基づく、多様な災害リスクを想定したハード対策を進めます。 

⚫ あわせて、ハード対策だけでは対応しきれない災害ハザードなど防災情報の提供や地域防災力を高め

る取組を進めるとともに、あらゆる関係者が協働して災害リスクの回避・軽減や地域特性等を考慮し

た土地利用誘導を図るなどのソフト対策を進めます。 

（２）まちの耐震化・不燃化 

⚫ 中心市街地など土地の高度利用が進んでいる地域において、防火地域、準防火地域の指定等により市

街地の不燃化を図ります。 

⚫ また、臨海部既成市街地などの木造住宅密集区域を中心に、大規模火災時の延焼防止や消防車両等の

通行確保を図るため、狭あい道路の拡幅整備を推進します。 

⚫ さらに、住宅等の倒壊による逃げ遅れや避難経路の閉塞を発生させないため、住宅等の耐震化や老朽

危険家屋の除却を促進します。 

⚫ 被災時の対応や復旧に必要な道路、被災後すぐに必要となる上下水道施設や多くの人が訪れる施設な

どの社会インフラの耐震化を進めます。 

（３）浸水対応力の向上 

⚫ 流域全体の関係者が協働して、河川改修や下水道、調整池の整備を進めるほか、雨水貯留機能を有す

る都市農地や保水機能を有する四郷風致地区などの市街地外縁部の里山の保全、雨庭などのグリーン

インフラを生かした取組などの総合的な治水対策により、水災害に対する安全性の向上を図ります。 

⚫ 市街地の雨水排水対策については、床上浸水の多い箇所などから優先順位をつけて迅速に対策を進めます。 

（４）災害時の安全性の向上 

⚫ 緊急時の救助・救援を担う高規格幹線道路及び直轄国道、県管理道路の事業化区間の早期供用、およ

び未事業化区間の早期事業化に向けた働きかけや幹線道路等の橋梁耐震化を進めるとともに、防災機

能の向上に資する道の駅の設置に取り組みます。 

⚫ 被災時の避難場所等となる公園等のオープンスペースや避難路の確保を図ります。 

－  

  

安全・安心なまちづくりの基本方針を新たに章立て 

豪雨災害等踏まえて記載内容見直し
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

23 ９．土地利用方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ８．土地利用方針図 

 

 

24 10．将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

  

 

 

 

 

 

 

 

８．土地利用方針図 

－20－ 

土地利用状況や都市基盤の整備状況など図を更新

将来都市構造図を新たに追加
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

1 第一章 立地適正化計画について 

1-1 立地適正化計画とは 

…支援措置が設けられています。令和 2年には法改正が行われ、頻発・激甚化する自然災害に対し、居住誘導区

域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成が義務付けられるとともに、まちなかにおけるにぎわいの創出

に向けた取組に対する支援制度が設けられるなど、安全で魅力的なまちづくりの推進が図られています。（新た

に追記） 

1 第一章 立地適正化計画について 

1-1 立地適正化計画とは 

 

…支援措置が設けられています。 

 

 

 

2 ■立地適正化計画で定める事項 

▶防災指針 

  ・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針を当該指

針に基づく具体的な取組とあわせて定める 

2 ■立地適正化計画で定める事項 

 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

…また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35駅を有する鉄道

と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、中心拠点と地域拠点等を

都市の骨格となる公共交通軸である鉄道路線や基幹バス路線で結ぶとともに、機能の維持・強化を図る地域拠

点等と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率よく結ばれた持続可能な都市構造の形成を目指

します。 

 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

…また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35 駅を有する鉄道

と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、機能の維持・強化を図る拠

点と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率よく結ばれた持続可能な都市構造の形成を目指し

ます。 

 

   

法改正により記載が義務付けられた「防災指針」 

に関する記載を新たに追加

法改正により記載が義務付けられた「防災指針」 

に関する記載を新たに追加

鉄道と基幹バスが公共交通ネットワークの軸である 

旨明確化するとともに将来都市構造イメージを更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

21 第 4章 都市機能誘導区域について 

4-2 誘導施設の設定 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

…■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

教育 
文化 

市民全体を対象とした
教育文化サービスの拠
点となる機能 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒人材育成、就労・定住や市外からの若い世代の増加によるにぎわ

いの創出など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービス
を受けることができる
機能 

・区域外に市立四日市病院や県立医療センター、羽津医療センター

など総合的な病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通した

施設配置を図る 
 

21 第 4章 都市機能誘導区域について 

4-2 誘導施設の設定 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

…■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

教育 
文化 

市民全体を対象とした
教育文化サービスの拠
点となる機能 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒市外からの若い世代の増加など賑わいの創出や人材の育成、就

労・定住など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービス
（二次医療）を受けるこ
とができる機能 

・区域外に市立四日市病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通した

施設配置を図る 
 

25 第 5章 居住誘導区域について 

5-1 居住誘導区域の設定 

≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 

 

25 第 5章 居住誘導区域について 

5-1 居住誘導区域の設定 

≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 

 

  

所管部局との調整を踏まえ、都市機能の 

教育文化と医療に関する記載を修正

市街化区域の変更など踏まえ図を更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

26 ◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

■ハザードエリアの有無や安全対策の状況等 

 

  

◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方

有無 居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

なし － －

なし － －

有

有

なし － －

都市計画運用指針において原則として居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

なし － －

有

リスクの周知とともに、危険度が高まった場合の避
難の迅速化に向けた体制の整備など対応も図られて
おり、こうした取組を継続することとし、居住誘導
区域から除外しない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

有

ハード対策のほか、リスクの周知とともに津波避難
ビルの指定や危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備などソフト対策の充実が図られ
ており、こうした取組を継続することとし、基本的
に居住誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏まえ、木造家
屋が全壊する危険性が飛躍的に高くなる浸水深２ｍ
以上の区域について、居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波
防護施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明
示、災害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情
報発信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

なし

なし

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

有
市域全域にわたる大地震となる等、除外することは
現実的でないことから、各対策の推進を前提とし、
居住誘導区域から除外しない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やラ
イフライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対
策
・防災マップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

有
液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置される等、除
外することは現実的でないことから、各対策の推進
を前提とし、居住誘導区域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなど
も踏まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充
実等発生後の迅速な対応を目指す

ハード対策のほか、リスクの周知とともに河川水位
の監視による避難情報の発令体制などソフト対策も
図られており、浸水区域は市街地の広範囲に渡るも
のの、事前に予測・準備ができる可能性が高い点な
ども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を前
提に居住誘導区域から除外しない

津波災害警戒区域
(津波防災法)

都市洪水想定区域など
(特定河川法)

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

津波災害特別警戒区域
(津波防災法)

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当でないと判断さ
れる場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視による避難情
報の発令体制などソフト対策が図られており、浸水
区域は市街地の広範囲に渡るものの、想定し得る最
大規模(年超過確率1/1000)の降雨の想定であり、
事前にある程度の予測・準備ができる可能性が高い
点なども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進
を前提に居住誘導区域から除外しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リス
クの周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(避難準備情報、避難
勧告、避難指示）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

計
画
規
模

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
災
害
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

災害危険区域
(建基法)

地すべり防止区域
(地すべり等防止法)

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知とともに、危険度
が高まった場合の避難の迅速化に向けた体制の整備
など対応も図られているものの、都市再生特別措置
法にて「含まないこと」とされていることから、土
砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域につい
ては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制　　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)

浸水被害防止区域
(特定都市河川法)

ハ
ザ
ー
ド

有
無

安
全
対
策
等
対
応
状
況

居
住
誘
導
区
域
と
し
て
の
対
応

原
則
、
居
住
誘
導
区
域
に
含
ま
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
区
域
（
都
市
計
画
運
用
指
針
）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

(土
砂
災
害
防
止
法
)

有
・土

砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
お
け
る
区
域
か
ら
の
移
転
補
助

・急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
（
三
重
県
）

・宅
地
造
成
等
の
開
発
に
伴
う
指
導
・監

督
・ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
等
に
よ
る
区
域
等
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
避
難
の
啓
発

・三
重
県
土
砂
災
害
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
の
活
用
等
に
よ
る
情
報
収
集

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

ハ
ー
ド
対
策
の
ほ
か
、
リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
、
危
険
度
が
高
ま
っ
た
場
合
の
避

難
の
迅
速
化
に
向
け
た
体
制
の
整
備
な
ど
対
応
も
図
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
都
市

計
画
運
用
指
針
に
て
「原

則
含
ま
な
い
こ
と
と
す
べ
き
」と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
土

砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
つ
い
て
は
、
居
住
誘

導
区
域
か
ら
除
外

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
(急

傾
斜
地
法
)

有

津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
(津

波
防
災
法
)

な
し

ー
－

災
害
危
険
区
域
(建

基
法
)

な
し

ー
－

地
す
べ
り
防
止
区
域
(地

す
べ
り
等
防
止
法
)

な
し

ー
－

災
害
ﾘｽ
ｸ、
災
害
を
防
止
・軽

減
す
る
施
設
状
況
な
ど
総
合
的
に
勘
案
し
適
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
居
住
誘
導
区
域
に
含
ま
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
区
域
（
都
市
計
画
運
用
指
針
）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

(土
砂
災
害
防
止
法
)

有
・ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
等
に
よ
る
区
域
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
避
難
の
啓
発

・三
重
県
土
砂
災
害
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
の
活
用
等
に
よ
る
情
報
収
集

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
、
危
険
度
が
高
ま
っ
た
場
合
の
避
難
の
迅
速
化
に
向
け
た

体
制
の
整
備
な
ど
対
応
も
図
ら
れ
て
お
り
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

津
波
浸
水
想
定
区
域
(津

波
防
災
法
)

有

・河
川
、
海
岸
の
堤
防
・護

岸
の
整
備
促
進
、
河
川
改
修
、
津
波
防
護
施
設
の
管
理
・補

強
促
進

・津
波
避
難
マ
ップ
（
各
戸
配
布
）
に
よ
る
浸
水
区
域
等
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
率
先
避
難
の
啓
発

・津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
（
要
配
慮
者
が
避
難
可
能
な
5
0
0
m
間
隔
）

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

・津
波
警
報
は
Jア
ラ
ー
ト
連
動
で
防
災
行
政
無
線
を
通
じ
て
情
報
発
信
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
・市

安
全
安
心
防
災

メ
ー
ル
も
発
信

ハ
ー
ド
対
策
の
ほ
か
、
リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
や
危
険
度

が
高
ま
っ
た
場
合
の
避
難
の
迅
速
化
に
向
け
た
体
制
の
整
備
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
も

図
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

た
だ
し
、
木
造
家
屋
が
全
壊
す
る
危
険
性
が
飛
躍
的
に
高
く
な
る
浸
水
深
2
m

以
上
の
区
域
に
つ
い
て
は
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外

洪
水
浸
水
想
定
区
域
(水

防
法
)

有
・河

川
護
岸
整
備
や
河
川
改
修
、
下
水
ポ
ン
プ
場
整
備
等
の
推
進

・ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
等
に
よ
る
浸
水
区
域
等
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
避
難
の
啓
発

・河
川
水
位
監
視
に
よ
る
避
難
情
報

(避
難
準
備
情
報
、
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
）
の
発
令

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

ハ
ー
ド
対
策
の
ほ
か
、
リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
河
川
水
位
の
監
視
に
よ
る
避
難
情

報
の
発
令
体
制
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
も
図
ら
れ
て
い
る

浸
水
区
域
は
市
街
地
の
広
範
囲
に
渡
る
も
の
の
、
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の

降
雨
の
想
定
で
あ
り
、
事
前
に
あ
る
程
度
の
予
測
・準

備
が
で
き
る
可
能
性
が
高

い
点
な
ど
も
考
慮
し
、
ハ
ー
ド
・ソ
フ
ト
両
面
の
対
策
の
推
進
を
前
提
に
居
住
誘

導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域
(水

防
法
)

有

津
波
災
害
警
戒
区
域
(津

波
防
災
法
)

な
し

ー

都
市
洪
水
想
定
区
域
な
ど
(特

定
河
川
法
)

な
し

ー

慎
重
に
判
断
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
区
域
（
市
独
自
）

■
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
断
層
帯
に
係
る
地
震
に

よ
り
地
震
被
害
が
想
定
さ
れ
る
区
域

有

・建
築
物
の
耐
震
不
燃
化
の
促
進

・災
害
対
応
力
向
上
に
向
け
た
道
路
網
の
整
備
、
道
路
施
設
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
施
設
等
の
安
全
化
等

・オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
既
成
市
街
地
の
再
編
な
ど
の
対
策

・防
災
マ
ップ
に
よ
る
啓
発
活
動
や
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
ソ
フ
ト
対
策

市
域
全
域
に
わ
た
る
大
地
震
と
な
る
等
、
除
外
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
こ
と

か
ら
、
各
対
策
の
推
進
を
前
提
と
し
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

■
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
断
層
帯
に
係
る
地
震
に

よ
る
液
状
化
の
危
険
度
が
高
い
区
域

有
・大

規
模
盛
土
造
成
地
の
基
礎
調
査
の
推
進

・広
範
囲
に
渡
る
も
の
の
発
生
箇
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
踏
ま
え
、
緊
急
輸
送
道
路
の
指
定
、
避

難
所
の
整
備
、
避
難
対
策
の
充
実
等
発
生
後
の
迅
速
な
対
応
を
目
指
す

液
状
化
区
域
は
ほ
ぼ
全
域
に
鉄
道
駅
が
配
置
さ
れ
る
等
、
除
外
す
る
こ
と
は
現

実
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
各
対
策
の
推
進
を
前
提
と
し
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除

外
し
な
い

■
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の
有
無
や
安
全
対
策
の
状
況
等

災害ハザードの追加等踏まえ表を更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

32 ≪居住誘導区域の設定≫ 

 

32 ≪居住誘導区域の設定≫ 

 

33 ≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

 

33 ≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

   

市街化区域の変更など踏まえ図を更新

市街化区域の変更など踏まえ図を更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

35 第 6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導及び交通ネットワー

クに係る施策に取り組みます。 

 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・…図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・交流し・楽しむ都市機能の誘導と

ともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります。 

…主な事業など 

▶中央通り再編事業※ 

▶知と交流の拠点施設整備事業（図書館を核とした複合施設） 

▶大学等整備事業 

▶公園再整備事業（中央通り再編事業、みなとまちづくり関連） 

▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶企業立地奨励金制度 

▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

▶駐輪場の整備 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶まちなかウォーカブル推進事業 

▶官民連携まちなか再生推進事業 

▶都市構造再編集中支援事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業  など 

39 第 6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導に係る施策に取り組

みます。交通ネットワークに係る施策については、四日市市地域公共交通網形成計画において取組を進めるた

め、本計画においてはその方向性を示すこととします。 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・…図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・楽しみ・交流する都市機能の誘導

とともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります 

…主な事業など 

▶近鉄四日市駅周辺等整備事業※ 

  ▶中心市街地拠点施設整備事業（新図書館複合施設） 

  ▶公園再整備事業 

  ▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

  ▶共同建替等誘導助成制度 

  ▶企業立地奨励金制度 

  ▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

  ▶駐輪場の整備 など 
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【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【④タクシー】

【①待合・交流空間】

【⑥中央通り空間】

【③バス】

【⑤送迎車両】

【②駅前交差点】

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

※近鉄四日市駅周辺等整備事業〔基本構想案（平成 30年 12月）〕 

〔近鉄四日市駅周辺〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ＪＲ四日市駅周辺〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導に係る施策 

※中央通り再編事業〔「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画(令和 5年 5月)〕 

〔中央通りの整備方針〕 

 
〔災害時の使われ方〕 

 

のイメージ

・全線を通して、歩行者空間を最大化することで、歩きたくなる空間の素地をつくる

・クスノキ並木を活かした緑豊かで高質なデザインとすることで、まち全体の都市景観形成の軸として空間の魅力向上を図る

・南側自転車道は、将来的な次世代モビリティの走行を見据えた幅員として、中央通り全線で4.0mを確保する

・災害時などの非常時を想定した、避難空間を確保する

まとまった歩行者空間の創出

市民公園

鵜の森公園・鵜森神社

諏訪公園・諏訪神社

東海道

市役所

商店街

A-A断面

B-B断面

車線の削減

車線の削減

幅員4.0mの自転車道整備

南側へ車線の集約

１－７－１．中央通りの空間構成

北

側

北

側

南

側

南

側

車線数を交通量に応じて削減し、

北側車道を南側に集約

北側にまとまった歩行者空間を創出
北側に2mの自転車道を整備

南側に4mの
自転車道を整備

【現況】

【計画】【計画】

車線数を交通量に応じて削減

歩行者空間の拡大

北側に2mの自転車道を整備

歩行者空間の拡大

南側に4mの自転車道を整備

北

側

北

側

南

側

南

側

■空間構成と連携する周辺施設

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置
「交通機能強化」

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上
「空間の魅力向上」

視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上
「顔・賑わいづくり」

視点④：社会情勢の変化への対応
「スマート化、レジリエンスの向上」

・商店街に隣接する近鉄四日市駅東側に、バスターミナルを集約する（令和3年度バスタ四日市国直轄事業化）

・周辺の各種公園やバスターミナル、商店街等周辺施設との連携を図る

・西浦通り～市民公園東区間は、中央島を残しながら南北の車線数を減らす

・近鉄四日市駅東～JR四日市駅区間は、南側にすべての車線を集約し、北側にまとまった歩行者空間を確保する

【現況】

西浦通り～市民公園東区間の道路断面（A-A断面） 国道１号～JR四日市駅区間の道路断面（B-B断面）

１）中央通りの被災時の対応について

◆四日市市地域防災計画では、多くの避難者が想定される被災時に、被害の軽減を図るため、大きく２種類の避難所等を整備・指定

◆中央通りについては、今回の再編により屋外のオープンスペースが創出されるため、屋外空間の利用を想定し、避難所ではなく指定緊急避難場所等への活用が望ましい

・中央通りでは、バリアフリーに配慮した歩行者動線、徒歩2分程度の間隔で歩行者拠点広場を設置し、交通結節点となる近鉄四日市

駅周辺には歩行者デッキ、JR四日市駅とみなとを結ぶオーバーブリッジなどの整備を予定している

・全線を通して整備される歩行者動線や歩行者デッキ・オーバーブリッジについては、被災時の避難経路・代替輸送等への動線を基本

的な役割として想定

 要  

・災害時の  回避のため 時的に避難する場所 は   難者が公 交通機 の回 まで待機する場所

・災害種 に応じて らかじめ四日市市が指定
・避難指 などを 令する場 、この指定緊急避難場所への避難を  か 

指定緊急

避難場所

・地域の 民が 時的に災害時の  を回避するための避難場所
・地域からの 望により指定

緊急避難所
（ の の
避難場所）

 要  

・災害   が 用される程度の災害が   は  する れが り、または多数の避難者が予想

される場 に、市災害  本 が、 らかじめ指定されている避難場所の ち  に応じて 設
する の

指定避難所

・  が  等、 の との指定避難所に  ことが 難な が  するための避難所
・ らかじめ 定を 結した  施設などが  

  避難所

（2次避難所）

       場所等：  間  の    を   

・災害時の  を回避するため、 時的に避難する場所または   難者が公 交通機 の回 までに待機する場所

   所等：    の    を   

・  を った 等の避難 活の場所で るとと に避難 活の  拠点となる施設

２－３－２．災害時の使われ方

バリアフリー動線（地上レベル）

バリアフリー動線（デッキレベル）

歩行者拠点広場

歩行者拠点広場
（交通事業者等との連携・調整が必要）

じばさん
（      場所）
（津波  ビル）

(地区 防災資機材等配備)

市民公園
（  用貯水槽310t）

鵜の森公園
（      場所）
（耐震性貯水槽100t）

安島防災倉庫
※帰宅困 者分含む

（拠点防災備蓄倉庫資機材等基本配備）

ユマニテク短期大学
（津波  ビル）

1.0～2.0m0.5～1.0m

  洪水最大浸水深境界ライン
（1,000年に1回  の豪雨を  ）

四 市シティホテル
アネックスビル
（津波  ビル）

  津波浸水範囲
（理論上最大を  ）

諏訪公園
（耐震性貯水槽100t）

四 市市総合会館
（      場所）
（津波  ビル）

（地区 防災資機材等配備）

四 市商工会議所
（    所）
（津波  ビル）

2.0～5.0m1.0～2.0m

  洪水最大浸水深

境界ライン
（1,000年に1回  の豪雨を  ）

三栄公園
（耐震性貯水槽100t）

幸町ビル
（津波  ビル）

四 市建設業会館
（津波  ビル）

今後、公的施設の立地を
 途検討

都ホテル四 市
（津波  ビル）

四 市市役所
（津波  ビル）

市営駐車場
（津波  ビル）

消防施設（※消防車動線等については消防本部と協議）

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 基本目標〕 

 

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 施設配置方針〕 

 

◆ 近鉄四日市駅周辺の現状と課題、「近鉄四日市駅周辺等整備基本構想」にお る近鉄四日市駅周辺等整備の基本的な方向性、バスタプロジェクトの狙いを踏まえ、
四日市バスターミナルの基本目標を設定

近鉄四日市駅周辺等
整備の基本的な方向性

近鉄四日市駅周辺の
現状と課題

バスタプロジェクトの
狙い

四日市バスターミナルの
基本目標

【現状】

◇近鉄四日市駅前広場はバスやタクシー等の交通機能に特化して
おり、駅西側に向かう歩行者動線、待ち合わせや集合場所とな
るような空間がない。

◇駅利用以外はほとんどがふれあいモールを通して人が移動して
いる。

◇駅前広場が四日市を印象付けるような美しい空間となっていない。
【課題】

◆駅北側のふれあいモールの歩行者動線に加え、駅南側の中央
通り側においても、駅西街区や市民公園から駅東側にかけて
の歩行者動線や滞留空間を確保し、回遊性を高めることが必
要ではないか。

◆信号交差点や乗り換えにおける垂直移動などのバリアを減らす
ことが必要ではないか。

◆駅前整備にあわせて民間投資を促し、賑わいを創出する必要
があるのではないか。

【現状】

◇交通ターミナルとしての広さが不足しており、各交通モードが混在
するとともに、バスのりばなどが分散しているため、分かりづらい。

◇バリアフリーに対応する送迎スペースがない。
◇中央通りの高架下には送迎車が多い。

◇近鉄パーキングを利用する車両とバスなどで混雑することがある。
【課題】

◆高齢化社会においてはバリアフリーに配慮したタクシーのりば
や送迎スペースを駅直近に配置する必要があるのではないか。

◆バスのりばをもっと分かりやすくする必要があるのではないか。

◆商店街の賑わいへの寄与等を考慮してバスのりばを配置する
必要があるのではないか。

◆各交通モードと歩行者を分離し、安全性を向上させる必要があ
るのではないか。

◆乗り継ぎ動線に屋根を設置するなど、快適性を向上させる必要
があるのではないか。

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置

【現状】
◇中央通りはクスノキの並木など良好な景観を有する。
◇車道は片側3車線で交通量に対して余裕がある。

【課題】

◆広い中央通りをバスのりばや歩行空間などに優先的に利用し
てはどうか。

◆クスノキの並木空間を歩行空間・緑道とし、文化的な交流が営
まれる場所として利用してはどうか。

◆四日市に訪れた人が美しい景観や眺望を観られる場所を確保
してはどうか。

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上

【配慮すべき事項】
①中心市街地の活性化 ②交通結節機能強化 ③都市機能施設への回遊性向上 ④バリアフリー環境の整備 ⑤都心居住の促進

地域の活性化

地域の実情に即した公共交通ネットワークの充実や賢く公共

交通を使う取組により、観光立国や一億総活躍社会を実現。

災害対応の強化

災害時の鉄道等の代替交通機関としてのバスの機能を強化し、

災害時の人流を確保。

生産性の向上

ドライバー不足が進行するバスの運行効率化を促進するとと

もに、バスの利用促進により都市部の渋滞損失を削減

バス停の集約・スマート化
による交通結節機能の強化

歩行者の円滑な移動・乗換
を支援する交通拠点の整備

並木空間の再編による
魅力あるスペースの創造

駅周辺と一体となった
賑わい・歩行空間の創出

防災機能の強化
新たなモビリティや
交通サービスとの連携

民間ノウハウを活用した事業スキーム

民間ノウハウを活用し、ターミナル使用料・商業施設等から

得られる収益によるターミナルの管理・運営を実現。

公益機能の強化

防災機能の強化、バリアフリーの強化、訪日外国人対応の強

化等。

他の交通、拠点、新技術との連携強化

他の交通やまちづくりとの連携、他の交通拠点との連携、新

たなモビリティとの連携

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

並木空間

情報提供施設

チケット販売所

待合空間・コインロッカー

子育て支援（授乳室）

賑わい施設トイレ・パウダーコーナー 魅力ある滞留スペース

防災機能

荷捌き・臨時バス乗降スペース

諏訪栄町交差点
（仮）ターミナル入口交差点

近鉄
四日市駅

あすなろう
四日市駅

近鉄
百貨店

1

タクシープール：8台程度

至 大阪

至 名古屋

凡例

バスのりば
タクシーのりば
エレベータ
エスカレータ

タクシー乗降場

広場

くすの木P入口（既存）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

◆ ターミナル内に入構する車両は、路線バスおよ タクシー。
◆ 車両動線およ 歩行者空間の利便性・快 性のバランスを考慮の上、

バース・待 広場を配置。

◆ 屋内待 空間と各種機能を連携させ、待 時のワンストップの利便性を高める。
◆ 各島に待 ・券売の基本機能と賑わい施設を配置。
◆ 商店街に隣接した賑わい空間を形成する。
◆ 東海道との交差 には並木と賑わい施設を導入。

バスのりば・車路・待合広場の配置の考え方 各機能の配置の考え方

タクシープール：4台程度

横断デッキ

ペデストリアンデッキ

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

※バスバース数及 配置、車路、出入口、横断箇所等は、 係機  議を行い詳細な配置を決定していく

重要な視点

景観への配慮から平面上に低層階での施設配置

基本目標に則り必要な機能を十分に確保

余裕のある配置に配慮するためには、必要に応じターミナル機能や防災機能等を優先

魅力的な賑わい機能の導入により、ターミナルの維持管理・運営に必要な収益性を確保

３）検討を進める上での視点

■都市機能誘導に係る施策 

交通ネットワークに係る施策として位置付けるための記載の見直し

近鉄四日市駅周辺 

等整備事業を中央 

通り再編事業に更新

近鉄四日市駅周辺等整備事業を中央通り再編事業 

に更新など主な事業の更新
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■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線について、中心拠点や地域拠点等の都市の拠点を結ぶ都

市の骨格となる公共交通軸として維持・強化を図るとともに、バスやタクシー等の公共交通が相互に連携し、都

市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネットワークを構築します。 

・鉄道事業再構築実施計画に基づき四日市あすなろう鉄道の施設などの計画的な更新等を進めることで、利用

者の利便性向上や安全性強化を図るとともに、民間鉄道事業者が行う施設更新や老朽化対策等の支援を行うほ

か、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進め、誰もが利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や交通空白地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、駅から自宅等、

端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、自転車に加え、デマンド交通

や自動運転技術などの活用について実証実験の実施等、検討を進めます。 

…■広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 

・北勢バイパスの国道 477号バイパスから国道 1号（四日市市釆女町）間の早期工事着手、東海環状自動車道・

新名神高速道路や鈴鹿四日市道路の整備促進に向け、関係者と連携し取り組むとともに、広域幹線道路やコミ

ュニティターミナル、道の駅などを活用した交通ネットワークの形成を図ります。 

…■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等において駅前広場

やバスターミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関口の交通結節機能を強化する

とともに、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができるような交通結節点の整

備に取り組みます。 

主な事業など 

▶公有民営方式での四日市あすなろう鉄道の運行継続及び利便性の向上 

▶鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

▶鉄道施設安全対策事業 

▶鉄道駅のバリアフリー化 

▶駅前広場の整備 

▶交通空白地域におけるデマンドタクシーなどの運行 

▶自動運転の導入に向けた取組推進 

▶パーソナルモビリティの導入に向けた取組推進 

▶ＭａａＳの活用 

▶郊外部や近郊の商業施設や駅などを活用した交流と交通の複合拠点（コミュニティターミナル）の整備検討 

▶渋滞箇所の改善 

▶連接バスの拡充 

▶バスターミナル（バスタ四日市）の整備 

▶中央通りの空間づくり 

▶地域公共交通再構築事業 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業   など 

43 第 6章 誘導施策について 

 

※ネットワークに係る施策については、四日市市地域公共交通網形成計画において取組を進める 

■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線を維持するとともに、バスやタクシー等の公共交通が相

互に連携し、都市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネットワークを構築します。 

・鉄道の安全性の強化を図るため、四日市あすなろう鉄道の計画的な更新等を進めるとともに、民間鉄道事業者

が行う施設更新や老朽化対策等の支援を行うほか、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進め、誰も

が利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や公共交通不便地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、駅から自宅

等、端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、自転車に加え、デマンド交

通や自動運転技術などの活用について検討を進めます。 

 

…■広域幹線道路ネットワークを活かした交通利便性の向上 

・東海環状自動車道・新名神高速道路の整備促進、および北勢バイパスの国道 477 号バイパスまでの早期完成

や未着工区間の工事着手に向け、関係者と連携し取り組むとともに、広域幹線道路やコミュニティターミナル

などを活用した交通ネットワークの形成を図ります。 

…■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅やＪＲ四日市駅周辺等において駅前広

場や歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関口の交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業施設や

駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができるような交通結節点の整備に取り組みます。 

 

  

■ネットワークに係る施策 ■ネットワークの方向性 

公共交通ネットワークに関して施策として位置付け
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68 

第 7章 防災指針 

 

－  

43 7-2 災害リスクについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

  

第 7章として「防災指針」を新たに章立て（P42～68）

内水を雨水出水に更新、ため池を追記など

41



 

 

 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

50 7-2 災害リスクについて 

  

－  

52 7-2 災害リスクについて 

  

－  

  

内水を雨水出水に更新

ため池のハザードを追加
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60 7-4 防災まちづくりの取組方針 

(1)防災まちづくりの取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

 

  

こうした災害リスクを踏まえ、災害ハザードエリアにおける立地規制や建築規制、災害ハザー

ドエリアからの移転促進、誘導区域からの除外による立地誘導などの「災害リスクの回避」策を

進めるとともに、居住誘導区域等における安全性の向上に向けたハード・ソフト両面の防災・減

災対策などの「災害リスクの低減」策を進めるなど、災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域において、開発行為や建築行為の規制、移転

の促進、居住誘導区域からの除外など、被害を事前に回避する取組を推進します。 

 ②災害リスクの低減(ハード) 

  計画規模や過去最大規模の大雨等による浸水が想定される区域など災害イエローゾーンを中心

に、河川改修や下水道、調整池の整備、砂防等土砂災害対策施設整備などのハード対策により

災害の発生抑制を目指します。また、災害ハザードを完全に抑制することは困難であることを

踏まえ、建物の安全性の向上や社会インフラの耐震化などのハード対策も推進します。 

③災害リスクの低減(ソフト) 

  想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけでは対応しきれない災害リスクについて、

情報発信等による市民の意識啓発や避難体制の構築等を推進し、災害発生時における事前の避

難や緊急避難などのソフト対策を推進します。 

災害リスク低減のハードとソフトの順序見直し 

砂防事業に関する記載を追記
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(3)誘導区域の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

  

本市では、リスク分析で示すとおり、居住誘導区域内外において、大規模地震に伴う津波や大

雨に起因する洪水、高潮、内水氾濫による浸水、土砂災害などの発生が想定され、浸水被害につ

いては、中心市街地を含む臨海部を中心に市街地の広範囲に及ぶことが予測されます。 

本市は、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、太平洋戦争後には中心市街

地の復興とともに臨海部で石油化学コンビナートの形成が進み、居住地は東海道沿道や鉄道沿線

から形成され、高度経済成長期には郊外丘陵部に大規模な住宅団地が造成されるなど、臨海部を

中心に都市が発展してきました。 

こうした中で、昭和19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和49 年集中豪

雨、東海豪雨等の風水害などにより、市街地で度々大きな被害を受けてきましたが、道路や鉄道

施設の耐震化、河川・海岸・下水道等の整備などまちの安全性の向上に取り組んできました。 

また、あわせて、ハザードマップ等による災害リスクの周知や避難の啓発、多様な手段（電

話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広報車等）による避難情報の伝達、市民総ぐるみ

の防災訓練などのソフト対策も進めてきました。 

こうしたこれまでの都市形成過程や防災・減災関連の取組状況、観測データの充実やAIも活用

した予測モデルの構築などにより気象予報精度の向上が図られていることなどを踏まえ、今後も

継続してハード・ソフト両面の対策を進めることを前提に、基本的に津波、洪水、高潮、雨水出

水（内水）などの浸水や土砂災害が想定される災害ハザードエリアを居住誘導区域から除外しない

こととします。 

ただし、都市再生特別措置法において居住誘導区域に含めないこととされている災害レッドゾ

ーンの「急傾斜地崩壊危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」は居住誘導区域から除外します。 

さらに、今後30年以内の発生確率が60～90％程度以上とされる南海トラフ地震について、事前

予測が困難であるうえ、木造家屋が全壊する可能性が飛躍的に高くなる「津波の想定浸水深2ｍ以

上の区域」は特に災害リスクの高い区域とし、居住誘導区域から除外することとします。 

また、都市機能誘導区域として設定した中心市街地において、1000年に一度の頻度とされる想

定最大規模の高潮による浸水深が4.5m程度と想定されるものの、過去最大規模の高潮では1～2m程

度、津波・洪水・雨水出水による浸水深は想定最大規模で1m程度の想定浸水深となっています。 

一方、中心市街地は、長い歴史の中で商業のみならず地域の文化や伝統を育み、都市基盤が整

い様々な機能が集積した市の活力の中心となる区域で、官民により相当な投資がなされてきたの

に加え、現在、市が取り組んでいる中心市街地再開発プロジェクトに呼応して人口が増加基調と

なるとともに民間投資も進んでいる状況です。 

こうしたことから、一定の災害リスクはあるものの、これまでのまちづくりの経緯や拠点性、

生活利便性の高さなどを踏まえ、本市の活力の維持に向け、引き続き、都市機能誘導区域の設定

を継続し、災害リスクにも配慮しながら中央通り再編や高次都市機能の誘導などの施策を進め、

関係人口の拡大とともに市の活力の創出を図ります。 

なお、誘導区域内においても災害種別ごとに様々な災害リスクが存在していることから、ハザ

ードマップなどにより災害リスクの周知を図るとともに、災害が発生しても市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害が生じないよう災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

また、本計画はおおむね5年ごとに施策の実施状況などを評価し、見直しを図ることとしてお

り、今後の人口動向や都市基盤の整備状況、災害の発生状況などを注視しながら、居住誘導区域

の設定などについて必要に応じて適宜見直しを検討していきます。 

事前予測に関連する記載内容を見直し 

都市機能誘導区域に関する考え方を追記

44



 

 

 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

67 

～ 

68 

7-5 具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

 

  

災害リスク低減のハードとソフトの順序見直し 

砂防事業に関する記載を追記

45



 

７）今後のスケジュールについて 

12月 12日から令和 8年 1 月 9 日にかけて見直し案の市民意見募集（パブリックコメント）を実

施し、そこで出た意見を踏まえ、最終案を作成し、都市計画マスタープラン全体構想は令和 8 年 2

月議会の議決、立地適正化計画は都市計画審議会の意見聴取を行い、令和 8 年 3 月の改定を予定。 

時 期 内 容 

令和 7年 12月 11日～12日 ▽都市・環境常任委員会への説明（見直し案） 

令和 7年 12月 12日 

～令和 8年 1月 9日 
●見直し案の市民意見募集（パブリックコメント） 

令和 8年 2月上旬 
★都市計画審議会意見聴取（立地適正化計画）、 

都市計画審議会への報告（都市計画マスタープラン全体構想） 

令和 8年 3月 
▽議決・改定告示（都市計画マスタープラン全体構想）、 

公表（立地適正化計画） 

 

 

 

 

（★:都市計画審議会関連 ▽:市議会関連 ●:市民関連 ◇学識者関連 ▲関係機関・関係団体等関連） 
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四日市市 

都市計画マスタープラン 

全体構想 

四 日 市 市 

令和８年 月 

見直し案 

現行計画から変更及び追記した箇所を下線で表記 

見直し素案説明会や関係機関の意見等を踏まえて変更及び追記した箇所を赤字・赤下線で表記 

別紙① 
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はじめに 

● 「四日市市都市計画マスタープラン全体構想」は、本格的な人口減少・

高齢社会の到来や地球規模での環境問題が大きな課題となる中、平成

１４年７月に策定しました。 

● その後、市民のみなさんと共にまちづくり（都市計画）を進めるため

に、平成２０年１月には「都市計画まちづくり条例」を施行し、都市

計画マスタープランに基づく土地利用を進めてきました。 

● また、当初策定時には、余剰地が多く残されていた内陸部の産業用地

への企業立地が進み、新たな産業活動に供する産業用地が不足してき

たことから、平成２０年３月には、自然環境と調和した計画的な産業

立地を誘導する目的で都市計画マスタープラン全体構想の一部変更を

行いました。 

● さらに、平成２３年７月には、平成２２年度に改定された総合計画の

各分野の基本目標などを踏まえ、四日市市都市計画マスタープラン全

体構想についても見直しを行いました。 

● その後、令和２年度を初年度とする総合計画が策定され、令和６年度

に都市を取り巻く状況の変化等を踏まえた基本計画の中間見直しが行

われたことから、土地利用や都市基盤施設整備等の基本方針を示す都

市計画マスタープラン全体構想についても必要な見直しを行います。 

● また、近年、激甚・頻発化する自然災害や切迫する地震災害への対応

の重要度が高まっていることから、あわせて、安全・安心なまちづく

りの観点を新たに位置付けます。 

● なお、今後も社会情勢などの変化等への対応として、都市計画マスタ

ープラン全体構想の見直しが必要となった場合には、適切に見直しを

行います。 
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（１）都市計画マスタープランとは 

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用のあり方や市民

の活動に必要な都市施設の整備などを定めるものですが、その実現には、公共部門が中心

に進める根幹的な道路や公園などの都市施設の整備と市民や民間部門が中心となって進

める建築活動やそれに伴う生活道路の確保などがバランスよく進むことが必要です。 

都市計画マスタープランは、「都市計画法第１８条の２」に基づく「市の都市計画に関

する基本的な方針」として定めるものであり、長期的な視点に立って都市の将来像を示し、

市民と行政が協働でその実現を図っていく指針となるものです。 

 

（２）都市計画マスタープランの位置づけ 

①市が定める都市計画の基本方針 

● おおむね 20 年後のまちの将来像を展望し、地域･地区等の土地利用の方針や道路･公

園等の市民生活を支える都市施設の整備の方針、市街地整備の方針を示します。 

● 都市計画マスタープランが策定（改定）されると、市が決定する、地域地区や都市施

設等の都市計画はマスタープランに即して定められることになります。 

 ②総合計画等、関連する諸計画との関係 

● 都市計画マスタープランは、都市計画法の規定により「四日市市総合計画」や三重県

が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（三重県都市計画区域マスタ

ープラン）に即して定めることになっており、本市では、土地利用に関する総合的な

計画として、都市計画マスタープランの全体構想は、議会の議決を経て定められます。 

● また、立地適正化計画、都市総合交通戦略、緑の基本計画など都市計画に関連する政

策分野の基本計画とも調整し整合を図ります。 

③土地利用の基準であり市民と市が一緒にまちづくりを進める指針 

● 都市計画マスタープランは、20 年後のまちの将来像を展望し土地利用の方針などを

示すものであり、具体の土地利用の規制・誘導には、地区計画等の都市計画の策定が

必要です。 

● しかし、望ましい都市像の実現には、公共部門による根幹的な都市基盤施設の整備と、

市民や民間部門が中心となって進める建築活動やそれに伴う生活道路等の地区の基

盤整備とのバランスを図る必要があります。 

● 本市では「都市計画まちづくり条例」で、都市計画マスタープランを土地利用の基準

として位置づけるとともに、市民発意のまちづくりを都市計画に反映する手続きを定

めており、都市計画マスタープランを、「大規模な開発行為や建築行為、土地利用転

換に対する規制・誘導の指針」「市民発意によるまちづくりの指針」として運用しま

す。  

１．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 
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（３）都市計画マスタープランの構成 

都市計画マスタープランは、四日市市の総合計画等に即し、市のまちづくりの将来像を

明示するものであり、「全体構想」と「地域・地区別構想」から構成されます。 

全体構想は、市域全体の将

来像と土地利用などの方針を

示す役割を担い、地域・地区別

構想は、全体構想に沿って、地

区（24 行政区を基本）単位で

取り組むおおむね 10年間のま

ちづくりの目標を示します。 

なお、地域・地区別構想は、

「都市計画まちづくり条例」

に基づき、地区住民から提案

される「地区まちづくり構想」

をもとに策定します。 

 

 

 

市民主体のまちづくり
土地利用の規制・誘導

都市施設の整備

四日市市総合計画

即
す
る

地区から提案された「まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます

部門別計画
○立地適正化計画
○都市総合交通戦略
○地域公共交通計画
○緑の基本計画
○道路整備の方針
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市施設の整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】

反映

目標

都市計画の決定・変更

基づく

三重県都市計画区域マスタープラン

即
す
る

地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです

都市の形成

１．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

【都市計画マスタープラン地域・地区別構想の策定状況】 

【都市計画マスタープランの構成】 

富田三重

橋北

県

内部 河
原
田

小山田

水沢

八郷

保々

羽津

富洲原

海
蔵

川島

四郷

日永

塩浜

神
前

桜

凡 例

地区まちづくり構想 提案済・
地域・地区別構想 策定済（１９地区）

地区まちづくり構想 提案済（２地区）

地区まちづくり構想 策定中（１地区）

地区まちづくり構想 未策定（６地区）

大矢知

楠

共同・同和・中央・港・浜田

下野

常磐

令和 7 年 2 月 14 日時点 
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● わが国の社会は、これまでの成長社会の中で、経済や社会制度が発展し、便利で快適

な生活を送れるようになり、令和の時代を迎え、さらに今後は精神的豊かさや生活の

質の向上、個人の自立やコミュニティの再生等を重視する「成熟社会」への移行が見

込まれます。また、人口減少・少子高齢化社会の本格到来、地球規模での環境問題、

発生が危惧される南海トラフ地震や気候変動による豪雨等の自然災害への対応など

が、大きな課題となってきています。 

● このような、社会情勢等の変容は四日市市においても同様であり、人口増加を前提と

したまちづくりではなく、「成熟型社会における人口減少・少子高齢化」という背景

を踏まえ、本市の規模に見合った、計画的かつ効率的な「まちづくり」（都市計画）

により、多様化する市民、社会のニーズへの適切な対応や、カーボンニュートラルや

SDGsなどの持続可能な社会の実現に向けた取組が必要です。 

● 本市は、わが国の東西交通の要衝に位置するとともに、海から山に広がる多彩な地形

や、そこを流れる多くの河川など、豊かな自然を有しています。このような恵まれた

条件のもと、先人達の多大な努力により、歴史ある市街地や港、産業用地、自然豊か

な新市街地、優良な農地などが形成され、多様な産業や人口の集積により、東海エリ

アにおける西の中枢都市として発展してきました。 

● 時代は今、市民一人ひとりが、自らのライフスタイルにあわせて、いきいきと暮らせ

るライフステージを求めています。「まち」に「住む・学ぶ・働く・遊ぶ」などの要

素が整い、まちに愛着や誇りを感じられたとき、私たちは永く住みたいと思うのでは

ないでしょうか。 

● 本市は、豊かな自然や多様な産業、都市機能の集積など、様々なライフスタイルに対

応できる条件を備えています。先人達が育んできた、かけがえのない「伝統や文化」

「暮らしの場」「農業や自然」を受け継ぎ、更に暮らしやすい「まち」にして次代に

伝えることで、将来に向かって持続可能な「まちづくり」を進めていくことは、今に

生きる私たちに課せられた使命です。 

● このため、時代の潮流や社会情勢が加速度的に変化している中であっても、市民一人

ひとりが豊かで幸せに暮らせる持続可能な都市を創造していくために、「ゼロからイ

チを生み出すちから イチから未来を四日市」をまちづくりの最上位理念として掲げ、

「子育て・教育安心都市」「産業・交流拠点都市」「環境・防災先進都市」「健康・

生活充実都市」の４つの将来都市像の実現に向け、共にまちづくりに取り組んでいく

必要があります。 

２．策定の背景 
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（１）生活者の視点に立つまちづくり 

● これまでは、経済発展を優先するとともに都市化への対応に追われ、産業の振興や、

都市の根幹的な構造をつくることが中心となっていましたが、時代の変化とともに身

近な居住環境の整備・改善などにも取り組んできたところです。 

● これからも、まちの活力の維持発展に加え、より市民が暮らしやすい四日市のまちを

つくりあげるため、これまで育んできたまちづくりの経緯や歴史・文化、多様化する

市民ニーズなども踏まえた生活者の視点に立ったまちづくりを進めます。 

 

（２）既成市街地等の再整備と有効活用 

● 既存の市街地や産業用地の中には、時代の変化とともに、生活や経済活動上、使いづ

らくなっている部分があります。このような地域では、道路などの都市基盤を再整備

し、土地の有効活用や土地利用の転換を進めます。 

● また、道路や下水道などの都市基盤整備が既に完了している地域において、既存スト

ックの有効活用、公共空間の再編や遊休土地の活用により、住環境の向上を図ります。 

● さらに、都市の活力の維持・創出に向け、市の玄関口である中心市街地を高次な都市

機能が集積する都市空間へ転換を進めるとともに、広域交通の利便性や土地利用状況

などを踏まえ、製造業を中心とした企業誘致に向けた産業用地の土地利用誘導を図り

ます。 

● 市街化調整区域における既存集落においても、高齢化の進展や後継世代の転出などに

より集落の維持の困難化が懸念されています。こうした集落については、自然や農業

環境を支えてきた地域コミュニティを維持するために都市基盤の充実など生活環境

の維持、向上とともに定住の促進を図ります。 

● なお、既成市街地において、将来のまちづくりに向けて土地利用計画の変更が必要と

なる場合は、土地利用の動向や都市機能の状況などから都市全体への影響を検証した

うえで、必要に応じて用途地域の見直しを行います。 

  

３．まちづくりの基本的な考え方 
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（３）誰もが移動しやすい交通環境づくり 

● 本市の都市形成の過程で整備されてきた幹線道路、生活道路などの交通基盤や鉄道、

バスなどの公共交通は、市民生活や産業活動を支える重要な役割を担っており、引き

続きまちづくりと連携し、IoTを活用した交通サービスの充実、地域交通拠点の整備、

循環道路網の形成、渋滞箇所の改良などを組み合わせながら、交通ネットワーク機能

の維持・充実に向けた取組を進めます。 

● また、高齢社会の到来の中で、鉄道、バスなどの公共交通の重要性が一層高まってい

ることから、これらを活用した中心市街地と居住地や就業地を結ぶ公共交通ネットワ

ークの構築による歩いて暮らせるまちを目指し、自動運転など新技術も活用して、歩

行者や自転車にも配慮した誰もが移動しやすい交通環境づくりに取り組みます。 

 

（４）自然環境の保全と創出 

● 農地や里山などの自然環境は、酸素や水の供給源であるとともに、生物多様性の維持

や市民の憩いの場となるなど、多くの重要な役割を有しており、私たちが生きていく

うえで、必要不可欠な空間です。また、市街地を取り巻く緑や、市街地内に点在する

緑は、都市災害や都市のヒートアイランド現象を防ぐ効果を持っています。 

● 本市には郊外部の森林や里山、河川沿いの緑や自然海浜など豊かな自然環境が多く残

っています。また、市街地の中には神社や寺院の森、公園や緑地などに緑の空間が存

在しています。 

● これら市域に残された貴重な自然環境を積極的に保全するとともに、市街地における

緑の創出に努めます。 

  

３．まちづくりの基本的な考え方 
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（５）安全・安心なまちづくり 

● 平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、従来の想定を超える広範囲での大きな揺

れと大津波により未曽有の被害をもたらし、令和 6年 1月に発生した能登半島地震で

は、家屋の倒壊や火災による被害のほか、主要道路やライフラインにも甚大な被害が

及びました。当地域においても、南海トラフで発生する海溝型地震や内陸の活断層に

よる直下型地震等の大規模地震の発生が危惧されており、地震・津波災害に対応した

まちづくりは切迫した課題です。 

● また、近年、気候変動の影響により、水災害が激甚化・頻発化し、全国各地で度々大

きな被害が発生しており、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働に

よるハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の取組が進められています。 

● 本市は、古くから港を中心に発展し、鉄道等の都市基盤の発達とあわせて臨海部から

市街地が形成されており、これまでも大規模な地震災害や自然災害が発生してきた中

で、その対策を講じるなど災害に強いまちづくりに取り組んできました。 

● こうした経緯を踏まえ、大規模災害時においても人命・財産を守り、一定の生活が維

持されるよう、引き続き、社会インフラの耐震化や内水対策など必要なハード対策を

推進するとともに、ハード対策だけでは対応しきれない災害リスクの周知や自助・共

助を促す取組をはじめとしたソフト対策を進めるなど、ハード・ソフト両面から災害

対応力のある安全・安心なまちづくりに取り組みます。 

 

（６）市民と市の協働によるまちづくり 

● まちは、そこに暮らす市民、そして市民の活動があってはじめて成り立つものです。

多様化する市民の価値観や意識の変革への対応が要求されるこれからの時代には、

「まち」の主役である市民自らが、暮らしやすく、活動しやすいライフステージを実

現していくためにまちづくりへ参加していくことが必要です。 

● このため、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者など多様な

主体の適切な役割分担や良好なパートナーシップのもと、共通の目標に向かってまち

づくりを進めます。  

３．まちづくりの基本的な考え方 
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（１）全体的な方向 

①コンパクトシティ・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりに向けて 

● 本市の市街地は臨海部から発展し、人口の増加や産業の発展とともに内陸に拡大し高

度経済成長の時代には丘陵地に多くの住宅団地が形成されました。その結果、臨海部

の既成市街地とその背後に広がる住宅団地などの「市街地部分」と、丘陵部の「樹林

地や優良な農地」が広がる部分に、大きく土地利用が２分される構造になっています。 

● また、本市は名古屋市を中心とする大都市圏に位置し中部圏開発整備法に基づく都市整

備区域に指定されており、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市

計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることとされています。 

● 市街化区域は、臨海部の既成市街地から丘陵部の住宅団地にかけて広く指定されていま

すが、その中には低未利用地も残されています。また、市街化が抑制されている市街化

調整区域においても既存集落など市民の暮らしの場が点在しています。 

● このような都市構造の中で、市民が暮らし続けられる持続可能なまちを実現していく

には、都市形成の中で育んできた都市基盤や公共資本などの既存ストックを有効に活

用しながら、交通ネットワークと連携した「コンパクトシティ・プラス・ネットワー

ク」のまちづくりや多様な災害リスクを踏まえた安全・安心なまちづくりを進めると

ともに、無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊かな自然環境や優良な農地の保全を図る

必要があります。 

● このため、本市西部に広がる「豊かな自然環境や優良な農地の保全」と臨海部の既成

市街地などの「既存の市街地整備」を両立し、将来にわたり市民が暮らし続けられる

まちづくりを目指します。 

②都市活用ゾーンと自然共生ゾーンの区分 

● 市域の東西の中央部で大きく分かれる土地利用の特性を

生かし、東部地域を、既存の都市機能を活用しつつ、商工

業などの経済活動や都市居住を進める「都市活用ゾーン」

とします。 

● 一方、西部地域は、点在する住宅市街地や工業団地、既存集落などが、既存の樹林地

や優良な農地などの豊かな自然環境と共生し、今後とも良好な環境を維持していく

「自然共生ゾーン」とします。 

● この両ゾーンにおいて、それぞれの特色や地域性を生かしたまちづくりを進めること

により、市域全体として「自然と都市の調和のとれたまちづくり」を目指します。 

● この両ゾーンの境界部分となる丘陵地と平地の境では、市街化が進みつつある一方で

樹林地や農地も多く残っており、特に自然や農業と都市機能が調和したまちづくりに

取り組みます。  

４．土地利用の基本方針 

自然共生 

ゾーン 

都市活用 

ゾーン 
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４．土地利用の基本方針 凡例【例：①臨海部等の既成市街地】 
土地利用方針図凡例（P23） 

ゾーンと 
土地利用 
方針図の 
どの地域 
特性が該 
当するか 
を示す 

 

（２）市街化区域の土地利用 

①臨海部等の既成市街地 

● 本市臨海部の古くから市街地を形成している地域では、かつては高密

度に市街地が形成されていましたが、高齢化の進展とあいまって、過

疎化が進んでいる地域も見られます。これは、狭小な宅地が多く、生

活道路も狭いことなどから、若者が郊外の住宅地に転出したことが大

きな要因となっています。 

● しかし、これらの臨海部地域は国道などの幹線道路や鉄道が通り、公共下水道もほぼ

整備されているなど、生活利便性の高い地域です。 

● これらの既成市街地においては、地区計画などのまちづくりのルール化により、まち

に少し手を加えることで生活道路の確保や町並みの整備を進め、災害にも強い便利で

快適な住宅市街地として再生します。 

● また、住宅と工場が混在する地域では、土地利用の状況に応じて居住環境の確保や地

場産業の保護育成に配慮した土地利用を促進します。 

②港及び臨海部工場地帯 

● 四日市港や臨海部工場地帯は、本市の経済に大きく寄与しており、今後も

その活力維持が必要です。産業の高度化による機能集約や業種転換などで

活用可能な空間が生まれてきている臨海部の工場地帯では、新たな設備投

資や道路用地の確保などを図り、持続可能な生産拠点として活用します。 

● 四日市港では、こうした時代の変化に対応するため、高速道路と市中心部や臨海部を

結ぶ道路ネットワークの強化によるインターアクセスの向上、新たな道路整備や産業

空間の確保などにより、港湾物流機能の高度化を進め、本市の活力の源として、港や

臨海部工場地帯の十分な活用を図ります。 

● 一方、臨港地区の中でも、四日市港発祥の地である四日市地区の再生に向け、国・県・

四日市港管理組合などと連携しながら取り組むほか、市民が安心して訪れ、出会い、

交流することのできる、市民に開かれた港づくりを促進します。 

● また、霞ヶ浦地区における脱炭素化推進地区の指定や水素・アンモニアの受け入れ環

境の整備等、脱炭素化に向けた取組を促進します。 
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③中心市街地【中心拠点】 

● 中心市街地は各種公共公益施設が集積するとともに、本市の商業の中

心であり、市の顔、市民共有の財産ともいえる地域です。一時期は、商

業の衰退とともに人口も減少傾向にありましたが、近年では、再開発

などの民間投資や人口の回帰が見られるようになりました。 

● このため、近鉄四日市駅や JR 四日市駅周辺等において、駅前広場やバスターミナル

（バスタ四日市）、歩行空間等の整備などによる交通結節機能の強化、公園の高質化

等の整備を進めるとともに、民間投資の誘導を図ります。 

● また、新図書館等拠点施設や大学など広域的な都市機能の集積を図り、今後とも市民

が集まり交流する場としての機能を維持しつつ、土地の高度利用や土地利用転換によ

って都心居住を進め、中心商業地を支える人口を増やし、本市の中心市街地の活性化

を推進します。 

● また、JR 四日市駅周辺では、交通結節機能の拡充に加え、港にいたる自転車、歩行者

動線の整備を進めることで都市的土地利用への転換を促し、都市と港が一体となった

まちづくりを進めます。 

● なお、中央通りの再編にあわせ、沿道を含め一体的な景観形成を図るとともに、先端技

術を取り入れた中心市街地のスマート化に取り組みます。 

④既成の住宅団地等 

● 既成市街地の西側に隣接する丘陵部においては、高度経済成長期

に多くの住宅団地が開発されました。これらの住宅団地について

は、一時期に開発され、一斉に市民が入居した団地が多く見られ

ます。このため、地域としては同世代、同年齢層の市民が偏りがち

になり、子世代との別居とともに、地域の高齢化が急激に進んで

おり、空き家や空き地の発生も見られます。 

● これらの住宅団地は、生活道路や下水道も整備されていることから、良好な居住環境

を維持し子育て世代など新たな世代の入居を促すことで、若い世代から高齢の世代ま

で、多世代の住むまちづくりを進めます。 

● あわせて、公園など公共空間の再編や公共施設・公共用地の活用により、住環境の向

上とともに新たな住宅の供給を図ります。 

  

４．土地利用の基本方針 
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⑤住宅団地に隣接した既成市街地 

● 郊外型住宅団地に隣接して形成されている既成市街地について

は、古くからの伝統的な町並みが残っているものの、狭あいな道

路も多く、居住環境の改善が必要な地域があります。 

● これらの市街地については、伝統ある町並みを保存しつつ、狭

あいな道路等の居住環境の改善を図り、隣接する住宅団地と一

体となった良好な市街地を形成します。 

⑥部分的に市街化が進行している地域 

● 市街化区域の中でも農地が混在する地域では、農地の宅地化の進

行に基盤整備が追いつかず、狭い農道が生活道路として利用され

るなど、居住環境の面からも営農環境の面からも課題となってい

る地域が見られます。また、ばらばらに宅地化が進行することで、

将来的にも不揃いな町並みの形成が懸念されます。 

● このため、基盤整備を進めるとともに、地区計画などのまちづくりのルール化により

適切な開発の誘導を図ることで、宅地と農地の混在による弊害を無くし、健全な市街

地の形成を進めます。 

● また、市街化区域内においても、優良な集団的な農地が広がっている地域や、地形や

地質などの条件から、宅地としては利用されていない地域が点在しています。 

● このような未利用地については、状況に応じて市街化を促進したり、あるいは農地と

して保全することが適切な場合には生産緑地を指定するなど、適切な対応を図ります。 

 

４．土地利用の基本方針 
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（３）市街化調整区域の土地利用 

①保全地域 

● 自然共生ゾーン内の豊かな自然や優良な農地は、次の世代に引き

継ぐべき重要な資産です。このため、農業の健全な育成と樹林地

や里山の保全に向けた土地利用を進めます。 

● また、都市活用ゾーン内にも市内唯一の自然海浜である吉崎海岸、

河口の干潟など、貴重な水辺空間を有していることから、その積

極的な保全を図ります。 

● なお、将来の市街地の形成や開発についても、必要最小限に止め、周辺の農地や自然

環境との調和を図ります。 

②既存集落地域 

● 自然共生ゾーンの市街化調整区域内には、多くの既存集落が点在して

いますが、生活道路や排水施設などの整備が行き届いていない部分が

あるため、狭あい道路の整備や排水施設などの整備に努め、良好な居

住環境を形成します。 

● また、地域の市民の日常利便を向上するための施設立地についても、

需要と照らし合わせて必要な範囲での立地を可能とします。 

● 今後、既存集落におけるさらなる高齢化などにより、地域コミュニティの維持が困難

になることが懸念されています。このため、地区計画制度の活用や空き家等の利活用

の促進など、既存ストックを活用しながら集落の維持・再生を図るほか、公共交通ネ

ットワークの軸である鉄道駅周辺では一定の居住を許容する土地利用制度の検討を

進めます。 

● また、住宅団地として開発された地域では、良好な居住環境を維持し若い世代から高

齢の世代まで、多世代の住むまちづくりを進めます。 

③内陸型産業用地 

● 新たな産業需要に対応する自然環境豊かな生産拠点として、里山

の保全に配慮した新保々工業用地の有効活用を進めます。 

● 内陸の既存の工業専用地域（保々工業団地、ハイテク工業団地、

南部工業団地）に隣接する区域や大規模な既存工場の跡地におい

て必要な生産機能の拡充を図ります。 

● また、広域高速交通の I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近においては、開発機

運の高まりも想定されることから、既存の道路などの都市基盤に負荷がかからない範囲

で土地利用を促し、周辺の自然や農業環境との調和を図ります。 

● なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の豊かな自然や農業環

境を積極的に保全していく観点から、本市の発展に寄与し、土地利用が確実と判断さ

れるもののみとします。  

４．土地利用の基本方針 
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④市街化調整区域内の開発予備地 

● 市街化調整区域は、無秩序な市街地の拡大を抑制する地域であり、都

市活用ゾーンにあっても、自然や農地の保全を基本とすることが望ま

れます。特に、農業振興地域内の農用地区域では、農業の健全な育成

に向けた土地利用を進めます。 

● 農用地区域外の地域については、隣接する市街化区域内で宅地が逼迫し新たな市街地

が求められる状況が生じた場合に、必要に応じて、地区計画により農地や自然環境と

調和した緑を多く残した適切な開発を計画的に誘導するなど、市域全体の都市機能と

農地や自然環境とのバランスを図るために必要な対応を進めます。 

● また、四日市東 I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近など、広域高速交通の利

便性が高い地域については、効率的、効果的なまちづくりの面から、将来的な土地利

用を検討していく必要があります。 

● その際には、農地や自然環境を保全しつつ、将来の土地利用を計画し、都市的機能を

導入する際には、既存の道路などの都市基盤へ負荷がかからない範囲で、農地や自然環

境と調和した緑を多く残した土地利用を図ります。 

● 北勢バイパスの整備に伴い広域交通の利便性が高まる区域においては、産業政策と連

携しながら、製造業を中心とした新たな企業立地や再編に必要な土地利用を誘導する

とともに、地方創生、観光、防災など多様な機能を有する道の駅の設置に取り組みま

す。 

● なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の農地や自然環境を保

全していく観点から、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

 

  

４．土地利用の基本方針 
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（４）用途別の土地利用 

①住宅地の方針 

本市でも、今後、長期にわたり人口が減少していくことが予測されています。このため、

住宅地の供給を目的とする市街化区域の拡大は原則として行わず、定住人口の増加に向け

て既存の市街地を有効活用して住宅や宅地の供給を図る方針とします。 

【鉄道駅を中心とする住宅地の再編】   

JR・近鉄・あすなろう四日市駅周辺の中心市街地では、民間活力による市街地再開発事

業や高度利用を促し、商業・業務機能の維持・拡充とともに都心居住を進めるなど複合的

な土地利用を目指します。 

また、近鉄・三岐富田駅や塩浜駅など主要駅の周辺において、土地の高度利用、複合利

用などによる都心居住型の住宅供給を促します。 

なお、その他各駅の周辺においては、各駅周辺の特性に応じたまちづくりを促進します。 

【既成市街地の住環境の確保】 

臨海部の木造住宅密集市街地などでは、建物の更新にあわせて生活道路の確保を図るな

ど、住宅地としての再編を目指します。 

また、その過程では、建物の耐震化や耐震性が確保されない家屋の除却等により、区域

の安全性の向上を図ります。 

【郊外住宅団地の再生】 

郊外部の住宅団地については、良好な居住環境を維持するとともに良質な住宅や宅地の

流動化を図り、子育て世代など新たな世代の入居を促すことで、若い世代から高齢の世代

まで、多世代が住む住宅団地としての再生を目指します。 

また、住宅団地内に配置された市営住宅などの公的住宅については、計画的な更新など

住宅ストックの一部として必要な対策を進めます。 

 

  

４．土地利用の基本方針 
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②商業・業務地の方針 

リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、中心市街地において中央通りの

再編をはじめとした再開発プロジェクトを進めるとともに、図書館や大学、大規模商業施

設など多くの人が訪れ、学び、楽しみ、交流するような機能を有する施設の新たな立地に

ついては、中心市街地への誘導を基本とします。 

また、既存の大規模商業施設が立地している区域は、周辺地域の買い物等を支えている

ことから、その維持を図ります。 

さらに、日常的な生活物資を身近な場所で購入できる買い物ネットワークを確立するた

め、定期市や地域における既存商店街・店舗の維持や相互の連携を図ります。 

【中心市街地におけるにぎわいの創出】 

近鉄四日市駅から JR 四日市駅周辺等において、駅前広場や歩道、公園の高質化等の整

備を進め、再開発など民間投資を誘導し、商業・業務機能の強化や大規模集客施設の集積

を図ります。 

また、都心居住の促進や図書館・大学をはじめとした教育文化施設などの公共公益施設

の立地促進を図り、多様な魅力ある商業・業務地の形成を目指します。 

あわせて、鉄道やバスなどの交通結節機能の強化や歩行空間、自転車通行空間の整備、

JR 四日市駅から港への自由通路の計画の推進などにより、居心地が良く歩きたくなる魅

力的なまちなかを形成するとともに、にぎわいや回遊性の向上を図ります。 

【商業機能の維持・強化】 

既存の大規模商業施設立地地区については、食料品や雑貨品など日常の暮らしに必要な

商業機能の維持を図ります。 

また、駅前市街地では、公共交通の利便性を生かし、商業・業務機能の再配置を促すな

ど、地域の生活を支える機能の強化を目指します。 

【住宅団地における商業配置】 

大規模な住宅団地には、近傍で日常の暮らしに必要な食料品や雑貨品などが手に入るよ

うに、計画時に商業施設を立地させるための区域が配置されていますが、こうした区域の

一部には商業機能が衰退しているものもあります。 

このため、現存する身近な商業施設の維持を図るとともに、身近な商業機能が衰退して

しまっているような住宅団地では、地域における既存商店街や店舗とのネットワークの構

築などを目指します。 

  

４．土地利用の基本方針 
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③工業地の方針 

本市は、ものづくりを通してわが国の経済を牽引してきた中部地方を代表する工業都市

のひとつであり、石油化学コンビナートに代表される臨海部の広大な産業空間に加え、内

陸部にも IT関連産業の集積が進んでいます。 

今後は、既存の工業用地を有効に活用し、産業の高度化を図っていくことを基本とし、

内陸部において新たな工業用地を供給する際には、道路などの既存の都市基盤に負荷のか

からない範囲に限定し、自然や農業環境等と調和した土地利用の誘導を図ります。 

【臨海部コンビナート地区の機能再編と機能強化】 

臨海部の産業空間については、現行の工業系の用途地域や臨港地区の指定を維持しつつ、

霞ヶ浦地区において、コンテナ取扱機能の移転・集約化等により機能の効率化を図ります。 

さらに、大規模地震時等でも海上コンテナ物流機能を維持するため、耐震強化岸壁を備

えた施設整備を促進するとともに、臨港交通体系の南北軸の強化に向けた新たな道路整備

や産業空間の確保を促進します。 

また、工場立地法に基づく緑地を市民に触れ合えるような場所に誘導するなど、企業や

市民の協働による緑地空間を創出し、良好な産業空間の形成を図るとともに、霞ヶ浦地区

における脱炭素化推進地区の指定や水素・アンモニアの受け入れ環境の整備等、脱炭素化

に向けた取組を促進します。 

【内陸型産業の計画的土地利用誘導】 

本市の内陸部には、次世代型産業、組み立て産業等が立地する産業用地が複数形成され

ています。こうした産業用地については、周辺の自然環境と調和した良好な工業地の維持

を図ります。 

また、新たな産業機能の導入や既存産業の拡張に際しては、道路などの既存の都市基盤

に負荷のかからない範囲に限定します。 

なお、土地利用における周辺環境への影響等を踏まえ、調整池の設置等必要な基盤整備

が担保されているもののみとします。 

【住工混在地域における対策】  

地場産業である大矢知素麺、萬古窯業については、その保護、育成を図るため、特別工

業地区の指定を継続します。 

また、臨海部の工業地域と居住地が干渉しあう区域では、土地利用の動向等を踏まえつ

つ地域の住民と協議を行い、地区計画等による細かな住工分離策や背後地への環境悪化を

及ぼす業種の規制など必要な対策を進め、住環境と産業環境の両立を目指します。  

４．土地利用の基本方針 
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（１）交通施設 

● モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生

しています。道路整備に対する市民の関心は常に高く、交通改善のためには道路整備

が不可欠です。 

● 円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する人・物の流動を支えるとともに、

こうした交通が生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要で

す。このため、交通量が多く慢性的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化

する幹線道路網や速やかな高速交通網への接続を可能とする東西方向の幹線道路網

の整備を促進します。 

● また、こうした広域幹線道路の整備や市内の渋滞状況等を踏まえ、渋滞が顕著な交差

点や中心部周辺のネック点解消に必要な道路整備を進めます。 

● さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各関係

機関と連携しながら、各々の道路の役割を明確にし、交通の安全に配慮した整備を進

めます。 

● 一方、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大

気汚染や騒音など生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機

関の利用が減少し路線の減便や廃止など重要な都市機能が失われます。 

● このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会

し、関係者相互の調整により一体となった取組を「四日市市都市総合交通戦略」とし

て取りまとめ、自動車交通を円滑にするだけの道路整備にとどまらず、コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワークの持続可能なまちづくりを支える公共交通ネットワーク

の維持・再編を進めます。 

● 市の玄関口となる近鉄四日市駅や JR 四日市駅周辺等においては、駅前広場やバスタ

ーミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備など、交通結節機能を強化するととも

に、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができる交通

結節点の整備に取り組みます。 

● また、ICT・IoT技術を活用しながら、環境にも配慮した低炭素な公共交通機関の利用

促進や利便性の向上を図るとともに、自動運転などの新技術の導入による多様な交通

サービスの提供、デマンド交通等による交通空白地域における交通手段の確保に取り

組みます。 

● さらに、ユニバーサルデザインを採り入れながら、歩いて暮らせるまちづくりを支え

る歩行空間や、自転車で移動しやすいネットワークの整備など、公共交通や自転車・

徒歩等を含めた多様な交通手段が利用できる交通環境づくりを進めます。 

  

５．都市基盤施設整備の基本方針 
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（２）排水処理施設 

● 快適で衛生的な生活環境の確保とともに、川や海などの公共水域の水質を保全し、地

域に暮らす人々が誇りを持てる美しい環境を次代へと伝えることは今に暮らす私た

ちに課せられた使命です。本市ではこれまで、公共下水道、農業集落排水処理施設、

コミニティ・プラント、合併処理浄化槽等により生活排水や工場排水等の衛生処理を

進めてきました。今後とも、各施設の特性等を勘案して、生活環境の向上と公共用水

域の水質改善に努めます。 

● また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状

況にあり、大規模な水害も発生しています。近年、気候変動の影響や開発等に伴う都

市化の進展、集中豪雨等による降雨量の増加等により、水路からの溢水や道路冠水、

住宅への浸水被害の発生リスクが高まっており、対応が必要となっています。 

● このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の生命、財産を守るべく、調整池

や貯留管、雨水幹線の整備・延伸、ポンプ場の整備などの雨水排水対策を迅速に進め

ます。 

● あわせて、国や県と連携しながら、河川の整備・改修を行うとともに、宅地からの雨

水流出抑制策や丘陵地や農地の保全による保水機能の確保を図るなど、市民や企業と

市が一体となって総合的な治水対策に取り組みます。 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

● 大量消費型の生活の拡大などにより、市民の暮らしに伴い排出されるゴミの量が増加

しつづける中、本市でもゴミの減量化などに取り組んでおり、資源循環を進めつつも

最終的に残る廃棄物については、その処理のため、ゴミの埋め立て施設や焼却施設の

整備を進めてきました。 

● このような、本市の都市運営上必要となる都市施設については、必要なときに施設立

地できるように都市計画施設として位置づけます。 

● また、市街化調整区域における公共公益施設（病院、福祉施設、学校、官公庁舎等）

の立地についても、都市計画法に基づく開発許可の対象とされており、施設の必要性

を十分勘案し、道路などの都市基盤の整備の状況や周辺の自然や農業環境への影響な

どを踏まえて適正な立地を図ります。 

● なお、社会経済情勢の変化などに伴い、施設の規模や目的などの変更が見込まれる施

設については、その必要性やまちづくりへの影響などを検証したうえで、必要な見直

しを行います。  

５．都市基盤施設整備の基本方針 
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（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全 

● 市域西部の鈴鹿山麓から丘陵地域にまとまって残存する自然林や造成林、里山などの

樹林地は、水資源を貯え、防災機能を発揮し、都市環境の保全や市民の憩いの場とし

て、また、人と生物が共生し、自然の生態系を継承する場として残る貴重な自然環境

です。さらに、近年のアウトドアレジャー需要の増大や多様化する市民価値観の面か

ら、都市の魅力を生み出す資源としても認識されています。 

● また、西部地域に広がる優良農地は、本市の農業を支える集団的な農地としての役割

に加え、樹林地とともに防災機能や都市環境の保全に重要な役割を果たしています。 
● 一方、樹林地や農地は、人口減少・高齢化の進展に伴う担い手不足や後継者不足など

により管理不全の状況が見られるとともに、太陽光発電施設設置などの土地利用転換

による減少が進んでいます。 

● このため、景観計画の運用を継続しながら、関係部局・関係機関が連携し、樹林地や

農地を保全するとともに、市民が安全に自然に触れられる環境を整備するほか、都市

的土地利用の際には自然環境に配慮した土地利用を促進します。 

● また、「自然共生ゾーン」と「都市活用ゾーン」の境界付近には、伊坂ダム周辺、四

日市東 I.C周辺、四郷風致地区、南部丘陵公園などの里山や樹林地が、平野部の市街

地を取り囲むように断続的に連なっており、「都市活用ゾーン｣にも自然海岸や河口の

干潟など貴重な自然環境があります。 

● こうした里山や樹林地、水辺空間は、市街地に近く気軽に訪れることができる自然空

間として市街地の暮らしの魅力を高めており、その保全や活用には里山や樹林地等の

存在する地域の人だけでなく、その恩恵を受ける周辺地域の市民の参加が必要です。 

● このため、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者などによる

広域的かつ自主的な活動を促進するとともに、こうした活動と連携した取組により、

里山や樹林地、水辺空間などを保全、活用します。 

（２）市街地における緑の保全と創出 

● 「都市活用ゾーン」の市街地では、「自然共生ゾーン」のように豊かな自然を享受す

ることは困難です。しかし、市民に安らぎと憩いの場を提供する自然環境は市街地に

おいても不可欠なものです。 

● このため、「自然共生ゾーン」の樹林地や農地から、「都市活用ゾーン」の市街地に向

けて、緑や水の連続性を確保することで、本市西部地域に広がる豊かな自然環境と身

近に接することができる空間の創出に努めます。 

● さらに、市街地では、地区のまちづくりやニーズにあわせた身近な公園が不足する地

域への公園整備や利用の低下している小規模な既存公園等の集約・統合を進めます。 

● また、臨海部地域の市街地では、工場地帯や物流港湾地域との間に、市民の憩いの場

となり、防災機能や緩衝的な役割を果たす連続した緑の保全・創出に努めます。 

● 市街地内の緑量を増やしていくためには、住宅の庭や工場敷地の緑化、神社やお寺の

森、既存住宅団地の外周緑地の保全、市街化区域の生産緑地などの農地の適切な管理

が必要です。 

● このため、公園緑地や道路等の公共空間におけるグリーンインフラの維持管理や創出

を図るとともに、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者など

との役割分担を明確にし、連携した取組により自然環境の保全と創出に努めます。  

６．自然や緑の保全・創出の基本方針 
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（１）災害リスクを踏まえたまちづくり 

● 本市では、昭和 19年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和 49年集

中豪雨、東海豪雨等の自然災害などにより度々大きな被害を受けてきましたが、道路

及び鉄道施設の耐震化や河川・海岸・下水道等の整備を進めるなどまちの安全性の向

上に取り組んできました。 

● 近年においても、南海トラフ地震や内陸等における直下型地震などの大規模地震や、

気候変動の影響等により激甚化する自然災害の発生が危惧されており、大規模災害が

発生しても、市民の生命や財産、社会インフラなどに致命的な被害を負わないよう、

災害を未然に防ぐ「防災」と被害を軽減する「減災」の取組が必要となります。 

● また、被災時に迅速かつ的確に復興に取り組めるよう、地籍調査や復興事前準備など

の対策も進める必要があります。 

● このため、災害対応力のあるまちに向けて、国土強靱化地域計画や地域防災計画など

の防災関連計画に基づく、多様な災害リスクを想定したハード対策を進めます。 

● あわせて、ハード対策だけでは対応しきれない災害ハザードなど防災情報の提供や地

域防災力を高める取組を進めるとともに、あらゆる関係者が協働して災害リスクの回

避・軽減や地域特性等を考慮した土地利用誘導を図るなどのソフト対策を進めます。 

（２）まちの耐震化・不燃化 

● 中心市街地など土地の高度利用が進んでいる地域において、防火地域、準防火地域の

指定等により市街地の不燃化を図ります。 

● また、臨海部既成市街地などの木造住宅密集区域を中心に、大規模火災時の延焼防止

や消防車両等の通行確保を図るため、狭あい道路の拡幅整備を推進します。 

● さらに、住宅等の倒壊による逃げ遅れや避難経路の閉塞を発生させないため、住宅等

の耐震化や老朽危険家屋の除却を促進します。 

● 被災時の対応や復旧に必要な道路、被災後すぐに必要となる上下水道施設や多くの人

が訪れる施設などの社会インフラの耐震化を進めます。 

（３）浸水対応力の向上 

● 流域全体の関係者が協働して、河川改修や下水道、調整池の整備を進めるほか、雨水

貯留機能を有する都市農地や保水機能を有する四郷風致地区などの市街地外縁部の

里山の保全、雨庭などのグリーンインフラを生かした取組などの総合的な治水対策に

より、水災害に対する安全性の向上を図ります。 

● 市街地の雨水排水対策については、床上浸水の多い箇所などから優先順位をつけて迅

速に対策を進めます。 

（４）災害時の安全性の向上 

● 緊急時の救助・救援を担う高規格幹線道路及び直轄国道、県管理道路の事業化区間の

早期供用、および未事業化区間の早期事業化に向けた働きかけや幹線道路等の橋梁耐

震化を進めるとともに、防災機能の向上に資する道の駅の設置に取り組みます。 

● 被災時の避難場所等となる公園等のオープンスペースや避難路の確保を図ります。  

７．安全・安心なまちづくりの基本方針 
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（１）市民と市の協働によるまちづくり 

● まちづくりは市民がみんなで共有できる将来像を持ち、自らが関わり、行動すること

により実現していくものです。 

● 市民と市が共にまちづくりに取り組んでいくためには、まちづくりに関する情報の共

有化や、双方向のコミュニケーションによるパートナーシップの形成と適切な役割分

担が欠かせません。 

● このため、情報の公開はもとより、幅広い情報の発信が必要であり、市はまちづくり

に関する情報開示やパブリックコメントの募集など、市民が参画しやすい環境づくり

を積極的に行うとともに、マスメディアやインターネットといった各種媒体を積極的

に活用し、まちづくりに関する情報を広くわかりやすく発信します。また、双方向の

コミュニケーションのために、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、

事業者等のまちづくり活動と連携した取組を進めるとともに、市民と対話しやすく、

まちづくりが総合的に進められる市の組織体制を整えます。 

（２）効果的・効率的な投資によるまちづくり 

● 本市の財政状況は、近年の好調な市税収入を背景に当面、普通交付税の不交付団体の

状況が続くと見込まれますが、世界の経済情勢の急激な変化等により市税収入が大き

く左右されることに留意が必要であり、多様化する社会、市民ニーズに対応したまち

づくりを進めていくためには、より効果的、効率的な投資が必要です。 

● 公共施設の建設に際しては、コストの縮減に取り組むとともに、効率的な投資が行わ

れるよう、適宜適切な事業評価を行います。 

● また、投資効果をあげるため、関係する行政分野間の施策の連携に努めるとともに、

市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者等との連携によるソフ

ト施策の充実など、施設利用の促進にもあわせて取り組みます。 

（３）既存ストックの維持・更新 

● 高度成長時代を通じて、本市では、道路や排水施設、公園などの生活基盤施設だけで

なく民間の投資による建物などが数多く整備されました。 

● こうした既存ストックの多くは、今もなお、本市の根幹をなす重要な役割を果してお

り、これら施設の効果的な活用を図るための維持・更新を計画的に進めます。  

８．都市計画マスタープランの実現に向けて 
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（４）広域的な取組 

● 本市と隣接市町との境界は、市街地や農地、山林など様々な土地利用の形態で連続し

ています。 

● このため、市街地整備や保全のあり方について、隣接市町と行政界を越えた密接な連

携を図り、各境界部分における急激な土地利用の変化を避け、隣接市町の土地利用と

も調和の取れたまちづくりを進めます。 

（５）まちの未来に向けて 

● この都市計画マスタープランはおおむね 20 年後の将来像を示すものとして平成 14

年に策定し、その後、平成 23年に改定を行いました。 

● 刻々と変化する時代潮流の中で、社会経済情勢や市民の価値観など、本市をとりまく

状況も大きく変化していく可能性があります。 

● 地域の人々にとってかけがえのない故郷、そして未来に向けて、このプランが役立つ

ものであるように、おおむね 5年ごとに、プランの内容を検証します。 

● その結果、プランの見直しが必要であれば、その理由を明確に示した上で、市民とと

もに、あらためて本市の未来を考えます。 

 

 

  

８．都市計画マスタープランの実現に向けて 
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９．土地利用方針図 

 

－23－ 
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凡例

種別 摘要 凡例

住宅系 主に住宅地としての土地利用を図る

商業系 主に商業・業務地としての土地利用を図る

工業系 主に工業地としての土地利用を図る

自然と共生を図る区域 主に自然・緑系の土地利用を図る

　 農用地区域 農業環境の維持・増進を図る

風致地区 風致や景観の維持・保全を図る

河川等 河川など水辺空間の維持・保全を図る

鉄道
JR関西本線、近鉄名古屋線・湯の山線、三岐鉄道三岐
線、伊勢鉄道伊勢線、あすなろう鉄道内部・八王子線

高速道路、国道、県道 広域幹線道路ネットワークの軸となる道路

都市計画道路 都市計画決定された道路（未整備のものは点線）

基幹バスネットワーク
公共交通ネットワークの軸となる基幹的バス路線
（30本/日相当運行路線）

支線交通
郊外部と基幹バスネットワークや拠点などを結ぶ交通ネッ
トワーク

バスターミナル(バスタ)
中心市街地を中心とした公共交通ネットワークの鉄道とバ
スの乗継拠点

バス乗継拠点 基幹バスネットワークと支線交通の接続地点

土地利用

ネットワーク

名称

10．将来都市構造図 

 

－24－ 

JR 四日市 赤堀 

日永 

西日野 南日永 

泊 

追分 

小古曽 

内部 

河原田 

南四日市 

楠 

北楠 

塩浜 

海山道 

新正 

中川原 

伊勢松本 

伊勢川島 

高角 

桜 

川原町 

阿倉川 

霞ヶ浦 

富田浜 

近鉄富田 

大矢知 

平津 

暁学園前 
山城 

保々 

北勢中央公園口 

四日市北 J.C.T 

東員 I.C 

四日市 J.C.T 

みえ朝日 I.C 

四日市東 I.C 

四日市 I.C 

国道 25 号 

菰野 I.C 

四日市港 

三滝新川 

鈴鹿川派川 

鈴鹿川 

(一)宮東日永線 

北勢中央公園 

中央緑地 

南部丘陵 

公園 

富田・富洲原周辺 

日永・泊周辺 

塩浜駅周辺 

四郷風致地区 

垂坂公園・ 

羽津山緑地 

海蔵川緑地 

中心市街地周辺 

霞ヶ浦緑地 

あすなろう 
四日市 

近鉄四日市 

富田 

尾平・生桑周辺 

凡例

種別 摘要 凡例

中心拠点
都市の活力の中心で高次都市機能が集積し、広域交通
ネットワークの中心となる特急停車駅の近鉄四日市駅等
のある中心市街地の商業・業務系土地利用を図る区域

買い物拠点であり交通拠点でもある富田周辺（富田・富洲
原周辺と近鉄富田駅周辺）

買い物拠点
富田・富洲原周辺、生桑・尾平周辺、日永・泊周辺の大規
模商業施設が立地する商業・業務系土地利用を図る区域

交通拠点
急行停車駅である近鉄富田駅周辺、塩浜駅周辺の商業・
業務系土地利用を図る区域

産業活性化ゾーン
臨海部工場地帯や内陸型産業の立地地区、北勢バイパ
ス整備により広域交通の利便性が高まる区域など産業の
維持・増進に向け港・工業系土地利用を図る区域

主な公園・緑地
公園や緑地など市民の憩いの場となる機能の維持・増進
に向け公園・緑地系土地利用を図る区域

名称

拠点

地域拠点
（買い物拠点+交通拠点）
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四日市市立地適正化計画 

見直し案 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市 

令和８年 月 
  

現行計画から変更及び追記した箇所を下線で表記 

※第 7 章 防災指針 は章全てが新規の追記のため下線省略 

見直し素案説明会や関係機関等の意見等を踏まえて変更及び追記した箇所を赤下線で表記 

別紙② 
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第1章 立地適正化計画について 

 

1-1 立地適正化計画とは 

我が国では、人口の減少と高齢化の進展を背景とした消費活動や移動の減少に伴い、生活サービ

スの低下や財政の逼迫化などが予測され、高齢者や子育て世代にとって安心できる快適な生活環境

の実現や持続可能な都市経営を可能とする集約型の都市構造の形成が課題となっています。 

こうした中、国において平成 26 年に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行さ

れ、公共交通と連携し、居住や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導により、持続可能な『コンパ

クト・プラス・ネットワーク』の都市構造を目指す立地適正化計画制度が創設されるとともに、コ

ンパクトシティの形成に向け、都市構造の再構築や都市機能の高度化を図る事業などには支援措置

が設けられています。令和 2 年には法改正が行われ、頻発・激甚化する自然災害に対し、居住誘導

区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成が義務付けられるとともに、まちなかにおける

にぎわいの創出に向けた取組に対する支援制度が設けられるなど、安全で魅力的なまちづくりの推

進が図られています。 

立地適正化計画は、都市の抱える課題などを分析・把握し、目指すべき将来都市構造を展望する

とともにおおむね 5 年ごとに計画達成状況の評価を行い、状況にあわせて見直しを図るなど時間軸

を持ったアクションプランとして運用することで効果的なまちづくりを目指すものです。 

本市では、これまで、四日市市総合計画や四日市市都市計画マスタープラン全体構想において、

中心市街地など拠点となる駅周辺に都市機能の維持・集積を図りながら、都市基盤の整った居住地

の維持や拠点間の公共交通の維持・充実を図るなど、既存ストックを生かしたコンパクトなまちづ

くりを進めてきました。 

そこで、本市における現在の都市の状況や本市を取り巻く社会情勢などを踏まえ、コンパクトな

都市構造の具現化に向けた取組をより一層進めるため、立地適正化計画の策定に取り組みます。 

1-2 計画の位置付け 

立地適正化計画は、上位計画である四日市市総合計画、四日市市都市計画マスタープラン全体構

想との整合を図りながら、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりを

担う立地適正化計画と、ネットワークについて公共交通の維持・活性化や、便利で安心して利用で

きる持続可能な地域公共交通網の構築、地域公共交通を利用したくなるサービスの提供と雰囲気づ

くりなどを担う四日市市地域公共交通計画との連携により「コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク」の持続可能な都市構造の形成を目指すものです。 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

連携 

整合 

四日市市地域公共交通計画 

上位計画 
四日市市都市計画マスタープラン全体構想 

四日市市⽴地適正化計画 

四日市市 総合計画 
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■立地適正化計画で定める事項 

▶立地適正化計画の区域 

  ・計画区域＝都市計画区域 

  ・市街化区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定める 

▶居住誘導区域（市街化区域内） 

   ・人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ

ービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を定める 

    ※居住誘導区域外での一定規模の開発行為や住宅の建築等は、事前届出・勧告の対象 

▶都市機能誘導区域（居住誘導区域内） 

   ・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や地域拠点に誘導することにより、これら

各種サービスの効率的な提供を図る区域を定める 

▶誘導施設 

    ・都市機能誘導区域への立地を誘導する施設を定める 

     ※誘導施設の区域外への立地及び区域内における休廃止は、事前届出・勧告の対象 

▶基本的な方針 

  ・まちづくりの理念や目標、計画により実現を目指すべき将来の都市像を示す 

▶誘導施策 

  ・基本的な方針に沿って都市機能や居住の誘導を図る施策を定める 

▶防災指針 

  ・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指

針を当該指針に基づく具体的な取組とあわせて定める 

 

1-3 計画区域と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画区域 都市計画区域

計画期間
2040年
（概ね20年後の都市の姿を展望）
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第2章 課題の抽出及び分析 

 

2-1 現状及び将来の見通し 

(1) 本市の成り立ち 

 本市は、東西交通の要衝に位置し、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、東

海道と湊を繋ぐ街道では、旅館や商店、陣屋などが立ち並び、商業・行政の町として多くの人・

モノで溢れました。明治時代には国際貿易港となり、紡績工場や化学工業の立地が増加する中、

鉄道も開通し四日市駅（現 JR 四日市駅）を中心とした往来が盛んになりました。 

 太平洋戦争では、空襲により市街地の大半が焼失することとなりましたが、いち早く復興事業に

着手し、諏訪に移転した近鉄四日市駅と国鉄四日市駅との間を幅員 70ｍの道路で結び、沿道に市

役所などの官公庁、銀行などの高層建築物を集約するなど本市の中心部が形づくられました。ま

た、臨海部へは石油化学コンビナートが形成され、重化学を核に産業の集積が進み、近年では内

陸部に世界最先端の半導体工場が立地するなど、我が国屈指の産業都市として発展を続けていま

す。 

 この都市形成の過程で、居住地は東海道沿道や鉄道沿線から形成され、その後、高度経済成長期

には臨海部への産業集積に伴い急増する人口の受け皿として郊外丘陵部に大規模な住宅団地が

造成されました。 

 当時は、臨海部への産業立地と住まいを分離する政策が取られたこともあり、丘陵部と臨海部の

既成市街地との間には農地を含んだゆとりある住宅地が形成されています。 

(2) 交通基盤の状況 

 明治時代、関西鉄道（現 JR）の開通などにより陸海の交通の要衝となり、商工業の振興により都

市化が進展し、大正時代には伊勢鉄道（現近鉄）、昭和に入ると三岐鉄道が開通しました。 

 高度経済成長期においては、市街地の拡大に伴いバス路線も増加し、あわせて昭和 40 年代には

国鉄伊勢線が開通するなど交通機関の整備が進み、現在では 35 駅を有する鉄道網を軸として近

鉄四日市駅を起点に市街地を広くカバーする交通ネットワークが形成されています。 

 道路網については、東海道を起源とする国道 1 号や、モータリゼーションの高まりに対し国道 1

号のバイパスとして整備された国道 23 号が南北幹線を担っており、これらを基軸とした市内道

路網が形成されていますが、近年では産業交通や通過交通の増加により、特に沿岸部では交通

需要が超過し慢性的な渋滞が問題となっています。 

 そのため交通の分散を図るべく、現在、北勢バイパスやその他幹線道路の整備が進められてお

り、新たな道路ネットワークの構築による経済の好循環により、新規企業の進出や企業の設備

投資などの産業面のストック効果が期待されています。 
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 また、市内には東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、整備の進む東海環状自

動車道などの高速道路網に加え、国際拠点港湾である四日市港からの港湾関連交通を円滑に高

速道路網に連絡する臨港道路霞 4号幹線が整備されるなど、広域的な幹線道路ネットワークが

形成されています。 

 新名神高速道路においては、令和元年 3 月に四日市 JCT－亀山西 JCT が開通し、東名阪自動車道

とのダブルネットワークの形成とともに東名阪自動車道の渋滞が大幅に緩和されるなど、その

強化が図られています。 

■四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性 
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富田周辺 

塩浜周辺 
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(3) 現状と見通し 

①市全域の状況 

 総人口は、住民基本台帳ベースでは 2008 年の約 31.4 万人をピークに減少基調で、直近(2025 年

7 月)は約 30.6 万人で推移しています。国勢調査ベースでは 2010 年に約 30.7 万人、2015 年には

約 31.1 万人と微増している状況でしたが、2020 年に約 30.5 万人と減少基調に転じました。 

 立地適正化計画において将来見通しを考える際には、国より国立社会保障・人口問題研究所(以

下、社人研という。）の人口推計を使うこととされており、2020 年の国勢調査を基にした社人研

推計では、2030 年に 30 万人を切り、2040 年には 27.8 万人程度となる見込みです。市街化区域

内に限ると、2020 年に約 27.3 万人と市全体の約 89％を占め、可住地(市街化区域から工業専用

地域及び臨港地区を除いた地域）における人口密度は 45.2 人/ha となっており、2040 年に 41.1

人/ha に低下するものの、住宅地として確保すべき最低限の水準である 40 人/ha を維持すること

が見込まれます。また、高齢化率は 2020 年に 26.0％で 2040 年には 32.8％となる見込みです。 

2015 国調 都市計画区域 
 

市街化調整区域 

 

2015 国調 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 311,031 269,645 269,476 41,386 高齢者人口 75,660 24.7 
面積(ha) 20,080 7,506 6,025 12,574 生産年齢人口 189,755 61.9 
人口密度(人/ha) 15.5 35.9 44.7 3.3 年少人口 41,253 13.4 
 

2020 国調 都市計画区域 
 

市街化調整区域 

 

2020 国調 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 305,424 273,117 273,117 32,307 高齢者人口 79,361 26.0 
面積(ha) 20,084 7,524 6,043 12,560 生産年齢人口 188,481 61.7 
人口密度(人/ha) 15.2 36.3 45.2 2.6 年少人口 37,582 12.3 
 
2040 社人研推計 都市計画区域 

 
市街化調整区域 

 

2040社人研推計 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 277,664 248,293 248,293 29,371 高齢者人口 90,943 32.8 
面積(ha) 20,084 7,524 6,043 12,560 生産年齢人口 158,243 57.0 
人口密度(人/ha) 13.8 33.0 41.1 2.3 年少人口 28,478 10.2 
 

 都市機能について、医療・福祉・商業の生活サービス施設全てが徒歩圏にある区域の人口カバー

率は 66.1％となっており、それぞれで見ると、医療は 89.1％(三大都市圏 92％）、福祉は 90.4％

(三大都市圏 83％）、商業は 70.0％(三大都市圏 83％)となっています。なお、商業施設にコンビ

ニエンスストアやドラッグストア、定期市を含めた場合は 87.7％となり、この場合の生活サービ

ス施設全てが徒歩圏にある区域のカバー率は 80.1％となります。 

 公共交通について、臨海部を中心に市街化区域を広くカバーする鉄道網が形成されており、市の

人口の約半数が鉄道駅周辺に居住しています。また、バスのカバー率は 66.4％となっており、鉄

道と補完し合い中心市街地を中心に拠点と居住地を結んでいます。鉄道とバスをあわせた公共交

通のカバー率は 87.1％で市街化区域をおおむねカバーしており、バスを 30 本/日以上の運行に

絞った場合の基幹的公共交通のカバー率は 63.1％となり、三大都市圏の 66％より少し低い水準

となっています。 

都市機能 カバー率(%) 公共交通 カバー率(%) 

医療(病院、内科系・外科系診療所、小児科系診療所) 
90.5 

89.1（92） 鉄道 
51.3 

51.9（－） 
福祉(地域包括支援センター、在宅介護支援センター、 

訪問系施設、通所系施設、小規模多機能型施設) 
92.5 

90.4（83） バス 
66.4 

66.4（－） 

商業①（百貨店・スーパー） 
66.8 

70.0（83） 公共交通（鉄道と全てのバス路線） 
87.7 

87.1（－） 
商業② 
（上記＋ドラッグストア、コンビニエンスストア、定期市） 

86.4 
87.7（－） 

基幹的公共交通 
（鉄道と日 30 本以上運行するバス路線） 

62.8 
63.1（66） 

生活サービス施設①（医療・福祉・商業①） 
64.1 

66.1（－）   

生活サービス施設②（医療・福祉・商業②） 
79.6 

80.1（－） 
※上段が 2015 国調ベース、下段が 2020 国調ベース、 ( )は

三大都市圏の数値 

※カバー率：都市機能や公共交通の徒歩圏人口の割合。 

徒歩圏：都市機能や鉄道は半径 800m、コンビニエンスストア等は半径 500m、バス停は半径 300m。 
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②四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性ごとの状況 

■中心市街地（土地利用特性：商業・業務系土地利用（中心市街地）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 2.6％増加しており、将来的に市全域と近い

推移となる見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.5％となっており、将来的に市全域以上に高齢化が

進む見通し 

・人口密度は市全域より高密度であり、将来においても 50 人/ha の水準を維持する見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

＋2.6％ 

（▲1.8） 

▲9.1％ 

(▲9.1％) 

23.5％→36.0％ 

(26.0％→32.8％) 

58.9 人/ha→53.5 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、JR 四日市駅と近鉄四日市駅を結ぶ高質な歩行空

間を有する中央通りなど幅員の広い道路の割合が高い 

・特急停車駅であり、4 つの路線が接続する近鉄・あすなろう四日市駅や JR 四日市駅など広域公共

交通の結節点であり、20 を超えるバス路線の基点となる市内交通ネットワークの中心 

・大規模商業施設、博物館や文化会館などの高次都市機能の集積 

・生活サービス施設も充実しており生活利便性が高い 

・商店街では小売店舗が減り飲食店舗への転換が進む 

・近年、マンションの立地など土地の高度利用が進む一方、JR 四日市駅周辺などでは空き家・空き

地や駐車場などの低未利用地や老朽家屋が存在 

 

 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 27.2km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 100％(64.1) 内 13m 以上 14.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
100％(79.6) 

内 5.5-13m 47.5％(38.1) 

内 5.5 未満 37.9％(59.6) 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 

令和 7 年 11 月時点、（ ）は市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値）
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■富田周辺（土地利用特性：商業・業務系土地利用（既存大規模商業施設立地地区等）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 3.7％減少しており、将来的に市全域より人

口減少が進む見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.9％となっており、将来的には市全域の高齢化に近

い水準になる見通し 

・人口密度は市全域より低密度であり、将来において 40 人/ha を下回る見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲3.7％ 

（▲1.8） 

▲8.0％ 

(▲9.1％) 

23.9％→33.5％ 

(26.0％→32.8％) 

40.8 人/ha→37.6 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、道路密度が低い 

・急行停車駅であり、三岐鉄道が接続する近鉄富田駅など広域交通の結節点であり、ハイテク工業

団地への輸送拠点にもなっている 

・国道などの幹線道路や鉄道が通るなど公共交通の利便性が高い 

・宅配機能を有する大規模商業施設が立地 

・生活サービスの利便性が高い 

・近年、マンションなど土地の高度利用が進む一方、敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築

物や空き家・空き地が存在 

 

 

 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 18.9km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 100％(64.1) 内 13m 以上 0.0％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
100％(79.6) 

内 5.5-13m 46.9％(38.1) 

内 5.5 未満 53.1％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■塩浜周辺（土地利用特性：商業・業務系土地利用（既存大規模商業施設立地地区等）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 15.5％減少しており、将来的にも市全域よ

り人口減少が進む見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 41.9％となっており、将来的にも市全域以上に高齢化

が進む見通し 

・人口密度は市全域より低密度であり、将来において 40 人/ha を下回る見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲15.5％ 

（▲1.8） 

▲27.4％ 

(▲9.1％) 

41.9％→46.7％ 

(26.0％→32.8％) 

33.4 人/ha→24.2 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、道路密度が高く幅員の大きい県道等の幹線道路

が通る 

・急行停車駅であり、第 1 コンビナートなど周辺の多くの従業者数の往来を支える交通拠点 

・生活サービス施設の利便性は市平均より高い 

・敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築物や空き家・空き地が存在 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 32.4km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 0％(64.1) 内 13m 以上 4.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
98.4％(79.6) 

内 5.5-13m 36.0％(38.1) 

内 5.5 未満 59.4％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■既成市街地（土地利用特性：住宅系土地利用（既成市街地）） 

【人口動態】 

・市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し、既成市街地について、0.5％減少しており、将来

的に市全域と近い推移となる見通し 

・既成市街地内の臨海部について、人口は 3.6％減少しており、将来的にも市全域以上に人口減少

が進む見通し 

・既成市街地の 2020 年の高齢化率は 24.0％であり、市全域に近い割合で進む見通し 

・臨海部では 2020 年の高齢化率は 30.0％であり、市全域より高齢化が進む見通し 

・既成市街地の人口密度は市平均より高密度であり、将来的にも市全域を上回る見通し 

・臨海部の人口密度は市平均より高密度であり、将来的に市全域と同程度になる見通し 

 人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

既
成 

市
街
地 

▲0.5％ 

（▲1.8） 

▲7.1％ 

(▲9.1％) 

24.0％→31.1％ 

(26.0％→32.8％) 

51.4 人/ha→47.7 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 臨
海
部 

▲3.6％ 

（▲1.8） 

▲13.9％ 

(▲9.1％) 

30.0％→35.5％ 

(26.0％→32.8％) 

49.3 人/ha→42.5 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、狭あいな道路の割合が高い 

・公共交通、生活サービスの利便性は市平均程度 

・敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築物が存在しており、空き家・空き地も多い 

 

 

  

既
成
市
街
地 

基幹的公共交通 76.2％(62.8) 下水道カバー率 94.2％ 

公共交通 92.2％(87.7) 

道路 

密度 

全体 21.5km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 74.6％(64.1) 内 13m 以上 1.2％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
92.2％(79.6) 

内 5.5-13m 33.2％(38.1) 

内 5.5 未満 65.1％(59.6) 

臨
海
部 

基幹的公共交通 73.2％(62.8) 下水道カバー率 97.9％ 

公共交通 90.9％(87.7) 

道路 

密度 

全体 26.7km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 56.2％(64.1) 内 13m 以上 1.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
83.7％(79.6) 

内 5.5-13m 34.9％(38.1) 

内 5.5 未満 63.3％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値）

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■住宅と工場の混在地域（土地利用特性：住宅と工場の混在地域） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 2.7％減少しており、将来的には市全域より

人口減少が緩和される見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.8％となっており、将来的に市全域の高齢化率を下

回る見通し 

・人口密度は市平均より下回っており、将来的に 24 人/ha 程度となる見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲2.7％ 

（▲1.8） 

▲8.1％ 

(▲9.1％) 

23.8％→31.9％ 

(26.0％→32.8％) 

26.3 人/ha→24.2 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、道路密度が若干低い 

・公共交通や生活サービスの利便性は、市の平均を若干下回る水準 

 

 

  

基幹的公共交通 71.8％(62.8) 下水道カバー率 92.5％ 

公共交通 76.4％(87.7) 

道路 

密度 

全体 19.8km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 56.5％(64.1) 内 13m 以上 2.1％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
75.6％(79.6) 

内 5.5-13m 47.9％(38.1) 

内 5.5 未満 49.0％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■住宅団地（土地利用特性：住宅団地） 

【人口動態】 

・高経年住宅団地について、近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 4.4％減少してお

り、将来的にも市全域以上に人口減少が進む見通し 

・昭和 56 年より後に造成の団地では、1.9％減少しており、将来的にほぼ維持される見通し 

・高経年住宅団地について、2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 35.8％となっており、将来

的にも市全域以上に高齢化が進む見通し 

・昭和 56 年より後に造成の団地では、2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 17.9％と下回って

いるものの、将来的には市全域の高齢化率に近い水準になる見通し 

・高経年住宅団地の人口密度は、市全域より高密度であり、将来において 50 人/ha を下回る見通し 

・昭和 56 年より後に造成の団地では、人口密度は市全域より高密度であり、将来において 60 人/ha

を超える見通し 

 人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

高経年 

(Ｓ５６以前) 

▲4.4％ 

（▲1.8） 

▲18.2％ 

(▲9.1％) 

35.8％→37.2％ 

(26.0％→32.8％) 

58.5 人/ha→47.8 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

S56 より後 
▲1.9％ 

（▲1.8） 

＋0.3％ 

(▲9.1％) 

17.9％→33.6％ 

(26.0％→32.8％) 

67.3 人/ha→67.5 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、高経年住宅団地では幅員にゆとりのある道路の

割合が高い 

・公共交通や生活サービス施設の利便性は市平均程度であるが利便性の劣る団地が存在 

・敷地面積にゆとりのある住環境が形成されているものの、高経年住宅団地では昭和 56 年以前の

旧耐震の建築物が存在 

  

高
経
年 

(

⑘
␾
␿
以
前) 

基幹的公共交通 58.2％(62.8) 下水道カバー率 97.1％ 

公共交通 95.7％(87.7) 

道路 

密度 

全体 30.6km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 63.6％(64.1) 内 13m 以上 3.7％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
70.5％(79.6) 

内 5.5-13m 46.1％(38.1) 

内 5.5 未満 50.1％(59.6) 

⑘
␾
␿
⎻
⎽
後 

基幹的公共交通 38.1％(62.8) 下水道カバー率 91.4％ 

公共交通 85.8％(87.7) 

道路 

密度 

全体 33.7km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 47.2％(64.1) 内 13m 以上 0.0％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
68.6％(79.6) 

内 5.5-13m 39.3％(38.1) 

内 5.5 未満 60.7％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■宅地と農地の混在地域（土地利用特性：宅地と農地の混在地域） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 3.0％増加しており、将来的にも市全域より

人口減少が緩和される見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 20.7％と下回っており、将来においても市全域の高齢

化を下回る見通し 

・人口密度は市全域より高密度であり、将来においても 40 人/ha の水準を維持する見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2 国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

＋3.0％ 

（▲1.8） 

▲3.5％ 

(▲9.1％) 

20.7％→28.8％ 

(26.0％→32.8％) 

46.0 人/ha→44.4 人/ha 

(45.2 人/ha→41.1 人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・下水道はおおむね整備されているものの、区域として道路密度が低く狭あいな道路の割合も高い 

・公共交通や生活サービス施設の利便性は市平均を若干上回るが利便性の劣る地域も存在 

・周辺に都市農地など緑の多い住環境が形成 

 

  

基幹的公共交通 56.4％(62.8) 下水道カバー率 95.2％ 

公共交通 80.3％(87.7) 

道路 

密度 

全体 15.5km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 67.0％(64.1) 内 13m 以上 1.8％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
82.6％(79.6) 

内 5.5-13m 25.9％(38.1) 

内 5.5 未満 70.6％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値）

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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2-2 課題の整理 

(1) 人口の減少 

 我が国の人口は 2020 年時点で約 1億 2615 万人であり、2040 年には 1億 1284 万人、2060 年には

9615 万人になると推計されています。これは 63 年前の 1963 年の人口水準であり、本市に置き換

えますと人口約 21 万人の時代になり、将来的な人口の減少は避けて通れない課題です。 

 推計では、2040 年の本市の市街化区域内可住地の人口密度は、住宅地として確保すべき最低限の

水準である 40 人/ha を確保できる見込みであるものの、同時に進む高齢化などを背景に消費活

動や移動が減少し公共交通や生活サービスなどの維持が難しくなり、まちのにぎわいや活気が低

下する恐れがあることや、空き家・空き地の増加などによる生活環境の悪化、住民一人あたりの

社会コストの負担増が懸念されます。 

 このため、道路や公園などの都市基盤、公共交通や生活サービス施設などの都市機能、住宅など

の既存のストックを効率的に活用できるような土地利用を誘導していく必要があります。 

(2) 土地利用特性ごとの課題 

 市の商業・業務の中心であり、市内の公共交通ネットワークの起点でもある中心市街地は、広範

囲から多くの人が利用する高次都市機能が集積しており、人口減少・高齢化の進展に伴う消費活

動や移動の減少によりその機能が損なわれないよう、都市機能の維持・集積とともに空き家・空

き地や駐車場などの低未利用地や老朽家屋等の流動化を促していく必要があります。 

 急行停車駅の近鉄富田駅のある富田周辺は、市北部の交通結節点で宅配機能も備える買い物拠点

が立地する利便性の高い北部の生活拠点ですが、道路密度が低く周辺道路では渋滞が発生するな

ど対応が行き届いていない部分もあります。名古屋へのアクセスの良さなども考慮の上、必要と

なる対策を施しながらその拠点性を維持していく必要があります。 

 臨海部等の既成市街地では、人口減少・高齢化が進行する見通しであり、古くからの市街地など

敷地面積が狭く狭あいな道路や旧耐震の建築物が多い区域も存在することから、公共交通や生活

サービスの維持とともに生活の快適性の向上を図るなど、高齢者も暮らしやすい住環境の形成が

必要です。また若い世代の誘導などにより多世代の住むまちづくりを図っていく必要があります。 

 住宅団地では、年数を経てくると一斉に人口減少・高齢化が進むことから、都市機能や公共交通

の維持が困難になっていく恐れがあるとともに、空き家・空き地の増加により生活環境の悪化が

進むことが懸念されます。また団地によって公共交通や生活サービスの利便性が異なっているこ

とから、団地特性に応じて生活の快適性の向上を図るとともに子育て世代など新たな世代の入居

を促し、若い世代から高齢の世代まで、多世代の住むまちづくりを図っていく必要があります。 

 宅地と農地の混在地域は、人口減少・高齢化の進行は緩やかな見通しであり、日常生活サービス

施設や公共交通の利便性は市平均を若干上回る水準ですが、道路密度が低く狭あいな道路の割合

が高いことから、適切な開発の誘導などにより良好な居住環境の形成を促していく必要がありま

す。また、オープンスペース機能などを有する生産緑地などの都市農地については保全に努め、

都市と農地が調和したゆとりある住環境を形成していく必要があります。 
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(3) 四日市市の強み 

 産業都市として発展を続けてきた本市は、中心市街地や臨海部、内陸部に多様な企業、働く場

が集積しており、産業の牽引効果により人口動態が社会増で推移するとともに税収と雇用が堅

調に推移しています。また、地域毎に特性は異なりますが、日常生活サービス施設や公共交通

の利便性についても、市域を通して一定のサービスレベルが保たれています。 

 本市を取り巻く社会情勢に目を移すと、リニア中央新幹線の東京・名古屋間の開通により、本

市が東京 2時間圏の都市となるとともに、名古屋 2 時間圏人口が東京 2 時間圏を抜いて国内最

大となるなど名古屋圏の優位性が飛躍的に向上することから、人・モノの対流が促進され、関

係人口の拡大など大きな効果が期待されています。 

 また、新名神高速道路の開通により東名阪道の渋滞が解消され、企業集積に恵まれた本市には大

きな経済効果が生まれているほか、東海環状自動車道の延伸により沿線都市との産業連携が強化

されるとともに滋賀県や北陸方面との輸送性が向上し、国際拠点港湾四日市港の利用優位圏の拡

大が期待されるなど、広域的な幹線道路ネットワークの整備効果も期待されています。 

 さらに、本市は、平成 30 年 12 月に中枢中核都市に指定されており、地域社会を維持するための

中心拠点として近隣市町村を含めた地域全体の経済・生活を支え、東京圏への人口流出を抑止す

る機能を発揮することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このままいくと… 

●2015 年をピークに人口減少、高齢化の進行 
31.1 万人(2015)→27.8 万人(2040)(▲10.7％(全国▲11.2)) 
高齢化率24.7％(2015)→32.8％(2040)(全国26.6→34.8） 
※中心市街地、臨海部既成市街地、高経年住宅団地で顕著 

●子育て世代の減少 30～44 歳で転出超過 

人口減少・高齢化の進行 

■まちのにぎわいや活気の低下 

⇒高齢化や生産年齢人口の減少による消費活動や移動の減少に伴

い、都市機能の維持が困難化し、都市のにぎわいや活気が低下 

■生活環境の悪化 

⇒人口減少・高齢化に伴う空き家・空き地の増加などによる生

活環境の悪化 

■公共交通の利便性の低下 

⇒公共交通利用者の減少に伴い、収支率の低い路線の減便

や廃線により公共交通の利便性が低下 

■行政運営の逼迫化 

⇒都市基盤や公共資本ストックの維持管理費用の増大や民生費

の拡大による財政支出の拡大や税収減により行政運営が逼迫 

現状及び見通しと課題 

●リーマンショック以降の社会減が 2015 年より社会増
にシフト、社人研推計も社会増で推計 
年度 2009→2014 2015→2018 2019→2024 

社会増減 ▲398(人/年) +430(人/年) +300(人/年) 

●働く世代の増加 20～24歳で大幅な転入増加 
●昼夜間人口比率104.7(R2国調) 

産業が牽引する人口動態 

四日市市の強み 

■民間投資 

⇒中心市街地では、学術研究・宿泊施設など民間投資が進む 

⇒中心市街地や富田駅周辺で多くのマンションが供給 

■生活サービス機能の充実 

⇒拠点施設を中心とした医療・福祉機能の充実 

（老衰の死亡率 男性：全国3 位、女性：全国1 位） 

⇒宅配サービス機能を備えた拠点的商業施設が配置 

■鉄道を軸とした公共交通網 

⇒中心市街地を中心に居住地と就業地が結ばれた公共交通網 

⇒35 駅を有する鉄道駅徒歩圏に市人口の約半数が居住 

■産業都市 

⇒中心市街地や臨海部、内陸部に多様な企業・働く場が集積 

⇒内陸型産業や都市型産業など設備投資やオフィス賃借が活発 

⇒好調な産業による税収（財政力指数1 超）と雇用を確保 

四日市市の強みを後押しする社会情勢 

リニア時代のスーパーメガリージョンの形成 

●リニア中央新幹線整備により形成されるスーパーメガリー

ジョンの人・モノなどの交流促進効果 

広域幹線道路ネットワークの形成 

●整備の進む東海環状自動車道や北勢バイパスなど広域幹

線道路ネットワークのストック効果 
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第3章 立地適正化計画における基本的な方針 

 

3-1 基本的な方針 

人口減少・高齢化の進行が避けられない中で、本市においては、都市の活力の維持に向け、ス

ーパーメガリージョン形成による関係人口の拡大効果を最大限に享受できるよう、リニア時代を

見据えたまちづくりを進めていく必要があります。このため、立地適正化計画を活用し、駅前広

場・歩行空間等の整備や高次都市機能の誘導などにより、居心地がよく歩きたくなるようなまち

なかを形成するなど都心部におけるにぎわいの創出や魅力の向上を図ります。 

また、健康寿命が延びている高齢者も元気に働きながら暮らしていけるような環境を整えてい

くことが必要であり、同時に近年社会増であるものの転出超過している子育て世代の定住を図る

とともに女性の社会進出を促していくことも必要です。こうした中で、これまで培ってきた既存

ストックを有効に活用しながら、地域特性に応じた住空間の再生や安全な住環境の形成を図ると

ともに、中心市街地を中心に形成されている交通ネットワークの維持・充実を図ることにより、

働く世代・子育て世代から高齢者や女性なども含めて、働きやすく暮らしやすいまちづくりを進

めることとし、下記のとおり基本理念を定め、3 つの方針に沿った取り組みを進めます。 

【基本理念】 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リニア時代の関係人口拡

大効果を生かすよう、市内

外から多くの人が訪れ・働

き・学び・楽しみ・交流す

る都市機能が集積し、交通

結節点でもある中心市街

地や地域拠点の魅力を高

め、みんなから選ばれるま

ちづくりを進めます 

住み慣れた場所で、健康で

元気に暮らしていけるよ

う、これまで蓄積した都市

機能や都市基盤を有効活

用しながら歩いて暮らせ

るまちづくりを進めます 

転出が超過している子育

て世代が、将来に渡り働き

暮らし続けられるよう、働

きながら安心して子育て

ができるまちづくりを進

めます 

方針 1 
リニア時代に輝くまち 

方針 2 
住み慣れた場所で 
いつまでも元気に 

暮らせるまち 

方針 3 
子育てしながら 

働いていけるまち 

いきいきと働き暮らし続けられるまちづくり 
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3-2 目指すべき将来都市構造 

本市は、高次都市機能が集積し広域交通ネットワークの中心でもある中心拠点や、地域の生活を支

える拠点的な機能が立地する買い物拠点、急行停車駅で就業地へのアクセス拠点でもある交通拠点、

日本有数の産業都市として臨海部の工場集積地や内陸部産業用地などの産業拠点が形成されています。 

これら拠点の維持・強化を図るとともに、既成市街地や郊外住宅団地、鉄道駅周辺など、それぞ

れの地域特性に応じた居住地の住環境の向上を図ることにより、安心して子育てができ、住み慣れ

たまちで元気に暮らしていけるまちづくりを目指します。 

また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35駅を

有する鉄道と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、中

心拠点と地域拠点等を都市の骨格となる公共交通軸である鉄道路線や基幹バス路線で結ぶととも

に、機能の維持・強化を図る地域拠点等と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率

よく結ばれた持続可能な都市構造の形成を目指します。 

■目指すべき将来都市構造イメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※リニア中央新幹線の整備にあわせ、名古屋駅に直結する形で高速道
路が整備される予定であり、鉄道による移動効率の向上に加え、高速
道路を経由した公共交通ネットワークのアクセス性向上も期待される 

摘要凡例

まちづくりの
骨格となる
公共交通
ネットワーク軸

近鉄名古屋線・湯の山線、ＪＲ関西本線、伊勢鉄道、
三岐鉄道三岐線、あすなろう鉄道内部・八王子線

鉄道・鉄道駅

居住地と拠点や就業地を結ぶ基幹的バス路線
（30本/日相当運行路線）

基幹バス
ネットワーク

三重交通、三岐鉄道、四日市市自主運行バス、NPO法人生活バス
四日市、こにゅうどうくんライナー

バス停
バスターミナル
バス乗り継ぎ拠点

郊外部から公共交通ネットワーク軸や生活拠点を結ぶ交通ネットワーク支線交通

国道1号・23号、北勢BP（整備中）、国道477号BP、霞4号幹線,、東名阪
自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東海環状自動車道

高速道路、
幹線道路

リニア時代や広域幹線道路ネットワークを生かした将来イメージ将来ネットワーク

摘要凡例

近鉄四日市駅周辺からJR四日市駅周辺に
かけての中心市街地

中心拠点

富田周辺（買い物拠点(富田・富洲原周辺)と
交通拠点(近鉄富田駅)）

地域拠点

富田・富洲原周辺、日永周辺、尾平・生桑周辺買い物拠点

近鉄富田駅、塩浜駅交通拠点

四日市港及び臨海部工場地帯＋コンビナート、
内陸型産業地、産業の維持・増進を図る区域

産業拠点

区域
市街化
区域

居住誘導
区域

市街化
調整区域
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3-3 課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 

目指すべき将来都市構造の実現に向け、基本的な方針に対応した課題解決のための施策・誘導方

針を整理します。 

■課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

方針① 
リニア時代に輝くまち 

 

方針② 
住み慣れた場所で 

いつまでも元気に暮らせるまち 

方針③ 
子育てしながら 

働いていけるまち 

都
市
機
能 

中⼼拠点の都市機能の⾼度化・集約化 
・リニア時代に相応しいゲートウエイの整備 
・中⼼市街地の回遊性の向上 
・駅近くに拠点的な都市機能のほか、学び・楽
しみ・交流する機能を誘導 

（図書館、大学やサテライトキャンパス等） 
・都市型産業・知的産業の誘導 

生活サービス機能の維持 
・医療と福祉が連携した市独⾃の地域包括ケアシステムの維持・充実 
・買い物拠点の維持 
・総合型地域スポーツクラブなど健康で元気に暮らせる機能の充実 

地域拠点の拠点化の促進 
・近鉄富田駅における交通結節機能の強化 
・北部地域を⽀える都市機能の維持・集約化 

居
住 

利便性を享受できる中⼼拠点、地域
拠点における都⼼居住の促進 
(⾼度利⽤や再開発の誘導) 

生活快適性の⾼い区域への居住の誘導 
・⾼次都市機能へのアクセス性の⾼い区域へ居住を誘導 
・日常生活サービス施設の利便性の⾼い区域や都市基盤の整った住宅地へ居住を誘導 

リニア時代を生かした既存住宅の再生 
・スーパーメガリージョン形成に際する名古屋
駅へのアクセス性向上を生かした広域幹線
道路ネットワーク周辺の住宅地の価値向上 

ストックとしての住宅の有効活⽤ 
・子育て世帯や学生などの住まいとして空き
家や空き⼾を活⽤ 

居住誘導を図る区域の居住環境の向上 
・木造家屋密集区域等における面的再編の誘導（臨海部既成市街地等） 
・空き家・空き地を活⽤したゆとりある住空間の形成（臨海部既成市街地等) 
・建替えやリノベーションの誘導（臨海部既成市街地、⾼経年郊外住宅団地等） 
・オープンスペース機能を有する都市農地の保全と環境と調和したゆとりある居住環境の 
形成（宅地と農地の混在地域) 

・遊休⼟地を活⽤した公園の再編などによる住宅団地の⾼質化（⾼経年郊外住宅団地等） 

安全安⼼な居住環境の実現 
・災害リスクに配慮したまちづくり   ・災害リスクに係る情報の提供 
・耐震化の促進   ・⽼朽家屋の除却促進 

交
通 

中⼼市街地を中⼼とした交通ネットワークの維持・再編 
・鉄道の維持  ・基幹的バスの維持  ・⽀線バスやその他交通手段により居住誘導区域外や交通空白地域の移動手段を確保 
・まちなかを回遊する移動手段の強化 

広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 
・広域幹線道路やコミュニティターミナル等を活⽤した交通ネットワークの形成 ・輸送⼒の強化 

ﾘﾆｱ時代に向けた交通利便性の向上 
・中⼼拠点、地域拠点の交通結節機能強化 
（バスターミナル(バスタ四日市)整備等） 
・広域道路を生かした名古屋へのｱｸｾｽ性向上 

持続可能な交通ネットワーク 〜持続可能な交通ネットワークにより誰もが移動しやすい交通環境を形成〜 

「いきいきと働き暮らし続けられるまちづくり」 

子育て機能の強化 
・保育施設等の⽴地促進と子育てｻｰﾋﾞｽの向上 
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第4章 都市機能誘導区域について 

4-1 都市機能誘導区域の設定 

 

(1) 都市機能誘導区域を設定する拠点 

本市では、医療・福祉の機能については地区市民センター管轄区域である 24 地区を活用した地

域包括ケアシステムが運用され、子育て支援機能については地区の不足状況などに応じた施設配置

を行うなど、市域全域を見通してサービスレベルの確保が図られています。また、商業施設につい

ては、中心市街地に百貨店など拠点的施設、買い物拠点に大規模商業施設が立地し、市街化区域を

おおむねカバーする形で食品スーパーやホームセンターなどが立地している状況です。 

こうした状況を踏まえ、都市の活力の中心で、高次都市機能が集積し、広域交通ネットワークの

中心でもある中心拠点を都市機能誘導区域に設定し、リニア時代に輝けるまちに向けて、市内外か

ら多くの人が訪れ、働き、学び、楽しみ、交流するような都市機能の誘導を図ります。 

また、地域拠点の富田周辺について、名古屋へのアクセス性や都市機能の集積状況など拠点性は

高いものの、現段階では都市機能誘導区域には設定しないこととします。まず都市の核となる中心

拠点の拠点化を推進するとともに、その進捗状況、リニア中央新幹線や広域幹線道路ネットワーク

の整備状況・効果などを考慮しながら、拠点化の促進に向けた検討を進めるとともに将来的な都市

機能誘導区域の設定を検討していきます。 

その他の拠点について、拠点としての機能は有するものの都市機能誘導区域の設定は行わないこ

ととします。 

■各拠点の状況 

種別 細別 
中心拠点 地域拠点 買い物拠点 交通拠点 

中心市街地 富田周辺 日永周辺 尾平・生桑周辺 塩浜駅 

交通 主要アクセス点 近鉄四日市 JR 四日市 近鉄富田 JR 富田 
あすなろう 

南日永・泊 
近鉄四日市 － 

鉄道 
特急等 特急 特急 急行 区間快速 普通 － 急行 

R5 利用者(千人/日) 約 44.1 約 4.4 約 22.5 約 1.5 約 2.1 － 約 6.9 

バス 
R7 路線数 14 5 3 1 6 2 1 

R7 本数/日（平日） 542 149 76 21 211 130 19 

道路 主要アクセス R1,R23 R1,R23 R1 R477BP R23 

生活 大規模商業施設 
近鉄百貨店 

トナリエなど 
ｲｵﾝ四日市北 

日永ｶﾖｰ、 

ｲｵﾝﾀｳﾝ泊 

ｲｵﾝ尾平、 

ｻﾝｼ生桑 
－ 

居住者 R2(千人)※800m 圏 約 18.3 約 13.2 約 11.3 約 11.2 約 3.8 

就業 

H28 従業者(千人) 約 31.3 約 4.2 約 8.9 約 4.8 5.7 

H26 小売商品販売額 

（百万円） 
81,206 26,782 42,246 31,989 4,191 

※該当地区 （中部） (富田・富洲原) (日永) (三重・神前) (塩浜) 

    ※商業販売額は該当地区全体の数値  
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(2) 都市機能誘導区域の設定 

中心市街地における都市機能誘導区域の設定では、関連計画等で検討してきたこれまでのまちづ

くりの経緯や鉄道駅からの利便性（おおむね鉄道駅から 800m 圏域を目安とする）等を考慮し、中

心市街地活性化基本計画における計画範囲とします。 

■都市機能誘導区域【中心拠点】 

  
面積 Ｈ２７人口 Ｒ２人口 Ｒ２２人口 

（ha） ％ （人） ％ 密度 （人） ％ 密度 （人） ％ 密度 

中心市街地 185.0 2.5％ 10,114 3.8 54.7 10,378 3.9 56.1 9,431 3.9 51.0 

※％は市街化区域に対する割合を示す。人口は H27、R2 国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で

按分し算出。R22 人口は国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、上記

ツールの計算結果を加工して作成。 

 

■都市機能誘導区域【中心拠点】における主な都市機能の配置状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 四日市をとりまく社会経済情勢の変化や、旧

計画の進捗状況等を踏まえ、中心市街地により

多くの人が集い、快適な生活を営む場としてに

ぎわいのある、新しい時代の本市の中心市街地

を形成するため、四日市市及び関係機関、商業

者、事業者が実施する具体的な方策や事業の方

向性を掲載する事業の実施計画 

東西を JR 四日市駅周辺(国道 164 号まで)か

ら堀木日永線までを含んだ区域、南北を阿瀬知

川･鵜の森公園から柳通りを含んだ区域(面積約

185ha)を計画範囲としている 

■  

【計画範囲】 
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(3) 地域拠点について 

富田・富洲原周辺及び近鉄富田駅周辺は、北部地域を支える買い物拠点であるとともに駅に隣

接して高校が立地するなど都市機能がおおむね揃っています。また、交通拠点でもある近鉄富田

駅は、名古屋へのアクセス性が高い急行停車駅でハイテク工業団地へのアクセス拠点にもなって

います。西口の駅前広場が整備されていますが、近年では駐輪場の不足や周辺道路における渋滞

などその対応が十分に行き届いていない部分もあります。 

このため、リニア時代に向けてまずは中心拠点における都市機能の高度化・集約化を進めてい

きますが、その進捗状況やリニア中央新幹線・広域幹線道路ネットワークの整備状況・効果など

を考慮しながら、駅周辺の交通結節機能強化や都市基盤のリニューアルの必要性などの検討を進

めるとともに、必要に応じて都市機能誘導区域の設定を検討していきます。 

■地域拠点（富田周辺）【将来的に都市機能誘導区域の設定を検討するエリア】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域拠点（富田周辺）における主な都市機能の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

都市機能誘導区域
鉄道・鉄道駅

JR富田駅・近鉄富田駅800m圏域
主な都市機能(駅800m圏域外)
主な都市機能(駅800m圏域内)
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4-2 誘導施設の設定 

 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

都市の活力の中心で、高次都市機能が集積し、広域交通ネットワークの中心でもある中心拠点に

おいて、市内外から多くの人が訪れ、学び、楽しみ、交流することにより都市の活動量が増加し、

にぎわいが創出されるような都市機能を誘導施設に設定します。 

なお、医療・福祉・子育ての都市機能は、市域全域を見通してサービスレベルの確保を図ってい

ることから、中心拠点における誘導施設には設定しないこととします。 

■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

行政 中枢的な行政機能 

・近鉄四日市駅、JR 四日市駅の中間に市役所、総合会館が立地し

ている。 

⇒中枢的機能として維持を図る 

商業 
時間消費型など様々
なニーズに対応した
拠点機能 

・百貨店などの大規模商業施設、商店街など様々なニーズに対応し

た施設が立地している。 

⇒拠点的な商業機能としての維持・誘導を図る 

金融 
決済や融資などの金
融機能を提供する機
能 

・銀行、信用金庫、JA、郵便局などが多数立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、維持を図る 

教育 
文化 

市民全体を対象とし
た教育文化サービス
の拠点となる機能 

・文化会館、博物館などが立地している。区域外に図書館が立地し

ている。 

⇒市民全体を対象とした拠点的な機能として維持・誘導を図る 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒人材育成、就労・定住や市外からの若い世代の増加によるにぎ

わいの創出など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービ
スを受けることがで
きる機能 

・区域外に市立四日市病院や県立医療センター、羽津医療センター

など総合的な病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

福祉 

介護 

全市民を対象に高齢
者福祉の指導・相談窓
口や活動の拠点とな
る機能 

・中地域包括支援センターである本町プラザが立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

子育て 
働き交流する場所か
つ交通結節点に必要
とされる機能 

・子育て支援センターや企業内保育施設などが立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

その他 

都市の活力の源とな
る都市型産業などの
働く機能 

・オフィスビルなどが多数立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、今後も立地誘

導を図る 

都心居住の促進に向
けた居住機能 

・マンションが多く立地しており近年増加傾向。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、今後も立地誘

導を図る 
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(2) 誘導施設の設定 

中心拠点における都市機能集積状況などを踏まえ、誘導施設を以下のように設定します。 

■誘導施設（中心拠点） 

機能 誘導施設 摘要 

行政 市役所 地方自治法第 4 条第 1 項に規定する市役所 

商業 百貨店、複合型商業施設 
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積が10,000

㎡以上の商業施設（共同店舗・複合施設含む） 

教育文化 

図書館 図書館法第 2条に規定する施設 

博物館 博物館法第 2条第 1 項に規定する施設、第 31 条に規定する施設 

文化会館 
主に市民を対象とした文化芸術に関する講演等を行う収容人数

1000 人以上のホール機能を有する施設 

文化交流施設 
主に市民の交流等を目的とした客席数 200 席以上のホール機能を

有する施設 

コンベンション 
主に市民向けの展示会や会議などを開催することができる収容人

数 300 人以上のホール・会議室等を有する施設 

大学・専門学校 

※ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ、学術研究

施設含む 

学校教育法第 1 条に規定する大学、学校教育法第 124 条・134 条

に規定する学校 

※大学の組織の一部として構成する学術研究機関を含む 

 ※複合施設の取扱いについて 

単独で延べ面積が 10,000 ㎡未満の施設であっても、他の誘導施設とあわせて延べ面積が 10,000

㎡以上となる建築基準法施行令第 130 条の 5 の 2 第 1 号、第 2 号、第 5 号及び第 130 条の 5 の 3

第 2 号、第 3 号に規定する店舗・施設並びに建築基準法施行令第 19 条第 1 項に規定する児童福

祉施設等（就寝室を有する施設を除く。）及び診療所（病床を有する施設を除く。）で、管理者が

同一かつ利用者が一体施設として利用する複合施設は誘導施設とみなす。 

 ※文化交流施設について 

主に市民の交流等を目的とした集会室等を有する施設は、他の誘導施設とあわせて延べ面積が

10,000 ㎡以上となるものは誘導施設とみなす。 
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4-3 都市機能誘導区域に係る届出制度 

 

(1) 都市機能誘導区域に係る届出制度（都市再生特別措置法第 108 条） 

都市機能誘導区域における誘導施設の立地動向等を把握するため、都市機能誘導区域外において、

誘導施設を有する建築物の開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法第 108 条第 1 項

の規定に基づき、当該行為に着手する日の 30 日前までに市への届出が必要となります。 

また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を有する建築物を休止し、または廃止しようとす

る場合は、同法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、休廃止しようとする日の 30 日前までに市へ

の届出が必要となります。 

なお、当該行為が都市機能誘導区域への誘導施設の立地誘導を図る上で支障があると認められる

ときは、協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行う場合があります。 

■届出の対象となる行為 

【都市機能誘導区域外における誘導施設の開発行為又は建築等行為】 

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

【都市機能誘導区域内における誘導施設の休止または廃止】 

休止・廃止 ・誘導施設を有する建築物を休止し、または廃止しようとする場合 

【届出対象のイメージ（例：教育文化機能の場合）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4 改訂、国土交通省）を一部編集 
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第5章 居住誘導区域について 

 

5-1 居住誘導区域の設定 

 

(1) 居住誘導区域の方向性 

高次都市機能への鉄道によるアクセス性が高く生活サービス施設も徒歩圏にある区域、公共交通

及び生活サービス施設が徒歩圏にある区域、土地区画整理事業などの大規模造成地や下水道が整備

された区域など都市基盤の整った区域を居住を誘導する区域とします。 

また、災害リスクの高い区域、産業の維持・増進を図るべき区域、緑の保全・創出を図る区域に

ついては、誘導区域から除外します。 

以下のフローにより居住誘導区域を設定します。 

 

■居住誘導区域の設定フロー 
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≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 

 

①災害リスクの高い区域 

〇都市計画運用指針に示されている居住誘導区域に含めないことが望ましい区域を踏まえるとと

もに、本市における災害リスクの状況などから以下の区域を居住誘導区域から除外します。 

除外条件：土砂災害特別警戒区域※、急傾斜地崩壊危険区域※、想定津波浸水深 2.0m 以上の区域（津

波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定図（三重県：H27.3.31）をベースに地形地物

（街区・道路・水路等）や周辺街区との連続性などを考慮し設定。ただし浸水想定 2m 以上であっ

ても水路や道路上のみの場合や周辺街区と連続性の低い小規模なものは除外しない。） 

※土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域が新たに追加された場合は居住誘導区域に含めないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、大きな被害が予測される南海トラフ地震の理論上最大震度、養老－桑名－四日市断層帯の地震震度は全域的

に震度 6 強以上と予測される。南海トラフ地震による津波により臨海部では広く浸水が想定され（浸水深 2ｍ未満

の区域含む）、河川沿岸部や下流域を中心とした区域では大雨による洪水浸水などが想定される。また、土砂災害警

戒区域など内陸部を中心に土砂災害の危険性の高い区域が存在している。  

STEP1：居住誘導区域から除外する区域 

② 

⑤ 

③ 

②

① 

④
① 

③ 

⑤④

②

凡例
⼟砂災害特別警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域
想定津波浸水深2m以上

鉄道
鉄道駅
市街化区域
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◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方

有無 居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

なし － －

なし － －

有

有

なし － －

都市計画運用指針において原則として居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

なし － －

有

リスクの周知とともに、危険度が高まった場合の避
難の迅速化に向けた体制の整備など対応も図られて
おり、こうした取組を継続することとし、居住誘導
区域から除外しない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

有

ハード対策のほか、リスクの周知とともに津波避難
ビルの指定や危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備などソフト対策の充実が図られ
ており、こうした取組を継続することとし、基本的
に居住誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏まえ、木造家
屋が全壊する危険性が飛躍的に高くなる浸水深２ｍ
以上の区域について、居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波
防護施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明
示、災害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情
報発信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

なし

なし

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

有
市域全域にわたる大地震となる等、除外することは
現実的でないことから、各対策の推進を前提とし、
居住誘導区域から除外しない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やラ
イフライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対
策
・防災マップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

有
液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置される等、除
外することは現実的でないことから、各対策の推進
を前提とし、居住誘導区域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなど
も踏まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充
実等発生後の迅速な対応を目指す

ハード対策のほか、リスクの周知とともに河川水位
の監視による避難情報の発令体制などソフト対策も
図られており、浸水区域は市街地の広範囲に渡るも
のの、事前に予測・準備ができる可能性が高い点な
ども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を前
提に居住誘導区域から除外しない

津波災害警戒区域
(津波防災法)

都市洪水想定区域など
(特定河川法)

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

津波災害特別警戒区域
(津波防災法)

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当でないと判断さ
れる場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視による避難情
報の発令体制などソフト対策が図られており、浸水
区域は市街地の広範囲に渡るものの、想定し得る最
大規模(年超過確率1/1000)の降雨の想定であり、
事前にある程度の予測・準備ができる可能性が高い
点なども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進
を前提に居住誘導区域から除外しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リス
クの周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(避難準備情報、避難
勧告、避難指示）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

計
画
規
模

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
災
害
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

災害危険区域
(建基法)

地すべり防止区域
(地すべり等防止法)

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知とともに、危険度
が高まった場合の避難の迅速化に向けた体制の整備
など対応も図られているものの、都市再生特別措置
法にて「含まないこと」とされていることから、土
砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域につい
ては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制　　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)

浸水被害防止区域
(特定都市河川法)
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参考：津波や洪水等の浸水被害リスク 

【都市計画運用指針 第 13 版(令和 7年 3 月 31 日一部改正)】 

◇災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第

９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域及び津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律

第１２３号）第７２条第１項に規定する津波災害特別警戒区域等、溢水、湛水、津波、高潮、がけ崩れ

その他の災害の危険が高く、特に市街化を抑制すべき地区を示すことが望ましい。 

 

【三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針（平成 28 年 8 月）】 

浸水深と建築物被害状況の全般的な傾向は、木造建築物では浸水深2.0m以上で再生不可能な

全壊となる割合が飛躍的に増加する傾向があり、鉄筋コンクリート（RC）造および鉄骨（S）造の建築物

は、特に浸水深6.0m未満で再使用可能な割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省都市局 「津波被災市街地復興手法検討調査（とりまとめ）」 

 

【水害の被害指標分析の手引き(H25 試行版)（平成 25 年 7 月 国土交通省 水管理・国土保全局）】 

高齢者（65歳以上）の避難における危険水位帯は浸水深約5m以上（階高（約3mとする）+1.8m）の

区域で死亡率が90％以上と高い。 

  

2.0m 
以上 

60％ 

6.0m 
以上 

60％ 
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②産業の維持・活性化を図る区域 

〇産業拠点の臨海部コンビナートと港湾や、ハイテク工業団地などが立地する工業専用地域、臨港

地区は居住を許容しておらず、今後も工業系土地利用がされることから、居住誘導区域から除外

します。 

〇工業地域についても、おおむね工場などの工業系土地利用がされており、将来的にも産業の増進

に資する地域であることから、居住誘導区域から除外します。 

〇住工が混在している準工業地域については、人口密度（おおむね人口密度 20 人／ha 未満）や土

地利用の状況（住宅系土地利用の割合が低い）から、産業への純化を図る必要性が高い区域を居

住誘導区域から除外します。 

除外条件：工業専用地域、工業地域、臨港地区、人口密度 20 人/ha 未満や住宅系土地利用の割合が

低い準工業地域（区域は地形地物（街区・道路・水路等）により周辺街区との連続性などを考慮し

設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

工業専⽤地域
工業地域
準工業地域

鉄道
鉄道駅
市街化区域

臨港地区

(⼈⼝密度20⼈/ha未満かつ
住宅系⼟地利⽤の割合が低い)
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③緑の創出・保全を図る区域 

〇市域の多くの人が利用可能な都市公園や緑地は、多くの人々の憩い・交流の場となるほか、二酸

化炭素の吸収等の都市環境の改善にも必要であることから、居住誘導区域から除外します。 

除外条件：都市機能誘導区域外の 2ha 以上の都市計画公園（廃止予定の公園を除く）、市民に憩い

の場などとして利用されている 2ha 以上の緑地（河川の緑地、河畔緑地を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例
大規模公園・緑地

鉄道
鉄道駅
市街化区域
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〇公共交通や生活サービス施設の状況から、高次的都市機能へのアクセス性に重点を置き、居住の

誘導を図ります。このため、都市機能が集積する中心拠点や地域拠点へのアクセス利便性が高い

区域や基幹的公共交通が徒歩圏にある区域等を優先的に設定し、ネットワーク形成の方向性との

整合を図ります。 

〇また、その他の公共交通や生活サービス施設の徒歩圏である区域についても居住誘導区域に設定

し、良好な居住環境の形成を図る地域として人口集積を図ります。 

〇なお、既存ストックの有効活用に向けては都市基盤整備の状況を考慮する必要がありますが、次

頁に示すように、以下の条件に該当する地域としておおむねカバーできていることから、考慮で

きているものと判断します。 

設定条件： 

Ａ．鉄道により広域的な都市機能（中心市街地または富田周辺地区）におおむね 30 分以内※にアク

セス可能であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

※駅まで徒歩 10 分、乗換に 5 分を要した場合を想定 

Ｂ．基幹的公共交通（鉄道もしくは基幹的バス）により広域的な都市機能（中心市街地または富田

周辺地区）にアクセス可能であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

Ｃ．公共交通が徒歩圏内であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

Ｄ．公共交通が徒歩圏内である区域、または生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

その他．それ以外の区域（モビリティの依存度が高い区域） 

※生活サービス施設徒歩圏は街区など一体性を考慮し地形地物や用途地域界等により設定 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STEP2:居住誘導区域に含める区域 
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≪参考：居住誘導区域の条件と都市基盤整備の状況≫ 

〇土地区画整理事業や 5ha 以上の開発など都市基盤の整った住宅地は既成市街地や丘陵部に存在

し、下水道は市街化区域内をほぼカバーしています。 

 
■都市基盤の整った住宅地（区画整理や 5ha 以上の開発など） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公共下水道区域 

 

面積
住宅関係

％
都市計画区域 20,080 1,766 8.8%
市街化区域 7,506 1,680 22.4%

居住誘導区域 5,107 1,529 29.9%
A 2,179 472 21.7%
B 566 271 47.8%
C 766 308 40.2%
D 1,476 478 32.4%
その他 120 0 0.0%

居住誘導区域外 2,399 151 6.3%
市街化調整区域 12,574 86 0.7%

面積

％
都市計画区域 20,080 5,917 29.5%
市街化区域 7,506 5,725 76.3%

居住誘導区域 5,107 4,876 95.5%
A 2,179 2,114 97.0%
B 566 540 95.3%
C 766 735 96.0%
D 1,476 1,390 94.2%
その他 120 97 80.9%

居住誘導区域外 2,399 849 35.4%
市街化調整区域 12,574 192 1.5%

公共
下水道
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≪居住誘導区域の設定≫ 

居住誘導区域から除外する区域及び居住誘導区域に含める区域の抽出結果より、 

以下の区域を居住誘導区域に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積 Ｈ２７人口 Ｒ２人口 Ｒ２２人口

ha ％ 人 ％ 密度 人 ％ 密度 人 ％ 密度

居住誘導区域 5,107 68.1 261,453 96.52 51.2 258,671 96.5 50.7 239,530 96.5 46.9

誘導区域外 2,390 31.9 9,416 3.48 3.9 9,464 3.5 4.0 8,763 3.5 3.7

合計

(市街化区域)
7,497 100.0 270,869 100.0 36.1 268,135 100.0 35.8 248,293 100.0 33.1

※土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域と重複する箇所を除く。また、新たに区域が追加された場合も当該箇所を除くも

のとする。なお、土砂災害特別警戒区域について、対策等が実施され指定が外れた場合は、居住誘導区域に含めるものとする。 

※居住誘導区域内においても災害リスクは存在しているため、各種ハザードマップなど参照のこと。 

※本計画はおおむね 5 年ごとに施策や事業の実施状況などを評価し、必要に応じて見直しを行っていくものの、居住誘導区域につ

いて、災害リスクや国をはじめとする関係機関の動向など留意しながら、必要に応じて適宜見直しを図るものとする。 

※H27、R2 国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し、居住誘導区域人口を算出 

※R22 誘導区域人口は社人研推計の市街化区域の人口変化率と同じ変化率で推移した場合の数値 
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≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性と立地適正化計画における誘導区域図をあわせた参考イメージ図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※都市計画マスタープラン全体構想の土地利用方針図における土地利用特性を示したイメージ図 
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5-2 居住誘導区域に係る届出制度 

 

(1) 居住誘導区域に係る届出制度（都市再生特別措置法第 88 条） 

居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、居住誘導区域外で以下に示す一定規

模以上の開発行為または建築等行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規

定に基づき、当該行為に着手する日の 30 日前までに市への届出が必要となります。 

なお、当該行為が居住誘導区域内の住宅等の立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、

協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行う場合があります。 

 

■対象となる行為 

【居住誘導区域外における住宅開発等に係る開発行為又は建築等行為】 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4 改訂、国土交通省） 
  

※本市では、令和 8 年 3 月現在、条例を定めていません。 

※ 

※ 
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第6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導及び

交通ネットワークに係る施策に取り組みます。 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・東京・名古屋間のリニア中央新幹線の開通に伴うスーパーメガリージョン形成効果を最大限享受

するため、リニア時代にふさわしいゲートウエイの整備を進めます。 

・利用者の増加が期待される中心拠点周辺において、訪れる人が歩きたくなるような歩行空間や公

園など公共空間の整備とともに回遊性の向上を図ります。 

・図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・交流し・楽しむ都市機

能の誘導とともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります。 

・都市型産業など産業政策と連携した企業立地や再編に必要な土地利用誘導を図ります。 

■地域拠点の拠点化の促進 

・北部地域を支える都市機能の維持・集約化を図るとともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図

ります。 

・近鉄富田駅において、鉄道の利用環境の向上を図りながら、交通結節機能の強化に向けた取組の

検討を進めます（四日市市地域公共交通計画との連携）。 

■生活サービス機能の維持 

・共働きを含む就業世代、子育て世代から高齢者まで多様な世代が暮らしやすいまちに向け、医療

と福祉が連携した地域包括ケアシステムの維持・充実を図るとともに、広く市民の生活を支え宅

配機能も備える買い物拠点の維持を図ります。 

・総合型地域スポーツクラブなど市民が健康で元気に暮らせる機能の充実を図ります。 

主な事業など 

▶中央通り再編事業※ 

▶知と交流の拠点施設整備事業（図書館を核とした複合施設） 

▶大学等整備事業 

▶公園再整備事業（中央通り再編事業、みなとまちづくり関連） 

▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶企業立地奨励金制度 

▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

▶駐輪場の整備 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶まちなかウォーカブル推進事業 

▶官民連携まちなか再生推進事業 

▶都市構造再編集中支援事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業  など 

■都市機能誘導に係る施策 
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※中央通り再編事業〔「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画(令和 5 年 5 月)〕 

〔中央通りの整備方針〕 

 
〔災害時の使われ方〕 
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〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 基本目標〕 

 

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 施設配置方針〕 

  

◆ 近鉄四日市駅周辺の現状と課題、「近鉄四日市駅周辺等整備基本構想」にお る近鉄四日市駅周辺等整備の基本的な方向性、バスタプロジェクトの狙いを踏まえ、
四日市バスターミナルの基本目標を設定

近鉄四日市駅周辺等
整備の基本的な方向性

近鉄四日市駅周辺の
現状と課題

バスタプロジェクトの
狙い

四日市バスターミナルの
基本目標

【現状】

◇近鉄四日市駅前広場はバスやタクシー等の交通機能に特化して
おり、駅西側に向かう歩行者動線、待ち合わせや集合場所とな
るような空間がない。

◇駅利用以外はほとんどがふれあいモールを通して人が移動して
いる。

◇駅前広場が四日市を印象付けるような美しい空間となっていない。
【課題】

◆駅北側のふれあいモールの歩行者動線に加え、駅南側の中央
通り側においても、駅西街区や市民公園から駅東側にかけて
の歩行者動線や滞留空間を確保し、回遊性を高めることが必
要ではないか。

◆信号交差点や乗り換えにおける垂直移動などのバリアを減らす
ことが必要ではないか。

◆駅前整備にあわせて民間投資を促し、賑わいを創出する必要
があるのではないか。

【現状】

◇交通ターミナルとしての広さが不足しており、各交通モードが混在
するとともに、バスのりばなどが分散しているため、分かりづらい。

◇バリアフリーに対応する送迎スペースがない。
◇中央通りの高架下には送迎車が多い。
◇近鉄パーキングを利用する車両とバスなどで混雑することがある。
【課題】
◆高齢化社会においてはバリアフリーに配慮したタクシーのりば
や送迎スペースを駅直近に配置する必要があるのではないか。

◆バスのりばをもっと分かりやすくする必要があるのではないか。

◆商店街の賑わいへの寄与等を考慮してバスのりばを配置する
必要があるのではないか。

◆各交通モードと歩行者を分離し、安全性を向上させる必要があ
るのではないか。

◆乗り継ぎ動線に屋根を設置するなど、快適性を向上させる必要
があるのではないか。

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置

【現状】
◇中央通りはクスノキの並木など良好な景観を有する。
◇車道は片側3車線で交通量に対して余裕がある。

【課題】
◆広い中央通りをバスのりばや歩行空間などに優先的に利用し
てはどうか。

◆クスノキの並木空間を歩行空間・緑道とし、文化的な交流が営
まれる場所として利用してはどうか。

◆四日市に訪れた人が美しい景観や眺望を観られる場所を確保
してはどうか。

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上

【配慮すべき事項】
①中心市街地の活性化 ②交通結節機能強化 ③都市機能施設への回遊性向上 ④バリアフリー環境の整備 ⑤都心居住の促進

地域の活性化

地域の実情に即した公共交通ネットワークの充実や賢く公共

交通を使う取組により、観光立国や一億総活躍社会を実現。

災害対応の強化

災害時の鉄道等の代替交通機関としてのバスの機能を強化し、

災害時の人流を確保。

生産性の向上

ドライバー不足が進行するバスの運行効率化を促進するとと

もに、バスの利用促進により都市部の渋滞損失を削減

バス停の集約・スマート化
による交通結節機能の強化

歩行者の円滑な移動・乗換
を支援する交通拠点の整備

並木空間の再編による
魅力あるスペースの創造

駅周辺と一体となった
賑わい・歩行空間の創出

防災機能の強化
新たなモビリティや

交通サービスとの連携

民間ノウハウを活用した事業スキーム

民間ノウハウを活用し、ターミナル使用料・商業施設等から
得られる収益によるターミナルの管理・運営を実現。

公益機能の強化

防災機能の強化、バリアフリーの強化、訪日外国人対応の強
化等。

他の交通、拠点、新技術との連携強化

他の交通やまちづくりとの連携、他の交通拠点との連携、新
たなモビリティとの連携

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

並木空間

情報提供施設

チケット販売所

待合空間・コインロッカー

子育て支援（授乳室）

賑わい施設トイレ・パウダーコーナー 魅力ある滞留スペース

防災機能

荷捌き・臨時バス乗降スペース

諏訪栄町交差点
（仮）ターミナル入口交差点

近鉄
四日市駅

あすなろう
四日市駅

近鉄
百貨店

1

タクシープール：8台程度

至 大阪

至 名古屋

凡例

バスのりば
タクシーのりば
エレベータ
エスカレータ

タクシー乗降場

広場

くすの木P入口（既存）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

◆ ターミナル内に入構する車両は、路線バスおよ タクシー。
◆ 車両動線およ 歩行者空間の利便性・快 性のバランスを考慮の上、

バース・  広場を配置。

◆ 屋内  空間と各種 能を連携させ、  時のワンストップの利便性を高める。
◆ 各島に  ・券売の基本 能と賑わい施設を配置。
◆ 商店街に隣接した賑わい空間を形成する。
◆ 東海道との交差 には並木と賑わい施設を導入。

バスのりば・車路・待合広場の配置の考え方 各機能の配置の考え方

タクシープール：4台程度

横断デッキ

ペデストリアンデッキ

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

※バスバース数及 配置、車路、出入口、横断箇所等は、 係   議を行い詳細な配置を決定していく

重要な視点

景観への配慮から平面上に低層階での施設配置

基本目標に則り必要な機能を十分に確保

余裕のある配置に配慮するためには、必要に応じターミナル機能や防災機能等を優先

魅力的な賑わい機能の導入により、ターミナルの維持管理・運営に必要な収益性を確保

３）検討を進める上での視点
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■生活快適性の高い区域への居住の誘導 

・高次都市機能への鉄道によるアクセス性が高く生活サービス施設も徒歩圏にある区域に居住を誘

導するとともに、公共交通及び生活サービス施設が徒歩圏にある区域、一定の都市基盤が整った

住宅地への居住の誘導を図ります。 

■安全安心な居住環境の実現 

・災害リスクに配慮したまちづくりとともに災害リスクに係る情報の提供や既成市街地におけるリ

スク軽減策の検討など暮らしの安全度の向上を図ります。 

・被災時の対応や復旧に必要な道路や、多くの人が訪れる施設などの社会インフラの耐震化を進め

ます。 

・旧耐震建物の耐震化や除却、建替えを促進します。 

・空き家の適正管理とともに老朽危険家屋の除却を促進します。 

■利便性を享受できる中心拠点、地域拠点における都心居住の促進 

・急行停車駅などの主要駅周辺において、土地の高度利用や再開発などを誘導し、都心居住を促進

します。 

■居住誘導を図る区域の居住環境の向上 

・郊外住宅団地や既成市街地などの既成住宅地において、公園など公共空間の再編や遊休土地の活

用により、住環境の向上とともに新たな住宅の供給を図ります。 

・高経年住宅団地など高齢化の進行が顕著な区域において、多世代居住の促進を図ります。 

・臨海部既成市街地や高経年住宅団地などの道路や下水道などが整備された居住地において、空き

家の建替えやリノベーション、空き地の利活用を促進するなど、既存ストックを有効活用しなが

らゆとりある住空間の形成を図ります。 

・臨海部既成市街地などの木造家屋密集区域などにおいて、面的再編の誘導を図ります。 

・宅地と農地の混在地域における都市農地の保全とともに、都市と環境が調和したゆとりある居住

空間の形成に向けて必要な土地利用誘導に努めます。 

・子育て世帯から高齢者に加え、増加が予測される外国人市民も安心して暮らせる環境の検討を進

めます。 

■リニア時代を生かした既存住宅地の再生 

・リニア時代の名古屋駅へのアクセス性向上を生かし、広域幹線道路ネットワーク周辺の住宅地の

価値向上を図ります。 

■ストックとしての住宅の有効活用 

・高経年の住宅団地など道路や下水道などが整備された居住地において、子育て世帯や学生などの

住まいとして空き家や空き戸などの有効活用を図ります。 

  

■居住誘導に係る施策 
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■子育て機能の強化 

・誰もが安心して子育てしながら働き暮らしていけるよう、子育て支援施設の適正な受入れ枠の確

保や多様な保育サービスの向上、仕事と子育てが両立できる環境の整備など子育て環境の充実を

図ります。 

主な事業など 

▶優建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶地区計画、建築協定 

▶都市公園ストック再編事業 

▶狭あい道路後退用地整備事業 

▶住み替え支援制度 

▶空き家バンク制度 

▶空き家の適正管理、利活用や除却の促進など空き家対策の推進 

▶狭小宅地改善支援制度 

▶橋梁の耐震化などの耐震化対策 

▶木造住宅耐震補強工事等補助制度 

▶ブロック塀撤去・生垣転換への支援 

▶生産緑地制度などによる都市農地の保全 

▶都市構造再編集中支援事業   など 
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■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線について、中心拠点や地域拠点等の都市の

拠点を結ぶ都市の骨格となる公共交通軸として維持・強化を図るとともに、バスやタクシー等

の公共交通が相互に連携し、都市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネット

ワークを構築します。 

・鉄道事業再構築実施計画に基づき四日市あすなろう鉄道の施設などの計画的な更新等を進める

ことで、利用者の利便性向上や安全性強化を図るとともに、民間鉄道事業者が行う施設更新や

老朽化対策等の支援を行うほか、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進め、誰もが

利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や交通空白地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、

駅から自宅等、端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、

自転車に加え、デマンド交通や自動運転技術などの活用について実証実験の実施等、検討を進

めます。 

・ICT・IoT 技術を活用し、公共交通の安全性・利便性の向上を図ります。 

・まちなかを回遊する移動手段の強化を図るとともに、近鉄四日市駅－ＪＲ四日市駅間等におい

て、新たな技術を取り入れた交通手段の実現に関係者とともに取り組みます。 

・端末交通への活用を視野に自動運転等の新技術の導入に取り組みます。 

・移動のニーズに応じ、多様な移動手段をサービスとして提供する MaaS への対応を進めます。 

■広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 

・北勢バイパスの国道 477 号バイパスから国道 1 号（四日市市釆女町）間の早期工事着手、東海

環状自動車道・新名神高速道路や鈴鹿四日市道路の整備促進に向け、関係者と連携し取り組む

とともに、広域幹線道路やコミュニティターミナル、道の駅などを活用した交通ネットワーク

の形成を図ります。 

・道路整備の方針に基づき、広域高速道路と中心部や臨海部を結ぶ道路ネットワークを強化しイ

ンターアクセスの向上を図るとともに、渋滞が顕著な交差点や中心部周辺のネック点解消に必

要な道路整備を進めます。 

・連節バス等の導入により、機能集積が進むハイテク工業団地に向けた輸送力の強化と渋滞の軽

減を図ります。 

■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅や JR 四日市駅周辺等にお

いて駅前広場やバスターミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関

口の交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快

適に乗り換えができるような交通結節点の整備に取り組みます。 

・広域的な道路ネットワークを生かしながら、名古屋へのアクセス性の向上を図ります。 

  

■ネットワークに係る施策 
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主な事業など 

▶公有民営方式での四日市あすなろう鉄道の運行継続及び利便性の向上 

▶鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

▶鉄道施設安全対策事業 

▶鉄道駅のバリアフリー化 

▶駅前広場の整備 

▶交通空白地域におけるデマンドタクシーなどの運行 

▶自動運転の導入に向けた取組推進 

▶パーソナルモビリティの導入に向けた取組推進 

▶ＭａａＳの活用 

▶郊外部や近郊の商業施設や駅などを活用した交流と交通の複合拠点（コミュニティターミナル）

の整備検討 

▶渋滞箇所の改善 

▶連接バスの拡充 

▶バスターミナル（バスタ四日市）の整備 

▶中央通りの空間づくり 

▶地域公共交通再構築事業 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業   など 
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第7章 防災指針 

 

7-1 防災指針とは 

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図る

ための指針であり、当該指針に基づく具体的な取組とあわせて立地適正化計画に定めるものです

（第 13 版都市計画運用指針（令和 7 年 3 月））。 

国土交通省の「立地適正化計画の手引き（令和 7 年 4 月改訂）」において、以下のとおり防災指

針検討のフローが示されており、このフローを基本に検討を行います。 

 

■防災指針の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4 改訂、国土交通省） 
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7-2 災害リスクについて 

災害リスク分析は、災害ハザード情報に都市の情報などを重ねて行います。本市における災害ハザ

ードは以下のとおりです。 

表 本市における災害ハザード情報（令和7年10月時点） 

災害種別 所管 災害ハザード情報 規模・年超過確率等 根拠法令等 指定等 

土砂災害 

三重県 急傾斜地崩壊危険区域 

レッドゾーン 

42 箇所 

(うち対策済40箇所) 

 急傾斜地法 S46.3～

R6.10 

土砂災害特別警戒区域 

レッドゾーン 

急傾斜地 353 箇所 

土石流 21 箇所 

計 

374 箇所 

土砂災害 

防止法 

H22.9～

R6.3 

土砂災害警戒区域 

イエローゾーン 

急傾斜地 387 箇所 

土石流 28 箇所 

計 

415 箇所 

地
震 

津波(南海トラフ地震) 

※30 年以内発生確率 

60～90％程度 

三重県 津波浸水想定区域 過去最大規模 1/100～150 津波防災法 H27.3 

津波浸水想定区域 理論上最大規模 極めて低いが

起こり得る 津波到達時間 

水
災
害 

洪
水 

鈴鹿川水系(鈴鹿

川・鈴鹿川派川,内部

川(指定区間含む),鎌

谷川,足見川,春雨川,

小池川,谷川) 

国土交通省

中部地方整

備局三重河

川国道事務

所,三重県 

洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/150 水防法 H28.5、 

R2.5、 

R4.5 
洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(6時間総雨量391mm) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 H28.6 

多段階の浸水想定図 高頻度～低頻度 
1/10,30,50

,100,150 

流域治水 

関連 

R4.9、 

R5.3 

朝明川水系(朝明

川(上流域含む),焼合

川,杉谷川,田口川,田

光川) 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/80 水防法 H29.3、 

R4.5 洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24時間総雨量752㎜) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

三滝川・海蔵川水

系(三滝川(上流域含

む),金渓川(上流域含

む),矢合川(上流域含

む),三滝新川,赤川,

海蔵川,竹谷川） 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/80 水防法 H29.9、 

R4.5 洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24 時間総雨量三滝川

779㎜、海蔵川828mm) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

天白川水系(天白

川・鹿化川) 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/50 水防法 R1.5 

洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24時間総雨量829㎜) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

高潮 三重県 
浸水想定区域 

過去最大規模 

(伊勢湾台風級930hPa) 

堤防決壊無 水防法 R2.8 

浸水想定区域 想定最大規模 

(室戸台風級 910hPa） 

1/500～5000 

堤防決壊有 浸水継続時間 

雨水出水 

（内水） 

四日市市 
浸水想定区域 

計画規模降雨 L1 

(50～75mm/h) 

5 年確率～

10 年確率 

水防法 R3.10 

浸水想定区域 想定最大規模降雨 L2 

(147 ㎜/h) 

1/1000 

浸水継続時間 

そ
の
他 

揺れ（震度） 三重県 震度予測分布 南海トラフ地震(過去最大・理論上

最大規模)、内陸の直下型地震 

 H26.3 

液状化 三重県 液状化危険度  H26.3 

大規模盛土造成地 四日市市 大規模盛土造成地マップ 谷埋型、腹付型  盛土規制法 R2.3 

ため池 四日市市 浸水想定区域    R4.9 

※年超過確率 1/〇〇：毎年、1年間にその規模を超える現象が発生する確率が 1/〇〇であることをいう。 

※洪水の浸水想定区域は、一定の条件で破堤等が生じたときの氾濫解析計算結果を基に作成。  
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【災害リスク分析の目安】 

災害リスクの高い地域を抽出するにあたり、国土交通省の資料から浸水被害に関する目安を以下

に示します。 

■浸水深に関する参考指標（立地適正化計画の手引き（国土交通省）） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浸水継続時間に関する参考指標（立地適正化計画の手引き（国土交通省）） 
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また、津波の浸水深については、別途、以下のような整理が行われており、これらについても

参考とします。 

■浸水深に関する参考指標（南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（平成 24 年 8

月 29 日）P28 

浸水した面積等の分類整理にあたり、目安とした浸水深の深さは、次の通り。 

 ○0.3ｍ以上：避難行動がとれなく（動くことができなく）なる 

○１ｍ以上 ：津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が亡くなる 

○２ｍ以上 ：木造家屋の半数が全壊する（注；３m 以上でほとんどが全壊する） 

○５ｍ以上 ：２階建ての建物（或いは２階部分まで）が水没する 

○10m 以上 ：３階建ての建物（或いは３階部分まで）が完全に水没する 

 

 

浸水時の避難行動については、以下のように整理が行われており、洪水の他、高潮、内水につ

いても同様に参考とします。 

■逃げどきマップ判定フロー（四日市市洪水ハザードマップ（朝明川水系）（令和 2 年 6 月） 
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■災害リスク分析【土砂災害】 

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域は、市街化区域内外におい

て分布しており、土砂災害の危険性が高い地区の一部では、住宅が立地している地区がみられま

す。 

  

※住宅は、令和5年度都市計画基礎調査における建物利用別現況(市街化区域内が対象）を基に、

住居系用途に分類される以下の建物を抽出(津波、洪水、高潮、雨水出水（内水）も同様） 

・住宅、共同住宅、店舗等併用住宅－1、店舗等併用住宅－2、店舗等併用共同住宅－1、店舗等

併用共同住宅－2、店舗等併用共同住宅－3、作業所併用住宅 
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●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●一部では 2ｍ以上の浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●JR 四日市駅周辺で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

●JR 四日市駅周辺で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

●居住誘導区域内で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

●臨海部市街地の海岸沿いを中心に

浸水が想定 

●臨海部市街地の海岸沿いを中心に

浸水が想定 

理論上最大に対応する課題 

過去最大に対応する課題 

■災害リスク分析【南海トラフ地震による津波】 

過去最大規模の地震による津波の浸水想定区域は、海岸沿いを中心に広範囲に浸水深１ｍ未

満の浸水が想定され、市北東部や南東部の臨海部における住宅地では浸水深 1ｍ～2ｍの浸水が

想定されています。 

理論上最大規模の地震による津波の浸水想定区域は、過去最大規模の津波と同様に、海岸沿い

の市街化区域を中心に浸水深１ｍ未満の浸水が広い範囲で想定され、市北東部等の市街地の一

部では 2ｍ以上の浸水が想定されている地区もみられます。 

理論上最大規模の地震による津波の到達時間は、津波浸水想定区域のほとんどで地震発生から

60 分後以降となっています。 
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●居住誘導区域内外で、浸水深 0.5ｍ

～3ｍ未満の浸水が広い範囲で想定 

●居住誘導区域内に垂直避難が困難

な 1 階建ての住宅が分布 

●居住誘導区域外で垂直避難が困難

な 1 階建ての建物が分布 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難が困

難な 2 階建て以下の建物が分布 

●中高頻度で浸水が想定 

●河川整備後も浸水が想定 

●居住誘導区域内外で、浸水深 0.5

ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●居住誘導区域内外に垂直避難が

困難な 1階建ての住宅が分布 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難

が困難な 2 階建て以下の建物が

分布 

●浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され

住宅が分布 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定

区域に木造住宅や既存集落が分布 

●浸水深 3ｍ以上の浸水

が想定され住宅が分布 

●浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が臨海

部の市街地の大部分に至っており、多

くの住宅が浸水することが想定 

●中心市街地においても浸水が想定 

●浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が

想定され多くの住宅が分布 

●垂直避難が困難な 1階建ての住宅、2階建ての住宅が分布 

●浸水深が3.0ｍ以上で垂直避難が困難な2階建て以下の建物が分布 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に木造住宅が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水深

0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水深

0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定

区域に木造住宅や既存集落が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「洪水浸水想定（鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、鈴鹿川水系内部川）」、三重県「洪水浸水
想定区域図（平成 28 年以降作成）（朝明川水系、三滝川・海蔵川水系、天白川水系、鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

●氾濫流による家屋倒壊

等氾濫想定区域に木造

住宅が分布 

●避難所・避難場所の徒歩圏外に住宅が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に木造住宅や既存集落が分布 

●中高頻度で浸水が想定 

●河川整備後も浸水が想定 

●内陸部の居住誘導区域内におけ

る住宅地でも浸水深 0.5ｍ未満

の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

想定最大規模に対応する課題 

計画規模に対応する課題 

多段階の規模に対応する課題 

●日永駅東側で浸水継続時間が 24 時間

以上と他地域と比較して長期間を要

することが想定され、住宅も多く分布 

●市北東部の臨海部で浸水継続時

間が24時間以上と他地域と比較

して長期間を要することが想定

され、住宅も多く分布 

■災害リスク分析【洪水】 

計画規模降雨による洪水は、市南東部や市北東部の臨海部における居住誘導区域内外で、浸水深 0.5

ｍ～3ｍ未満の浸水が想定され、住宅も多く立地しています。特に市南東部においては広い範囲で浸水

が想定されています。また、内陸部の居住誘導区域内における住宅地でも浸水深 0.5ｍ未満の浸水が想

定される地域もみられます。また、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居住

誘導区域内外でみられます。特に南東部の居住誘導区域外では、水平避難が必要となる 1 階建ての工

場等の建物が多く分布しています。 

想定し得る最大規模の降雨による洪水は、市南東部や市北東部における臨海部の居住誘導区域内外

で、浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され、住宅の分布もみられます。また、浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸

水区域が臨海部の市街地の大部分に至っており、多くの住宅が浸水することが想定され、中心市街地

においても浸水が想定されています。さらに、水平避難が必要となる１階建の建物が、 

市南東部及び北東部の居住誘導区域内外でみられ、浸水深が 3.0ｍ以上で水平避難が 

必要となる 2 階建て以下の建物が市南東部及び北東部の臨海部における居住誘 

導区域内外に多くみられ、特に南東部において広い範囲で分布しています。 

浸水継続時間は、市北東部の臨海部や日永駅東側で 24 時間以上と 

他地域と比較して長くなっていますが、浸水区域全域で 3 日 

（72 時間）以内に収まっています。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、河川沿いにおいて河岸侵食に 

よる家屋倒壊等氾濫想定区域がみられます。また、日永駅の 

北側及び南側の天白川・鹿化川沿岸の市街地や、南部の鈴 

鹿川・内部川沿岸の広い範囲において氾濫流による家屋倒 

壊等氾濫想定区域がみられ、木造住宅が多く立地するほか、 

市街化調整区域の既存集落も含まれています。 
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●臨海部の市街地の広い範囲が浸水想定区域と

なっており、その大部分が浸水深 3ｍ以上と大

きな被害が予想 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難が困難な 2階建

て以下の建物が臨海部の市街地に多く分布 

●垂直避難が困難な１階建の工場等の

建物が居住誘導区域外に分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅が居

住誘導区域内に分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定

され住宅が分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定

され住宅が分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●JR 四日市駅近傍では浸水深 1ｍ

～3ｍの浸水が想定 

●JR 四日市駅周辺の一部で浸水継

続時間が72時間以上の長期間の

避難を要することが想定され、

公共交通への影響が懸念 

想定最大規模に対応する課題 

伊勢湾台風級に対応する課題 

●臨海部の居住誘導区域内外で浸

水深 5ｍ以上の浸水が想定 

●臨海部の居住誘導区域内外で浸

水深 5ｍ以上の浸水が想定 

●市北東部の臨海部で浸水継続時

間が 72 時間以上の長期間の避難

を要することが想定され、住宅も

多く分布 

■災害リスク分析【高潮】 

過去最大規模（伊勢湾台風級 930hPa、堤防決壊なし）の高潮による浸水想定区域は、臨海部の市街

地の富田浜駅周辺や JR 四日市駅周辺を中心に、浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定され、住宅も分布し

ています。また、JR 四日市駅近傍では浸水深 1ｍ～3ｍの浸水が想定される箇所もみられます。また、

水平避難が必要となる 1 階建の建物が、北東部の富田浜駅周辺や JR 四日市駅周辺でみられます。 

想定し得る最大規模（室戸台風級 910hPa、堤防決壊あり）の高潮による浸水想定区域は、臨海部の

市街地の広範囲にわたっており、その大部分が浸水深 3ｍ以上と大きな被害が予想されます。また、

北東部と南東部では、浸水深 5m 以上の区域も存在します。また、浸水深が 3.0ｍ以上で水平 

避難が必要となる 2 階建以下の建物が、臨海部の市街地の広い範囲に分布しています。 

また、内陸の鉄道の西側の区域や、日永地区南部や河原田地区などにおいて 

も、水平避難が必要となる１階建の建物が居住誘導区域内外にみられます。 

浸水継続時間は、市北東部の市街地や JR 四日市駅周辺の一部で 

３日（72 時間）以上の長期間の避難が必要になることが予測 

されます。また、南東部の市街地の一部で 24 時間以上の 

比較的長期の避難を要する地域もみられます。 
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●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が広い範囲で想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が広い範囲で想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想

定され住宅も多く分布 

●垂直避難が困難な 1 階建ての住

宅が分布 

●居住誘導区域外で垂直避難が困

難な 1 階建ての工場等の建物が

分布 

●市街化調整区域の既存集落で浸

水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想定 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想

定され住宅も多く分布 

●垂直避難が困難な 1 階建ての住

宅が分布 

想定最大規模に対応する課題 

計画規模に対応する課題 

■災害リスク分析【雨水出水（内水）】 

10 年確率降雨（計画規模）による雨水出水（内水）は、浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸水が市街化

区域の広い範囲で想定されています。また、水平避難が必要となる建物は居住誘導区域内にもみられ

るものの、多く分布している状況にはありません。 

想定し得る最大規模の降雨による雨水出水（内水）は、浸水深 0.3ｍ未満の浸水が市街化区域の広

い範囲で想定されています。特に中心市街地の海寄りの地域で浸水区域が広範囲に広がっています。

また、釆女町や平津駅周辺における居住誘導区域の住宅地では、浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想定

され住宅も多く分布しています。また、水平避難が必要となる１階建の建物は、市南東部の居住誘導

区域外で多く分布している状況にあります。また、釆女町や平津駅周辺の市街化区域で水平避難が必

要となる住宅の分布がみられます。浸水継続時間は、ほとんどの浸水想定区域で 

6 時間未満となっています。 
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■災害リスク分析【地震関連】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 南海トラフ地震（理論上最大規模）の震度分布図 図 養老－桑名—四日市断層帯地震の震度分布図 

南海トラフ（理論上最大）における地震に

よる液状化危険度は、東部の臨海部市街地

で液状化危険度が高い傾向にあり、多くの

建築物が分布しています。 

養老-桑名-四日市断層帯における地震に

よる液状化危険度は、東部の臨海部市街地

で液状化危険度が高い傾向にあり、多くの

建築物が分布しています。 

図 南海トラフ地震（理論上最大規模）の液状化危険度図 図 養老－桑名—四日市断層帯地震の液状化危険度図 

養老-桑名-四日市断層帯における地震によ

る揺れ（震度）は、市域全体で震度６強、臨

海部市街地の一部では震度７が予測され、新

耐震基準施行以前（昭和 56 年以前）に建築

された建築物も多く分布しています。 

南海トラフ（理論上最大規模）における地

震による揺れ（震度）は、臨海部市街地全

体でおおむね震度６強の揺れが予測され、

新耐震基準施行以前（昭和 56 年以前）に

建築された建築物も多く分布しています。 
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■災害リスク分析【洪水（多段階）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害リスク分析【大規模盛土造成地】                                    ■災害リスク分析【ため池】 

 

 

  

図 大規模盛土造成地の分布 

大規模盛土造成地は、調査にて、郊外部の住宅団地な

どを含む区域を確認しており、ただちに対策が必要と

なるような大規模盛土造成地はない状況です。 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「水害リス
クマップ（鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「水害リスクマッ
プ（鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

【洪水（多段階）】 

●洪水による浸水が多

段階の規模で想定 

図 計画規模降雨以下（多段階）の洪水で浸水する区域 

【洪水（中低頻度～低頻度）】 

●河川整備後も浸水が想定 

図 河川整備完了後も浸水する区域 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川、
鈴鹿川派川、内部川 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川、
鈴鹿川派川、内部川 

発生確率が中高頻度（30 年に一度程度）～中低頻度
（100 年に一度程度）の洪水による浸水が、市南東
部の市街化区域で想定されています。浸水深はおお
むね 0.5ｍ～3ｍ未満ですが、一部深 3ｍ以上浸水す
る地域もみられます。 

河川の中長期整備後（鈴鹿川水系河川整備計
画が完了するおおむね 2046 年ごろ）において
も、中低頻度（100 年に一度程度）～低頻度
（150 年に一度程度）の浸水が、市南東部の居
住誘導区域内外でみられます。 

今後発生が予想される大規模地震や台風など

により、ため池の堤体が決壊した場合に、想

定される浸水被害が市内のため池周辺、居住

誘導区域の一部でもみられます。 

出典：四日市市ため池ハザードマップ 

図 ため池浸水の想定 
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市全域 

●市街地全域に土砂災害のリスクが高

い地区が分布し、地区内に住宅の立地

もみられるため、安全の確保が必要 

7-3 防災上の課題の整理 

■防災上の課題の整理【土砂災害】 
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■防災上の課題の整理【津波】 

 

  

富田・富洲原地区 

●○地区全体で 1ｍ～2ｍ未満の浸

水が想定され、巻き込まれた場

合は生命の危機が生じる恐れが

あり、一部では 2ｍ以上の浸水に

より木造家屋への被害が想定 

楠地区南部（楠駅周辺） 

●○浸水深 1～2ｍ未満の浸水が想

定され、巻き込まれた場合は生

命の危機が生じることが懸念 

JR 四日市駅周辺 

○浸水深 1ｍ未満の浸水により巻

き込まれた場合避難が困難にな

ることが懸念 

●JR四日市駅周辺で浸水深1～2ｍ

未満の浸水が想定され、巻き込

まれた場合は生命の危機が生じ

ることが懸念 

塩浜・楠地区（塩浜駅、磯津等） 

●居住誘導区域での浸水により巻

き込まれた場合避難が困難にな

ることが懸念 

●：理論上最大に対応する課題 

○：過去最大に対応する課題 

臨海部既成市街地地区 

●○臨海部の海岸沿いを中心に浸

水が想定され安全の確保が必要 
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■防災上の課題の整理【洪水】 

 

  

富田・富洲原・大矢知地区 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1

階床上から 2 階床下部分までの

浸水が想定され、2 階以上への垂

直避難や浸水想定区域外への避

難が必要 

●浸水が 24 時間以上継続するた

め、他地域と比べて長時間の避

難が必要 

中心市街地 

●中心市街地で 3.0ｍ未満の 2 階

床下部分までの浸水が想定さ

れ、2 階以上への垂直避難や浸水

想定区域外への避難が必要 

日永地区（日永駅周辺） 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、

木造住宅等への被害対策が必要 

●日永駅東側で浸水が 24 時間以上

継続するため、他地域と比べて長

時間の避難が必要 

塩浜地区 

●○居住誘導区域内外に垂直避難が困難な

住宅や工場等の建物が分布しており、居住

者・従業者等に対する安全確保対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難

対策が必要 

楠・河原田地区 

●浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され、2階建

ての住宅では垂直避難が困難であり、浸

水想定区域外への避難が必要 

○浸水深0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1階床上から

2 階床下部分までの浸水が想定され、2階

以上への垂直避難や浸水想定区域外への

避難が必要 

●○居住誘導区域外の垂直避難が困難な工

場等の建物が分布しており、従業者等に

対する安全確保対策が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住

宅等への被害対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難

対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：計画規模に対応する課題 

◎：多段階の規模に対応する課題 

富洲原地区（天カ須賀周辺） 

●沿岸部の富洲原町では浸水深 3

ｍ以上の浸水が想定され、2 階建

ての住宅では垂直避難が困難で

あり、浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（堂ケ山周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（釆女・北小松周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上から 2

階床下部分までの浸水が想定され、2 階以上へ

の垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

●北小松町では、浸水深 3ｍ～5ｍ未満の浸水が

想定され、2階でも浸水するため、浸水想定区

域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等へ

の被害対策が必要 

既存集落（桜・神前周辺） 

●○浸水深0.5ｍ～3.0ｍ未満の1階床上から2階

床下部分までの浸水が想定され、2 階以上への

垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

既存集落（野田周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（朝明・千代田周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1

階床上から 2 階床下部分までの

浸水が想定され、2 階以上への垂

直避難や浸水想定区域外への避

難が必要 

既存集落（楠周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上から 2

階床下部分までの浸水が想定され、2 階以上へ

の垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等へ

の被害対策が必要 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「洪水
浸水想定（鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、
鈴鹿川水系内部川）」、三重県「洪水浸水想
定区域図（平成 28 年以降作成）（朝明川水
系、三滝川・海蔵川水系、天白川水系、鈴鹿
川水系）」をもとに四日市市作成 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、鈴鹿川水
系内部川 
（県）朝明川水系朝明川、三滝川・海蔵川水系三
滝川・金渓川・矢合川・海蔵川・三滝新川、天白川
水系天白川・鹿化川、鈴鹿川水系内部川・鎌谷
川・足見川 

市内 

●避難所・避難場所の徒歩圏外に浸水する住

宅が分布しており、垂直避難や浸水想定区

域外への避難が必要 

内部地区（釆女周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満に加えて浸水深 3.0ｍ以上の浸水が想定され、

2 階でも浸水するため、浸水想定区域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等への被害対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難対策が必要 
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■防災上の課題の整理【高潮】 

 

  

日永地区南部・河原田地区 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

●居住誘導区域外の垂直避難が困

難な工場等の建物が分布してお

り、従業者等に対する安全確保

対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：伊勢湾台風級に対応する課題 

臨海部既成市街地 

●垂直避難が困難な建物が臨海部

の市街地に多く分布しており、

避難による安全確保が必要 

●地域の大半で浸水深 3ｍ以上の

浸水が想定され、2 階建ての住宅

では垂直避難が困難であり、浸

水想定区域外への避難が必要 

橋北・常磐・日永地区（川原町

駅～南日永駅周辺） 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

大矢知地区 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

富田地区（富田浜駅周辺） 

○垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

中心市街地 

○垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

中心市街地（JR 四日市駅周辺） 

○JR 四日市駅近傍では浸水深 1ｍ

～3ｍの浸水が想定され、中心市

街地を訪れる人の安全を確保す

ることが必要 

●浸水が 72 時間以上継続するた

め、長期間の避難が必要 

富田・富洲原地区 

●浸水が 72 時間以上継続するた

め、長期間の避難が必要 
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中部・常磐・日永地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

富田地区（富田駅周辺） 

●○浸水深 1.0ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

楠・河原田地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

塩浜・楠・河原田地区 

●○居住誘導区域外の垂直避難が

困難な工場等の建物が分布して

おり、従業者等に対する安全確

保対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：計画規模に対応する課題 

大矢知地区（平津駅、大矢知駅周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上

から 2 階床下部分までの浸水が想定

され、2階以上への垂直避難や浸水想

定区域外への避難が必要 

■防災上の課題の整理【雨水出水（内水）】 

  

富田地区（富田駅周辺） 

●○浸水深 1.0ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

楠・河原田地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

内部地区（釆女周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（野田周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

大矢知地区（平津駅、大矢知駅周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上

から 2 階床下部分までの浸水が想定

され、2階以上への垂直避難や浸水想

定区域外への避難が必要 
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■防災上の課題の整理【まとめ】 

災害ハザード 規模・年超過確率等 防災上の課題 

地区ごとの状況 

中部ブロック（共同、同

和、中央、港、浜田) 

北部ブロック（富田、富洲

原、大矢知、八郷、下野、保々) 

東部ブロック（橋北、海

蔵、羽津) 

西部ブロック（三重、県、

桜、川島、神前) 

西南部ブロック（常磐、

四郷、小山田、水沢) 

南部ブロック（日永、塩

浜、内部、河原田、楠) 

土
砂
災
害 

急傾斜地崩壊危

険区域 

・市内42箇所で指定、う

ち40箇所で対策済、一

部住宅が立地 

・市街化区域の縁辺部や丘陵部の住宅地に

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警

戒区域が分布→安全確保要 

 ・あり(大矢知、八郷、下

野、保々) 

・あり(羽津) ・あり(全地区) ・あり(全地区) ・あり(日永、内部、河原

田) 

土砂災害特別警

戒区域 

・市内374箇所で指定、

一定数の住宅が立地 

 ・あり(大矢知、八郷、下

野、保々) 

・あり(羽津) ・あり(全地区) ・あり(全地区) ・あり(日永、内部、河原

田) 

土砂災害警戒区

域 

・市内415箇所で指定、

一定数の住宅が立地 

 
・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域が丘陵部の住宅地に点在 

地
震 

津
波 

過去最大規

模 

・100年から150年間隔 

・市街化区域内の住宅の

約1割が立地 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満の浸

水が想定→巻き込まれた場合は命の危険 

・1m未満の浸水(全地

区) 

・1m未満の浸水(富田、

富洲原)、1～2mの浸水

(富洲原) 

・2m未満の浸水(橋北、

羽津) 

  ・0.5m未満の浸水(日

永) 

・2m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定 

理論上最大

規模 

・発生確率極めて低いが

理論上起こり得る 

・市街化区域内の住宅の

2割弱が立地 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満の浸

水が想定→巻き込まれた場合は命の危険 

・富洲原、橋北、楠等の一部で2ｍ以上の浸

水が想定→木造家屋への被害が懸念 

・2m未満の浸水(全地

区) 

・1～2mの浸水(富田、富

洲原)、2m以上の浸水

(富洲原) 

・2m未満の浸水(橋北、

羽津)、2m以上の浸水

(羽津) 

  ・2m未満の浸水(塩浜、

日永、楠)、2m以上の

浸水(楠) 

・2m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定、2m以上の浸水が富洲原、橋北、楠等の一部で想定 

水
災
害 

洪
水 

計画規模 

・年超過確率1/50～150 

・市街化区域内の住宅の

2割強が立地、約1割が

垂直避難困難 

・北東部や楠、河原田、内部において3ｍ未

満の浸水が想定→避難による安全確保要 

・既存集落においても浸水が想定 

・中高頻度の浸水に対する避難対策要 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・0.5～3mの浸水(富田、

富洲原) 

・0.5m未満の浸水(海

蔵) 

・0.5m未満の浸水(桜、三

重)、0.5～3mの浸水(川

島) 

・0.5m未満の浸水(四

郷) 

・0.5～3mの浸水(全地

区)、3m以上の浸水

(塩浜、内部、楠) 

・0.5～3mの浸水が河川沿い、および河口部の広い範囲で想定 

想定最大規

模 

・年超過確率1/1000 

・市街化区域内の住宅の

約4割が立地、1割強が

垂直避難困難 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域にも一定数の住宅が

立地 

・中心市街地や北東部、内部において3m未

満の浸水が想定→避難による安全確保要 

・楠、河原田、内部において3m以上の浸水

が想定され、浸水区域外への避難要 

・家屋倒壊等氾濫想定区域があり木造住宅

等への被害対策が必要 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水(全地

区)、3m以上の浸水(富

洲原) 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域 (大 矢 知 、 八 郷 、 下

野、保々) 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(橋北、海蔵) 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域(全地区) 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水(全地

区 )、 3m 以 上 の 浸 水

(全地区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水が河川沿い、および河口部の広い範囲で想定、・家屋倒壊等氾濫想定区域が河川沿いにみられる 

高
潮 

過去最大規

模 

・伊勢湾台風級 

・市街化区域内の住宅の1

割弱が立地、一部で垂直

避難困難な住宅が立地 

・臨海部の北東部、中心市街地で垂直避難

が困難な1階建ての建物が分布→避難によ

る安全確保要 

・1m未満の浸水(全地

区) 

・1m未満の浸水(富田、

富洲原) 

・1m未満の浸水(橋北、

羽津) 

  ・1m未満の浸水(塩浜) 

・1m未満の浸水が北部から中部の臨海部の市街地で想定 

想定最大規

模 

・室戸台風級、年超過

確率1/500～5000 

・市街化区域内の住宅

の4割弱が立地、2割強

が垂直避難困難 

・約1割の住宅が72時間

以上浸水 

・臨海部既成市街地の大半で3m以上浸水→

浸水想定区域外への避難が必要 

・浸水が72時間以上継続するため長期の避

難が必要 

・3～5mの浸水(全地区) ・3m以上の浸水(富田、

富洲原) 

・浸水継続時間3日以上

(富田、富洲原) 

・3m以上の浸水(橋北、

羽津) 

 ・ 3m 以 上 の 浸 水 ( 常

磐)、0.5～3mの浸水

(常磐、四郷) 

・3m以上の浸水(日永、

塩浜、河原田、楠) 

・浸水継続時間3日以

上(日永、塩浜、河原

田、楠、内部) 

・0.5m以上の浸水が臨海部の広い範囲で想定、そのうち3m以上浸水する範囲も広い 

雨
水
出
水
协
内
水
卐 

計画規模降

雨 

・年超過確率1/10 

・市街化区域内の住宅の

1割弱が立地 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の北東

部、南東部等において浸水が想定(1階床下) 

・居住誘導区域外にて垂直避難が困難な工

場等の建物分布→従業者等の安全確保要 

 ・0.3m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水(三重) ・0.3m未満の浸水(常

磐) 

・0.3m未満の浸水(日

永、河原田、楠) 

・0.3m未満の浸水が駅周辺等の市街地で想定 

想定最大規

模 

・年超過確率1/1000 

・市街化区域内の住宅の

2割が立地、一部で垂

直避難困難な住宅が立

地 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の北東

部、南東部等において浸水が想定(1階床下) 

・大矢知や内部、三重において0.5-3ｍ未満

の浸水が想定→2階以上への垂直避難や

浸水想定区域外への避難要 

・0.3m未満の浸水(全地

区) 

・1m未満の浸水(富田、

富洲原)、0.5～3mの浸

水(大矢知) 

・1m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水(桜、川

島) 

・0.5～3mの浸水(三重) 

・0.3m未満の浸水(常

磐) 

・0.3m未満の浸水(日

永、河原田、楠) 

・0.5～3mの浸水(内部) 

・1m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定 
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7-4 防災まちづくりの取組方針 

(1) 防災まちづくりの取組方針 

本市では、土砂災害のリスクが高い区域が、市街化区域郊外部、住宅団地の縁辺部や丘陵部等

において存在しており、住宅も立地しています。 

南海トラフ地震による津波の浸水想定区域は、過去最大規模・想定最大規模ともに海岸沿いを

中心に広範囲に浸水が想定され、過去最大規模では市北東部や南東部の臨海部における住宅地で

浸水深1ｍ～2ｍの浸水、理論上最大規模では市北東部等の市街地の一部で2ｍ以上の浸水が想定さ

れます。津波到達時間は、おおむね地震発生から60分後以降となっています。 

洪水浸水想定区域は、計画規模で市南東部や北東部の臨海部の居住誘導区域内外で浸水が想定

され、特に南東部は広範囲となります。また、内陸部の居住誘導区域内の住宅地でも浸水が想定

される地域もみられます。なお、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居

住誘導区域内外でみられます。 

想定最大規模では、市南東部や北東部の臨海部の居住誘導区域内外で3ｍ以上の浸水が想定され

るほか、臨海部の市街地の大部分（中心市街地含む）で0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定されます。

なお、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居住誘導区域内外でみられ、3

ｍ以上で水平避難が必要となる2階建以下の建物が市南東部及び北東部の臨海部における居住誘導

区域内外にみられ、特に南東部で広範囲に立地しています。浸水継続時間は、市北東部の臨海部

等で24時間以上想定されるものの、3日(72時間)以上の地域はない状況です。さらに、河川沿いで

河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域が想定され、日永駅周辺の天白川・鹿化川沿岸の市街地

や、鈴鹿川・内部川沿岸の広範囲で氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域が想定され、木造住宅

が多く立地しています。市街化調整区域の既存集落も含まれています。 

高潮浸水想定区域は、過去最大規模で臨海部の富田浜駅周辺やJR四日市駅周辺を中心に浸水が

想定され、JR四日市駅近傍では浸水深1ｍ～3ｍの浸水が想定される箇所もみられます。想定最大

規模では、臨海部の市街地の広範囲で3ｍ以上の浸水が想定され、北東部や南東部では5m以上の区

域も存在します。また、浸水深が3ｍ以上で水平避難が必要となる2階建以下の建物が、臨海部の

市街地の広範囲で立地しており、内陸の鉄道の西側や、日永地区南部や河原田地区などにおいて

も、水平避難が必要となる１階建の建物が居住誘導区域内外にみられます。浸水継続時間は、市

北東部の市街地やJR四日市駅周辺の一部で3日(72時間)以上の長期間の避難が必要になることが予

測され、南東部の市街地の一部で24時間以上の比較的長期の避難を要する地域もみられます。 

雨水出水（内水）浸水想定区域は、計画規模（10年確率降雨）で0.3ｍ未満の局所的な浸水が市

街化区域の広範囲で想定され、水平避難が必要となる建物は居住誘導区域内に一部みられます。

想定最大規模では、市街化区域の広い範囲で浸水が想定され、特に中心市街地の海寄りの地域で

広範囲に広がっています。また、釆女町や平津駅周辺などの居住誘導区域の住宅地で0.5ｍ～3.0

ｍの浸水が想定されます。水平避難が必要となる建物は、市南東部の居住誘導区域外、釆女町や

平津駅周辺の市街化区域でみられます。浸水継続時間は、おおむね6時間未満となっています。 

  

133



 

- 60 - 

 

こうした災害リスクを踏まえ、災害ハザードエリアにおける立地規制や建築規制、災害ハザー

ドエリアからの移転促進、誘導区域からの除外による立地誘導などの「災害リスクの回避」策を

進めるとともに、居住誘導区域等における安全性の向上に向けたハード・ソフト両面の防災・減

災対策などの「災害リスクの低減」策を進めるなど、災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域において、開発行為や建築行為の規制、移転

の促進、居住誘導区域からの除外など、被害を事前に回避する取組を推進します。 

 ②災害リスクの低減(ハード) 

  計画規模や過去最大規模の大雨等による浸水が想定される区域など災害イエローゾーンを中心

に、河川改修や下水道、調整池の整備、砂防等土砂災害対策施設整備などのハード対策により

災害の発生抑制を目指します。また、災害ハザードを完全に抑制することは困難であることを

踏まえ、建物の安全性の向上や社会インフラの耐震化などのハード対策も推進します。 

③災害リスクの低減(ソフト) 

  想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけでは対応しきれない災害リスクについて、

情報発信等による市民の意識啓発や避難体制の構築等を推進し、災害発生時における事前の避

難や緊急避難などのソフト対策を推進します。 

【災害ハザードとリスク対策の基本的な考え方イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域に

ついて、被害を事前に回避する取組 

・災害リスクの高い区域の居住誘導区域からの除外 
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災害ハザード リスク対策 目指す姿 

③災害リスクの低減（ソフト） 
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は対策しきれない災害リスクについて、災害リスクを
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・情報収集・提供手段の多様化、確実化 

・警戒避難体制整備     等 

②災害リスクの低減（ハード） 

計画規模、過去最大規模の災害ハザードなど災害イエ

ローゾーンを中心にハード対策により、浸水等の災害

リスクをできるだけ低減させる取組 

・河川整備事業、雨水排水対策事業 

・住宅・建築物の耐震化 

・土砂災害警戒区域に関する砂防等土砂災害対策施設
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災害リスクの回避策 

災害リスクを踏まえた土地利用規制、誘導 

 

⚠四日市市における災害リスクの特徴 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵部の住宅地には、土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区

域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

津波による浸水区域の分布 

いつ地震が発生するか予測が困難なうえに津波発生時に特に被害が大きくなると想定される、津波

の想定浸水深2ｍ以上の区域が、富洲原、橋北、楠などの一部地域に分布。これらの区域では、津

波による建物の全壊や避難の遅れによる重大な人的被害のリスクが懸念。 

河川整備後も浸水が解消しない区域の分布 

河川の中長期整備後においても、中低頻度（100年に一度程度）～低頻度（150年に一度程度）の浸

水が、市南東部の居住誘導区域内外でみられる。 

 

 取組の考え方   

✓土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域は、都市再生特別措置法において、「居

住誘導区域に含まないこと」とされています。土砂災害は人命に直結する極めて危険な災害

であることを踏まえ、これらの区域に新たな居住を誘導しない土地利用が求められます。 

✓津波や大雨による浸水想定区域について、都市計画運用指針において、「災害リスクや災害

を防止・軽減するための施設状況等を総合的に勘案し適当でないと判断される場合、原則とし

て、居住誘導区域に含まない」とされています。 

✓このうち、津波については、事前予測が困難であるうえに、浸水深が2ｍ以上になると木造家屋

が全壊する危険性が飛躍的に高まるため、特に災害リスクが高く、新たな居住を誘導しない土

地利用が求められます。 

✓洪水や高潮による浸水については、気象情報や避難情報を踏まえ、事前に予測や準備、避

難を行うことが可能です。 

 

土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域、津波による2ｍ以上の浸水が想定され

る区域は、人命に関わる極めて危険な災害ハザードであることから、こうした区域において

は、居住を誘導しないなどの土地利用誘導が求められます。 

洪水や高潮による浸水区域については、河川整備後も洪水による浸水が一定見込まれる

区域も含めて、事前予測や準備、避難が可能なことも踏まえ、居住誘導区域からの除外など

土地利用上の制限は設けないものの、地域の人口動向や災害の発生状況等を注視し、将来

的な土地利用について検討を進める必要があります。  
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災害リスクの低減策（ハード） 

計画規模を中心とした災害の発生リスク低減、災害対応力のある市街地の形成 

⚠四日市市における災害リスクの特徴 

多様な災害リスクが市内広範囲で想定 

想定最大規模の範囲、浸水深には至らないものの、河川沿いや臨海部の広い地域で、洪水・雨水出水

（内水）・津波・高潮による浸水が想定され、広範囲にわたる災害への備えが必要。洪水については、市

街化区域の約2割の住宅が計画規模で浸水する想定であり、多くの市民が影響を受ける可能性。 

人口・都市機能が集積するエリアで浸水が想定 

計画規模の浸水想定区域には、中心市街地や富田駅周辺、塩浜駅周辺など、人口や都市機能が

集積し、交通の拠点でもあるエリアが含まれ、駅などの機能低減など都市運営への影響が懸念。 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵部の住宅地には、土砂災害(特別)警戒区域や急傾斜地崩壊危険

区域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

災害時に避難行動が困難となるおそれ 

大規模災害の発生時には、冠水や倒木等によって避難経路が使用できない可能性があり、避難施

設の配置や容量が不十分な場合には、住民が安全な避難行動をとることが難しくなるおそれ。 

災害に脆弱な建物が立地 

浸水が想定される区域には、平屋建てや老朽化した木造住宅など、災害に対して構造的に脆弱な

建物が多く立地しており、災害発生時には建物被害が拡大するおそれ。 

 取組の考え方   

✓計画規模の災害は、発生そのものを抑制する対策が求められ、河川や海岸の整備は、こうし

た計画規模の災害に対応できるよう段階的に進められています。 

✓人口や都市機能が集積する区域において住宅や都市施設が浸水すれば都市活動に大きな

支障を来すため、浸水の発生自体を抑制する施設整備などの対策が重要です。 

✓土砂災害の発生は人命に直結する危険があるため、住宅が立地する区域における対策など

災害発生のリスクそのものを低減する対策が求められます。 

✓災害発生時であっても、都市活動や市民生活が早期に再開できるよう、平時から復旧性や被

害抑制に配慮した都市構造の形成が求められます。 

✓市民の適切な避難行動を促すには、意識啓発などのソフト対策に加えて、避難道路の確保や

避難施設の機能強化などハード対策もあわせて推進する必要があります。 

想定最大規模に比べて浸水範囲や深さが小さい計画規模の水災害は、一定の頻度で発

生することが想定され、人口集積地に影響を及ぼすおそれがあり、土砂災害については、人

命に直結する危険性があるため、住宅地などの対象区域では対策が必要です。 

こうした災害リスクに対しては、河川改修や土砂災害防止施設の整備などにより、災害ハザ

ードの発生自体を可能な限り抑制することが必要です。 

また、災害発生時に市民が安全に避難できる環境を確保し、都市への被害を最小限に抑

え、速やかに復旧できるよう、避難路の整備や浸水リスクを踏まえた建築物の安全対策、社会

インフラの防災性向上などのハード対策を進めていくことが必要です。  
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災害リスクの低減策（ソフト） 

余裕を持った事前避難、事前避難が出来なかった場合等における緊急避難対策 

 

⚠四日市市における災害リスクの特徴 

広い範囲で浸水が想定 

近鉄四日市駅をはじめとする、河川沿いや臨海部の広い地域で洪水、雨水出水（内水）、津波、高

潮による浸水が想定され、想定最大規模の洪水については、市街化区域内の約4割の住宅が浸水

する想定となっており、多くの市民への影響が懸念。 

垂直避難が困難となる住宅が立地 

上記浸水の発生時に垂直避難が困難となる住宅が、富洲原や楠などの臨海部の既成市街地に立

地しており、高潮発生時には、市街化区域内の約2割の住宅が垂直避難が困難となる想定。 

家屋倒壊のおそれがある区域に住宅が立地 

三滝川や鈴鹿川等の河川沿いで想定最大規模の洪水時に家屋倒壊のおそれがある住宅が立地。 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵の住宅地には、土砂災害(特別)警戒区域や急傾斜地崩壊危険区

域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

 

 取組の考え方   

✓災害ハザードに対しては、自らの判断で避難行動をとることが基本となります。 

✓洪水、雨水出水（内水）、高潮、土砂災害については、気象情報や避難情報を踏まえ、事前に

避難を行うことが可能です。 

✓広い範囲で浸水が想定されており、避難行動が困難となる住宅も多いことから、早めに浸水の

おそれのない区域への避難が必要です。 

✓余裕を持った事前避難が基本ですが、すべての住民が確実に事前避難を実施できるとは限り

ません。特に津波については、事前予測が困難であり、迅速な避難が困難となる可能性も考

慮する必要があります。 

 

こうした災害リスクから市民の生命や財産を守るためには、大雨の発生時などに災害が想

定される区域にとどまらず、災害の兆候が現れた段階で、余裕を持って事前に避難行動をと

ることが重要です。 

また、事前避難ができなかった場合においては、自宅内の浸水が想定されない上階への

移動や、近隣の安全な建物などへの垂直避難、緊急避難が重要となります。 

また、避難後に長期間にわたり孤立するおそれもあることから、食料・飲料水・生活必需品

の備蓄など、平時からの備えが求められます。 
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(2) 災害リスクと取組方針の関係 

 

 

災害ハザード 
災害リスク 

(市街化区域内) 

取組方針 

(◎：重点的取組 〇：取組 

△：将来的に検討) 

リスク

回避 

リスク低減 

（ソフト） 

リスク低減 

（ハード） 

土地 

利用 

事前 

避難 

緊急 

避難 

発生 

抑制 

避難 

環境等 

土
砂
災
害 

土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地崩壊危険区域 

・市街化区域の縁辺部や丘陵部の住宅

地に土砂災害特別警戒区域が分布 ◎ ◎ ◎ 〇  

土砂災害警戒区域  ○ ○ 〇  

地
震 

津
波 

過去最大規模 
・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満

の浸水が想定 
 ○ ○ ◎ ◎ 

理論上最大規模 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満

の浸水が想定 

・富洲原、橋北、楠等の一部で2ｍ以上

の浸水が想定 

◎ ◎ ◎  ◎ 

水
害 

洪
水 

計画規模 

・北東部や楠・河原田、内部において3

ｍ未満の浸水が想定 

・既存集落においても浸水が想定 

・中高頻度の浸水に対する避難対策が

必要 

 ○ ○ ◎ ◎ 

想定最大規模 

・中心市街地や北東部、内部において

3m未満の浸水が想定 

・楠、河原田、内部において3m以上の

浸水が想定 

・家屋倒壊等氾濫想定区域があり木造

住宅等への被害対策が必要 

 ◎ ◎  ◎ 

高
潮 

過去最大規模 

（伊勢湾台風級） 

・臨海部の北東部、中心市街地で垂直

避難が困難な1階建ての建物が分布 
 ○ ○ ◎ ◎ 

想定最大規模 

（室戸台風級） 

・臨海部既成市街地の大半で3m以上

浸水 

・浸水が72時間以上継続するため長

期の避難が必要 

 ◎ ◎  ◎ 

雨
水
出
水 

計画規模 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の

北東部、南東部等において浸水が想

定(1階床下) 

・居住誘導区域外にて垂直避難が困難

な工場等の建物分布 

 ○ ○ ◎ 〇 

想定最大規模 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の

北東部、南東部等において浸水が想

定(1階床下) 

・大矢知や内部、三重において0.5‐3

ｍ未満の浸水が想定→2階以上への

垂直避難や浸水想定区域外へ避難要 

 ◎ ◎  〇 
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(3) 誘導区域の考え方 

本市では、リスク分析で示すとおり、居住誘導区域内外において、大規模地震に伴う津波や大

雨に起因する洪水、高潮、内水氾濫による浸水、土砂災害などの発生が想定され、浸水被害につ

いては、中心市街地を含む臨海部を中心に市街地の広範囲に及ぶことが予測されます。 

本市は、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、太平洋戦争後には中心市街

地の復興とともに臨海部で石油化学コンビナートの形成が進み、居住地は東海道沿道や鉄道沿線

から形成され、高度経済成長期には郊外丘陵部に大規模な住宅団地が造成されるなど、臨海部を

中心に都市が発展してきました。 

こうした中で、昭和19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和49 年集中豪

雨、東海豪雨等の風水害などにより、市街地で度々大きな被害を受けてきましたが、道路や鉄道

施設の耐震化、河川・海岸・下水道等の整備などまちの安全性の向上に取り組んできました。 

また、あわせて、ハザードマップ等による災害リスクの周知や避難の啓発、多様な手段（電

話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広報車等）による避難情報の伝達、市民総ぐるみ

の防災訓練などのソフト対策も進めてきました。 

こうしたこれまでの都市形成過程や防災・減災関連の取組状況、観測データの充実やAIも活用

した予測モデルの構築などにより気象予報精度の向上が図られていることなどを踏まえ、今後も

継続してハード・ソフト両面の対策を進めることを前提に、基本的に津波、洪水、高潮、雨水出

水（内水）などの浸水や土砂災害が想定される災害ハザードエリアを居住誘導区域から除外しない

こととします。 

ただし、都市再生特別措置法において居住誘導区域に含めないこととされている災害レッドゾ

ーンの「急傾斜地崩壊危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」は居住誘導区域から除外します。 

さらに、今後30年以内の発生確率が60～90％程度以上とされる南海トラフ地震について、事前

予測が困難であるうえ、木造家屋が全壊する可能性が飛躍的に高くなる「津波の想定浸水深2ｍ以

上の区域」は特に災害リスクの高い区域とし、居住誘導区域から除外することとします。 

また、都市機能誘導区域として設定した中心市街地において、1000年に一度の頻度とされる想

定最大規模の高潮による浸水深が4.5m程度と想定されるものの、過去最大規模の高潮では1～2m程

度、津波・洪水・雨水出水による浸水深は想定最大規模で1m程度の想定浸水深となっています。 

一方、中心市街地は、長い歴史の中で商業のみならず地域の文化や伝統を育み、都市基盤が整

い様々な機能が集積した市の活力の中心となる区域で、官民により相当な投資がなされてきたの

に加え、現在、市が取り組んでいる中心市街地再開発プロジェクトに呼応して人口が増加基調と

なるとともに民間投資も進んでいる状況です。 

こうしたことから、一定の災害リスクはあるものの、これまでのまちづくりの経緯や拠点性、

生活利便性の高さなどを踏まえ、本市の活力の維持に向け、引き続き、都市機能誘導区域の設定

を継続し、災害リスクにも配慮しながら中央通り再編や高次都市機能の誘導などの施策を進め、

関係人口の拡大とともに市の活力の創出を図ります。 

なお、誘導区域内においても災害種別ごとに様々な災害リスクが存在していることから、ハザ

ードマップなどにより災害リスクの周知を図るとともに、災害が発生しても市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害が生じないよう災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

また、本計画はおおむね5年ごとに施策の実施状況などを評価し、見直しを図ることとしてお

り、今後の人口動向や都市基盤の整備状況、災害の発生状況などを注視しながら、居住誘導区域

の設定などについて必要に応じて適宜見直しを検討していきます。  
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表 本市における災害ハザードと居住誘導区域としての考え方 

  

居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

リスクの周知とともに、危険度が高まった
場合の避難の迅速化に向けた体制の整備な
ど対応も図られており、こうした取組を継
続することとし、居住誘導区域から除外し
ない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

ハード対策のほか、リスクの周知とともに
津波避難ビルの指定や危険度が高まった場
合の避難の迅速化に向けた体制の整備など
ソフト対策の充実が図られており、こうし
た取組を継続することとし、基本的に居住
誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏ま
え、木造家屋が全壊する危険性が飛躍的に
高くなる浸水深２ｍ以上の区域について、
居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波
防護施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明
示、災害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情
報発信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信

洪水浸水想定区域
(水防法)

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

高潮浸水想定区域
(水防法)

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

洪水浸水想定区域
(水防法)

高潮浸水想定区域
(水防法)

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

市域全域にわたる大地震となる等、除外す
ることは現実的でないことから、各対策の
推進を前提とし、居住誘導区域から除外し
ない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やラ
イフライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対
策
・防災マップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置され
る等、除外することは現実的でないことか
ら、各対策の推進を前提とし、居住誘導区
域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなど
も踏まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充
実等発生後の迅速な対応を目指す

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知ととも
に、危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備など対応も図られてい
るものの、都市再生特別措置法にて「含ま
ないこと」とされていることから、土砂災
害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域に
ついては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制　　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当
でないと判断される場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視によ
る避難情報の発令体制などソフト対策が図
られており、浸水区域は市街地の広範囲に
渡るものの、想定し得る最大規模(年超過
確率1/1000)の降雨の想定であり、事前に
ある程度の予測・準備ができる可能性が高
い点なども考慮し、ハード・ソフト両面の
対策の推進を前提に居住誘導区域から除外
しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リス
クの周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(避難準備情報、避難
勧告、避難指示）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

計
画
規
模

ハード対策のほか、リスクの周知とともに
河川水位の監視による避難情報の発令体制
などソフト対策も図られており、浸水区域
は市街地の広範囲に渡るものの、事前に予
測・準備ができる可能性が高い点なども考
慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を
前提に居住誘導区域から除外しない
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7-5 具体的な取組 

取組方針に基づく各災害リスクに対する具体的な取組を以下に整理します。 

具体的な取組（施策） 
対応する災害 

実施主体 
洪水 内水 津波 高潮 土砂 

取組方針① リスク回避 

災害リスクの高い区域の居住誘導区域からの除外   〇  〇 市 

災害ハザードエリアにおける開発許可規制 ○ ○  ○ ○ 市 

がけ地近接等危険住宅移転事業（土砂災害防止法

第 26 条に基づく移転勧告の活用） 
    ○ 県、市 

誘導区域に係る届出制度の活用等による立地誘

導 
○ ○ ○ ○ ○ 市 

取組方針② リスクの低減(ハード) 

緊急輸送道路の指定、機能確保 〇 〇 〇 〇 〇 国、県、市 

避難路等の整備、保全 〇 〇 〇 〇 〇 国、県、市 

都市の発展と命を支える道づくり（都市計画道路

整備等） 
〇 〇 〇 〇 〇 市 

公園施設の整備・長寿命化の推進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

避難地機能を有する大規模公園の整備   ○   市 

河川の整備 〇   〇  国、県、市 

河川・海岸堤防等の整備・耐震化及び機能保全 〇  〇 〇  国、県、市 

雨水排水対策整備事業  〇    県、市 

田んぼダム活動への支援 〇 ○    国、市 

ため池の適正な管理と整備、活用 〇 ○    市 

都市農地・里山などの樹林地の保全 〇    〇 県、市 

密度の高い既成市街地の解消に向けた取組   〇   市 

狭あい道路後退用地整備事業 ○ ○ ○ ○  市 

住宅の耐震化、不燃化   ○   市 

空き家の除却、利活用の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

地区計画等による誘導（居室床面高さの嵩上げ等） ○ ○ ○ ○  市 

急傾斜地崩壊対策事業     ○ 県、市 

砂防事業     ○ 県 

防災教育センター整備事業 〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災倉庫の整備 〇 〇 〇 〇 〇 市 

拠点となる指定避難所の機能強化への支援等 〇 〇 〇 〇 〇 市 

指定緊急避難場所等の整備 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

津波避難ビルの指定等避難場所の確保   〇   市 
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具体的な取組（施策） 
対応する災害 

実施主体 
洪水 内水 津波 高潮 土砂 

取組方針③ リスクの低減(ソフト) 

ハザードマップの作成、更新 〇 〇 〇 〇 〇 市 

情報収集手段及び情報提供手段の多様化・確実化 〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災知識と技術の普及及び意識の向上 〇 〇 〇 〇 〇 市 

継続的な防災訓練や防災教育等の推進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

AR防災学習アプリ「ARLook（あるっく）」の開発・

展開 
〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災マップ改正ワークショップ 〇 〇 〇 〇 〇 市 

広域的な連携体制の構築、強化 〇  〇 〇  市 

地域や企業の自発的な防災活動の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、市民 

大規模地震に備えた協力体制の構築   〇   市 

市民による自発的な防災活動の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、市民 

警戒避難体制整備等のソフト対策 〇 〇 〇 〇 〇 市 

避難体制整備の支援 〇 〇 〇 〇 〇 市 

各家庭における備蓄量の確保 〇  〇 〇  市民 

民間備蓄等との連携 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

被災時の適切な活動体制の整備・人材育成 〇 〇 〇 〇 〇 市 

要配慮者への対応 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間、市民 

地域のコミュニティ力の向上、強化のための支援 〇 〇 〇 〇 〇 市、地域 

災害に対応できる人材の育成 〇 〇 〇 〇 〇 市 

自主防災組織の結成や育成 〇 〇 〇 〇 〇 市、地域 

要配慮者施設の避難確保計画作成の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

企業等と連携した避難体制等の確保 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 
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第8章 計画の評価と進行管理 

 

(1) 目標値 

本計画に位置付けた「いきいきと働き暮らし続けられるまち」の実現に向け、実施する都市機能

誘導と居住誘導に係る施策の進捗状況やその効果等について、計画の進行による評価検証を行うた

めの目標値を設定し、PDCA サイクルによる適切な評価、見直しを行いながら計画の推進を図ってい

きます。 

 

基本方針において示した、「居心地がよく歩きたくなる魅力的なまちなか」の形成に向け、「方針

①リニア時代に輝くまち」における主要な施策として、都市機能誘導区域における中心市街地の都

市機能の高度化・集約化などの施策を推進していくことから、その効果を図る指標として中心市街

地における歩行者数の維持を目標とします。 

目標項目 

基準値 

（策定時） 

実績値 

（中間評価） 
目標値 

2018 2024 2030(中間) 2040(目標年次） 

中心市街地における 

歩行者数（主要 8 地点） 

平日 60,116 人 

休日 58,406 人 

平日 52,793 人 

休日 59,250 人 

平日 61,000 人 

休日 64,000 人 

平日 70,000 人 

休日 70,000 人 

 ※主要 8地点（参考）：トナリエ東出口前、メディアシップビス前、近鉄四日市駅北口、 

キタオカ前、ナガサワカバン前、タケコシ本店前、ミヤザキ靴店前、中川無線前 

 

 

基本方針において示した、「働きやすく暮らしやすいまちづくり」に向け、「方針②住み慣れた場

所でいつまでも元気に暮らせるまち」「方針③子育てしながら働いていけるまち」における主要な

施策として、居住誘導区域における都心居住の促進や既成住宅地の居住環境の向上を図ることとし

ています。また、四日市市地域公共交通計画では、居住地と各拠点を結ぶ公共交通ネットワークの

維持・再編を図るとともに輸送力の強化などに取り組んでいくことから、居住の誘導と交通ネット

ワークの向上が連携した指標として、基幹的公共交通の徒歩圏人口カバー率の向上を目標とします。 

目標項目 

基準値 

（策定時） 

実績値 

（中間評価） 
目標値 

2015 2023 2030(中間) 2040(目標年次） 

基幹的公共交通の 

徒歩圏※人口カバー率 
62.8％ 63.1％ 64.7％ 

66.0％ 

（三大都市圏数値） 

※鉄道駅から 800m 圏域もしくはバス停（30 本/ 日以上相当）から 300m 圏域 

 

 

 

■方針①と都市機能誘導に係る目標値 

■方針②及び方針③と居住誘導に係る目標値 
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防災指針で示したように、本市の都市形成過程やこれまでの防災・減災の取組状況、一定規模以

上の降雨は事前に予測や準備が可能なことなどを踏まえ、各災害リスクに対するハード・ソフト両

面の対策を進めていくことから、ソフト対策において災害リスクの周知と事前の準備・避難の浸透

を図る指標として、防災訓練参加人数を目標とします。また、災害時の市街地の安全性の向上を図

る指標として、耐震性の低い旧耐震木造住宅の除却工事費の補助件数を目標とします。さらに、ハ

ード対策における社会インフラの整備推進の指標として、本市が所管する準用河川の整備率の向上

を目標とします。 

目標項目 
基準値(現在) 目標値 

2023 2030(中間) 2040(目標年次） 

防災訓練参加人数 

（市民総ぐるみ防災訓練や地域

における防災訓練等の参加人数） 

29,214 人 

（2023） 

33,000 人 

(2029) 
33,000 人 

耐震性の低い旧耐震木造住宅の

除却工事費の補助件数 

297 件／年 

（2020-2024 平均） 
300 件／年 300 件／年 

準用河川の整備率 
66.0％ 

（2023） 

85.8％ 

(2029) 
100％ 

 

(2) 進行管理 

本計画はおおむね 20 年後の 2040 年の都市の姿を展望した長期的な計画です。そのため、以下に

示す PDCA サイクルの考え方に基づき、おおむね 5 年ごとに施策や事業の実施状況を評価し、進捗

状況や妥当性の検証、必要に応じた見直しを行っていきます。 

■進捗管理の方法 PDCA サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan︓課題の抽出、関係者間の合意形成、計画策定 
↓ 
Do︓各取組の実施、進捗管理 
↓ 

Check︓モニタリング、効果検証、事後評価 
↓ 

Action︓課題の再抽出、計画の⾒直し 

■防災指針に係る目標値 
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【中間評価について】 

■都市機能誘導に係る目標値の状況 

・2024(R6)年時点で、平日は基準値より少ないものの、休日は基準値を上回るなど新型コロナの影

響から回復基調にあることから、中央通り再編事業が工事途中であることなどを踏まえ現目標値を

継続しながら達成を目指す 

目標項目 
基準値(人) 実績値(人) 目標値(人) 

2018(策定時) 2024 増減 2030(中間年次) 2040(目標年次) 

歩行者数 
(主要 8 地点) 

平日 60,116 
休日 58,406 

平日 52,793 
休日 59,250 

△7,323 
＋844 

平日 61,000 
休日 64,000 

平日 70,000 
休日 70,000 

◇高次都市機能の立地状況 

・現在、市主導で図書館及び大学の都市機能誘導区域内への設置の検討を進めている 

・中央通り再編に呼応して沿道を中心に民間投資が進む(共同住宅、オフィスビル、ホテル) 

⇒中央通り周辺で民間投資や都心居住が進んでおり、引き続き都市機能誘導区域や誘導施設の指定

を継続しつつ、中央通り再編事業を推進 

■居住誘導に係る目標値の状況（交通ネットワークの向上と連携した指標） 

・2023(R5)年時点で基準値に対して実績値が 0.3％上昇しているものの、立地適正化計画策定前の人

口動向(H27→R2)であり、引き続き現計画に位置付けた取組を推進しながら今後の動向等を注視 

目標項目 
基準値(%) 実績値(%) 目標値(%) 

2015(策定時) 2023 増減 2030(中間年次) 2040(目標年次） 

基幹的公共交通の徒

歩圏人口ｶﾊﾞｰ率 
62.8 63.1 ＋0.3 64.7 

66.0 

（三大都市圏数値） 

◇居住誘導の状況 

・居住誘導区域外への一定規模以上の住宅立地について、現在までで 30 件の届出あり 

・最新の国勢調査(R2)では、全市人口が前回(H27)から約 5,600 人減少(-1.8％)しており、市街化調

整区域(居住誘導区域外)で減少が大きいものの、立地適正化計画策定前の人口動向(H27→R2)であ

り、引き続き現計画に位置付けた取組を推進しながら今後の動向等を注視  
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計画策定の経過 

【当初策定時】 

■市民の皆さまの意見の反映 

 令和 元年１０月 ４日 パブリックコメントの実施（１１月１日まで） 

■四日市市議会の意見の反映 

 令和 元年 ６月２４日 都市・環境常任委員会協議会（６月議会） 

 令和 元年 ８月 ７日 議員説明会 

 令和 元年 ９月１９日 都市・環境常任委員会協議会（８月議会） 

 令和 元年１２月 ９日 都市・環境常任委員会協議会（１１月議会） 

■四日市市都市計画審議会の意見の反映 

 令和 元年１０月 ３日 第５１回 四日市市都市計画審議会 

 令和 ２年 １月２３日 第５３回 四日市市都市計画審議会 

■有識者の意見の反映 

 平成３０年１２月２７日 第１回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 平成３１年 ２月 ８日 第２回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 平成３１年 ３月２９日 第３回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 令和 元年 ７月１２日 第４回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 令和 ２年 １月１４日 第５回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

※立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議）委員（◎印は座長、敬称略、五十音順） 

  朝日 幸代（三重大学 教授） 

 有賀 隆 （早稲田大学理工学術院 教授） 

  大塚 俊幸（中部大学 教授） 

◎奥野 信宏（名古屋都市センター長） 

  松本 幸正（名城大学大学院 教授） 

村山 顕人（東京大学大学院 教授） 
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【中間見直し時】 

■市民の皆さまの意見の反映 

 令和７年 ３月 ４日～４月３０日 地域課題ヒアリング、WEB アンケート、関係団体意見聴取 

 令和７年 ８月 １日～９月３０日 ２４地区市民センター説明会（あわせて関係団体等意見聴取） 

 【２４地区市民センター説明会日程】（各会場 19 時～） 

日 時 対象(お住まいの地区) 日 時 対象(お住まいの地区) 

８月 １日(金)  共同・同和・中央・港・浜田 ９月 ９日(火)  県 

８月 ４日(月)  下野 ９月 10 日(水)  神前 

８月 ５日(火)  富洲原 ９月 16 日(火)  小山田 

８月 ６日(水)  大矢知 ９月 17 日(水)  水沢 

８月 ７日(木)  富田 ９月 18 日(木)  三重 

８月 ８日(金)  八郷 ９月 19 日(金)  四郷 

８月 12 日(火)  保々 ９月 22 日(月)  常磐 

８月 18 日(月)  橋北 ９月 24 日(水)  内部 

８月 19 日(火)  羽津 ９月 25 日(木)  日永 

８月 20 日(水)  海蔵 ９月 26 日(金)  塩浜 

８月 21 日(木)  川島 ９月 29 日(月)  河原田 

９月 ８日(月)  桜 ９月 30 日(火)  楠 

 令和７年１２月１２日 パブリックコメント（令和８年１月９日まで） 

■四日市市議会の意見の反映 

 令和６年 １月１９日 議員説明会 

 令和７年 ５月２３日 議員説明会 

 令和７年１２月１１日 都市・環境常任委員会（１１月議会） 

■四日市市都市計画審議会の意見の反映 

 令和６年 ２月 ７日 第６５回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年 ２月 ４日 第６７回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年 ７月３０日 第６８回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年１１月２６日 第６９回 四日市市都市計画審議会 

■有識者の意見の反映 

 令和６年１０月２２日 意見聴取１回目（１０月３０日まで） 

 令和６年１２月２５日 意見聴取２回目（令和７年１月１５日まで） 

 令和７年 ５月２９日 意見聴取３回目（６月２日まで） 

 令和７年１０月２２日 意見聴取４回目（１１月６日まで） 

※有識者（敬称略、五十音順） 

  浅野 純一郎（豊橋技術科学大学 教授） 

 中居 楓子 （東京大学 講師） 

  松本 幸正 （名城大学大学院 教授） 

村山 顕人 （東京大学大学院 教授）  
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